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「新市庁舎整備事業（仮称）」の公共事業事前評価調書（案）に対する 

市民の皆さまからのご意見の内容とご意見に対する横浜市の考え方 

 

 

 

〇横浜市公共事業評価事前評価における市民意見 

     募 集 期 間 ： 平成 26 年４月１日（火）～平成 26 年５月 12 日（月） 

     意見提出者数 ： 388 名（うち団体：４） 

 

お寄せいただいたご意見と、ご意見に対する横浜市の見解を、次のとおりまとめました。 

また、お寄せいただいたご意見と横浜市公共事業評価委員会の審議結果を踏まえ、公共 

事業事前評価調書（案）の一部を修正し、公共事業事前評価調書として確定しました。 

 

  

   〇お寄せいただいたご意見と横浜市の見解 

388 名からお寄せいただいたご意見を、公共事業事前評価調書（案）の項目にあわせて 

分類（855 件）し、本市の見解とあわせて整理いたしました。 

なお、分類したご意見は、公共事業事前評価調書（案）の項目別に整理し、提出された 

順に、原則、全て原文のまま掲載しています。 
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公共事業事前評価調書 新旧対照表 

  修正前 修正後 

事業概要 
(事業内容) 

 

【新市庁舎の規模】 

〇新市庁舎に集約する機能： 

 関内地区の民間ビル等に分散している組織の執務

室・会議室など（職員数：6,000 人） 

 

【新市庁舎の規模】 

〇新市庁舎に集約する機能： 

 関内地区の民間ビル等に分散している組織の執務室・会議室など（職

員数：6,000 人） 

○将来の変化への柔軟な対応 

 将来の行政需要や権限移譲による業務・組織の拡大・縮小による職員

数の増減については、執務スペースに可変性を持たせるなどのフロア構

成の柔軟性で対応することとします。 

○商業機能の規模 

 整備予定地の再開発地区計画を踏まえて、大岡川沿いの低層部（１・

２階）や地階のみなとみらい線馬車道駅連絡通路沿いなどに、来庁者の

利便性やビル就業者の支援機能となる商業施設などの導入を想定しま

す。 

○オフィス機能（賃貸オフィス床）の導入の見直し 

 「新市庁舎整備基本構想（平成 25 年 3月策定）」においては、整備

候補地の比較検討にあたって、建物内に余剰床が発生する場合などは、

街の賑わい創出・本市の財政負担軽減のため、オフィス・商業施設など

の民間機能の導入を検討しました。  

 このうち、余剰床をオフィスとして賃貸することについては、「近隣

地区との競争に伴うリスク」「市内の民間賃貸業の圧迫」との意見をい

ただき、賃貸オフィス床を設けなくても都市計画に適合した計画となる

ことを確認できたことから、収益を目的とした賃貸オフィス床は原則と

して設けないこととしました。 

事業の 
必要性 

【新市庁舎整備の必要性】 

◆災害への備え（危機管理機能の強化） 

（省略） 

◆深刻な執務室不足（庁舎の分散化）の解消 

（省略） 

◆施設や設備の老朽化の解消 

（省略） 

【新市庁舎整備の必要性】 

◆災害への備え（危機管理機能の強化） 

（省略） 

◆深刻な執務室不足（庁舎の分散化）の解消 

（省略） 

◆施設や設備の老朽化の解消 

（省略） 

○現市庁舎の耐震補強工事 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正(新耐震基準)を受け、昭和

59 年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていまし

た。平成 7年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11

年度に策定した「公共建築物耐震対策事業計画」において、改めて平成

22 年度までに耐震補強を実施することとされたことから、建物内にい

る人々の安全を一刻も早く確保するため、市会棟から順次補強を行いま

した。 

 この工事により、現市庁舎の耐震性能は向上しましたが、前述の課題

は解消されておらず、新市庁舎の早急な整備が必要です。 
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〇整備予定地における地震・津波・液状化の影響と対

策 

 整備予定地の北仲通南地区では、元禄型関東地震で

震度７の揺れが想定されるため、これを前提に、長周

期地震動対策も踏まえた耐震対策を行う必要がありま

す。 

 元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による

浸水はありませんが、南海トラフ巨大地震（及び慶長

型地震）で津波による浸水(最大 1.2ｍ程度)が予測され

ます。 

 浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力によ

る建物損傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能

性は低いと考えられます。 

 また、埋立地であるため、地盤沈下や液状化の可能

性がありますが、支持層まで基礎杭を打設することや、

地下躯体の建設時に液状化対策を行うことなどにより

対応が可能です。 

 電気、ガス、上下水道など周辺のライフラインにつ

いても、電線類の地中化やガス中圧導管の敷設、液状

化によるマンホール浮上防止対策などの取り組みが進

んでおり、被害を受ける場合でも比較的軽微にとどま

るものと考えられます。 

 

 

 

 そのため、震災時に災害対策本部として職員が参集

し、本部機能を滞りなく進めるうえでも大きな支障は

ないと考えられます。 

〇整備予定地における地震・津波・液状化の影響と対策 

 整備予定地の北仲通南地区では、元禄型関東地震で震度７の揺れが想

定されるため、これを前提に、長周期地震動対策も踏まえた耐震対策を

行う必要があります。 

 元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありません

が、南海トラフ巨大地震（及び慶長型地震）で津波による浸水(最大 1.2

ｍ程度)が予測されます。 

 浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損傷や周

辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられます。 

 また、埋立地であるため、地盤沈下や液状化の可能性がありますが、

支持層まで基礎杭を打設することや、地下躯体の建設時に液状化対策を

行うことなどにより対応が可能です。 

 電気、ガス、上下水道など周辺のライフラインについても、電線類の

地中化やガス中圧導管の敷設、液状化によるマンホール浮上防止対策な

どの取り組みが進んでおり、被害を受ける場合でも比較的軽微にとどま

るものと考えられます。 

 なお、内水ハザードマップ（平成 26 年 3 月公表）によれば、整備予

定地周辺は、大雨時の下水道や水路に起因する浸水のおそれはありませ

ん。 

 そのため、震災時に災害対策本部として職員が参集し、本部機能を滞

りなく進めるうえでも大きな支障はないと考えられます。 

事業の効果 

【危機管理機能の強化】 

・超高層建築物における長周期地震動への対応をはじ

め、高い耐震性能を備えた堅固な建物とすることで、

大地震発生時においても事業の継続が可能になるほ

か、災害時における「横浜市災害対策本部」として市

の災害対策の拠点となり、今以上に、市民の皆様の安

全を守ることができます。また、関係部署を集約する

ことで、より適切な初動対応がとれるようになります。

 

 

【危機管理機能の強化】 

・超高層建築物における長周期地震動への対応をはじめ、高い耐震性能

を備えた堅固な建物とし、電力途絶時の自己電源確保策等を講じること

により、大地震発生時においても事業の継続を可能とします。 

・災害時における「横浜市災害対策本部」として市の災害対策の拠点と

なり、自然災害や都市災害をはじめ、想定外の事態にも柔軟に対応でき

るよう、専門知識や経験を有する職員が配置された、危機管理センター

を整備することで、これまで以上に、市民の皆様の安全を守ることがで

きます。また、関係部署を集約することで、より適切な初動対応がとれ

るようになります。 

その他 

【事業費・収支シュミレーション】 

◆新市庁舎が完成し移転するまでの費用 

（省略） 

◆新市庁舎完成後 毎年必要となる費用 

（省略） 

【事業費・収支シュミレーション】 

◆新市庁舎が完成し移転するまでの費用 

（省略） 

◆新市庁舎完成後 毎年必要となる費用 

（省略） 

○新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまで

のライフサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性

を高めるとともに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目

指します。 

 具体的には、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の

積極的採用による建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採

用による維持管理費の削減、環境負荷低減設備の採用による光熱水費な

どの運用コストの削減を図ります。 
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No. ご意見（855 件） ご意見に対する横浜市の見解 

事業概要-事業内容-【新市庁舎の基本理念と整備基本方針】（79 件） 

1 前向きに。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

2 前向きに。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

3 前向きに。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

4 現行案 

１ 行政拠点として妥当な案と思われる。 

２ 現状は使い勝手が悪く全ての面において不適当と思われ

ます。 

継続してご検討をお願いします。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

5 前向きに。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

6 「新市庁舎の基本理念と整備基本方針」に賛同し、一日も早

い新庁舎の完成を期待しています。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

7 前向きに。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

8 私は、後期高令者ですが（７７才）、細かい内容に付いても、

どうすれば良くて、どうすれば良くないのか分かりませんが、

一つ私なりに言えることは、折角新しく建設するのですから

予算も大変だとは思いますが後世に残して、ああ良かったと

思える庁舎を建設してもらいたいです。長期的な物の考え方

でお願い致します。皆さんも色々考えていると思いますが？

失礼いたします。関係者には、心からご苦労様といいたいで

す。 

 財政負担の軽減や将来の変化への柔軟な対応を図り、長期間有効に使い続け

られる市庁舎とするため、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体する

までのライフサイクルを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めま

す。また、将来の組織変更などを見据え、変化に柔軟に対応できる執務スペー

スを整備するとともに、業務を効果的・効率的に進められる執務室及び諸室配

置とします。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

9 新市庁舎整備基本計画を読み、英知を結集し纏められた計画

はさすが素晴しいと思います。新市庁舎新築は、横浜市が世

界の先進都市として評価されるチャンスであり、大きなチャ

レンジであると思います。その視点から、実施体制を考える

必要があります。 

１ 総務局が中心となり、関係する各局が協力する体制で実

施されてゆくと思いますが、これでは世界のモデル建築を作

るには不十分であると思います。 

・    科学技術の進歩は、急激であり社会の様々な分野に影

響し、融合化し社会を複雑、不確実、不透明化させている。

・    日本は世界で最速高齢化を実現し、高齢社会を迎えて

いる。 

・    現行法体系は、上記二点を想定して作られていません。

しかし、総務局が中心となり計画を進める限り、当然それら

の法規に従わざるを得ません。 

・    上記二点から、これからの社会を想定し、自由な発想

で計画を実行すべきと思います。そのため、市長の下にプロ

ジェクトチーム（以下 PT）を作り、自由な環境で作業を進め

るのが良いと思います。計画が確定したら、現行法規とのギ

ャップを埋めるため、議員立法で横浜条例を作り実施する。

２ 市庁舎建設は、市役所だけの仕事でなく、産業界・大学・

市民が参加出来る仕組みを考え、必要人材を PT に集める。オ

ール横浜が一丸となり「世界都市横浜」をめざす。このよう

な環境が出来ると、知恵・資金が自ずと集まると思う。（横

浜市の歴史を紐解くと、関東大震災の復興・第二次大戦の復

興） 

 新市庁舎整備が、高齢化社会の世界モデルを作り、その存

在感を示す役割（市が持つ開港以来近代日本の先導的実績）

と実力（人口・人材・影響力等）を持っています。市民力を

結集することです。 

 新市庁舎の整備については、今回実施している横浜市公共事業評価において、

学識経験者で構成する横浜市公共事業評価委員会からご意見をいただきまし

た。 

 建物のデザイン・配置計画、動線計画などの具体的な検討については、庁内

関係局によるプロジェクトチームを設置し、職員の意見も取り入れながら、横

断的に進めていきます。 

 また、構造性能、環境性能などの面で、高度な技術や工法等を取り入れるた

めに、専門家であるコンストラクション・マネージャーを導入し、QCD（品質

Quality＋費用 Cost＋納期 Delivery）の最適化を図りながら検討を進めます。

 今後は、事業者の選定にあたり、学識経験者等により構成される附属機関を

設置し、ご意見を伺いながら事業を進めてまいります。 

10 意見：反対。 

無駄使いである。市職員、市議会議員、市長だけが贅沢をす

るのはおかしい。 

市民を奴隷のように扱って何様のつもりだ。 

テレビと談合して無駄使いばかりしている。テレビ・新聞む

かつく。 

市民も利用できるなどと言うのだろうが、使うのは実際のと

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 
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ころ市職員関連者ばかりである。 

市長も嫌いだ。公務員は横暴で横柄である。反省しろ。市役

所を私物化するな。やめろ。 

11 維持管理がかからないしくみを建物に表現する。←誰でもわ

かる様にする。 

 財政負担の軽減や将来の変化への柔軟な対応を図り、長期間有効に使い続け

られる市庁舎とするため、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体する

までのライフサイクルを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めま

す。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

12 目標供用期間を示し、エネルギー効率や生活スタイルを提案

できるようなモデルとなる庁舎を望む。 

また、将来の人口の増減に伴う、職員数の増減にも対応でき

るような構造とするのが良いと考える。 

 新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、将来の変化への柔

軟な対応については、建設費負担の観点から、建設予定地の容積率を最大限に

活用することではなく、執務スペースをフレキシブルなオープンフロアとする

ことなどで対応していきます。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

13 予定地ですが、今のヨコハマはみなとみらい地区が中心とな

って（人、物）いることから、ベストな立地と思います。 

 整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シンボル性・

歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民の皆さまか

らのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁舎整備基本

構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整備し、市民の

皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、観光案内や横

浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

14 市庁舎より市政の中味が大切でしょう。私はそう思います。  新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

15 基本計画に賛成  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

16 計画に賛成  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

17 新市庁舎の移転整備については、必要なことと思いますので、

現案にもとづいて話し合いを進めていただきたく思います。

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

18 新市庁舎の基本理念の中で、⑤の将来の変化に柔軟な対応図

るという文言には、大いに期待するが、建物コンセプトにお

わらずに、より具体的なパースや図面の中で説明してほしい。

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

19 庁舎は公的機関の建物なので、設計は簡素に、芸術的である

必要はなく、四角いハコで良い。今後の少子高令化、人口減

少に備えて、職員数も削減し、建物、施設、設備も縮小でき

るよう柔軟な構造を考えてもらいたい。 

 財政負担の軽減や将来の変化への柔軟な対応を図り、長期間有効に使い続け

られる市庁舎とするため、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体する

までのライフサイクルを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めま

す。また、将来の組織変更などを見据え、変化に柔軟に対応できる執務スペー

スを整備するとともに、業務を効果的・効率的に進められる執務室及び諸室配

置とします。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

20  すてきな市庁舎にしてください。 

 

素敵な市役所を作ってください。 

特に、木材をいっぱい利用してください。 

市民ホールなどみんなが訪れる場所に木材がたくさん使われ

ているとかっこいいと思います。 

地球温暖化対策としても良いアピールになります。また、暖

かい雰囲気になると思います。 

JR の旭川駅舎のように、市民から寄付された木材の板を寄付

者の名前入りで内装仕上げに使う 

ことや、市役所と同じ時代に産まれたあかちゃんの名前の入

った板材を壁に貼り付けることも、 

市民の愛着につながると思います。市役所と一緒に育ってい

くことになるので良い思い出にな 

 整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シンボル性・

歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民の皆さまか

らのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁舎整備基本

構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整備し、市民の

皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、観光案内や横

浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 
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ると思います。 

是非ご検討をよろしくお願いします。 

    

 また、内装や外構等の木質化が可能な部分について、木材利用を図ります。

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

21 前向きに。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

22 新市庁舎建築賛成です。横浜らしい新市庁舎楽しみです。  整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シンボル性・

歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民の皆さまか

らのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁舎整備基本

構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

23 新市庁舎整備基本計画に書いてある内容を理解して、早期整

備を要望したい。 

以下の課題解決を早急に解消できる、新市庁舎整備を行うべ

きである。 

１、施設や設備の老朽化 

現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排

水など、設備全体の老朽化が進んでいます。また、高齢者や

障害者等へ配慮したバリアフリーや、ユニバーサルデザイン

などに対応した十分な施設整備がされていないことに加え、

執務スペース、会議室及び倉庫の不足といった非効率的な執

務環境を招いている状況です。 

２、執務室の分散化 

人口の増加や社会経済状況の変化に伴う業務量の拡大によ

り、執務スペースが著しく不足し、現在では、市庁舎機能が

約 20 の周辺の民間ビル・市所有施設に分散しています。これ

により、来庁者にとって分かりづらく不便であるなど市民サ

ービスの低下を招いているほか、年間 20 億円を超える賃借

料等の経費支出や業務の非効率化を引き起こしています。 

３、市民対応スペースの不足 

情報提供・市民相談・交流の場・文化芸術など様々な市民サ

ービスを提供していますが、執務室の狭あい化や分散化のた

め市民対応スペースが不足しており、市民ニーズが多様化す

る中でその要請に十分に応えられておらず、市民サービス機

能が不十分な状況です。 

４、社会状況への対応 

情報化社会の進展に伴うＩＣＴの活用や、多様化・複雑化す

る行政需要や課題に対し、柔軟に対応できる体制が求められ

ます。また、大規模地震や新型インフルエンザなどの危機の

切迫感が高まる中、防災拠点やセキュリティ対策などの危機

管理機能の強化や、省資源・省エネルギーといった低炭素社

会の実現に向け、環境と共生した市庁舎が求められています。

５、災害対策 

平成 23 年３月 11 日に起きた東日本大震災では、建物内の什

器等の転倒により、災害時優先業務の開始が遅れた部署があ

りました。災害時における拠点として、安全を確保して業務

を継続する重要性を再認識し、中長期的な震災対策の一環と

しても、地震、津波など様々な災害に即時に対応できる堅固

な建物が必要です。  

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

24 新市庁舎整備基本計画に書いてある内容を理解して、早期整

備を要望したい。 

以下の課題解決を早急に解消できる、新市庁舎整備を行うべ

きである。 

１、施設や設備の老朽化 

現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排

水など、設備全体の老朽化が進んでいます。また、高齢者や

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。
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障害者等へ配慮したバリアフリーや、ユニバーサルデザイン

などに対応した十分な施設整備がされていないことに加え、

執務スペース、会議室及び倉庫の不足といった非効率的な執

務環境を招いている状況です。 

２、執務室の分散化 

人口の増加や社会経済状況の変化に伴う業務量の拡大によ

り、執務スペースが著しく不足し、現在では、市庁舎機能が

約 20 の周辺の民間ビル・市所有施設に分散しています。これ

により、来庁者にとって分かりづらく不便であるなど市民サ

ービスの低下を招いているほか、年間 20 億円を超える賃借

料等の経費支出や業務の非効率化を引き起こしています。 

３、市民対応スペースの不足情報提供・市民相談・交流の場・

文化芸術など様々な市民サービスを提供していますが、執務

室の狭あい化や分散化のため市民対応スペースが不足してお

り、市民ニーズが多様化する中でその要請に十分に応えられ

ておらず、市民サービス機能が不十分な状況です。 

４、社会状況への対応 

情報化社会の進展に伴うＩＣＴの活用や、多様化・複雑化す

る行政需要や課題に対し、柔軟に対応できる体制が求められ

ます。また、大規模地震や新型インフルエンザなどの危機の

切迫感が高まる中、防災拠点やセキュリティ対策などの危機

管理機能の強化や、省資源・省エネルギーといった低炭素社

会の実現に向け、環境と共生した市庁舎が求められています。

５、災害対策 

平成 23 年３月 11 日に起きた東日本大震災では、建物内の什

器等の転倒により、災害時優先業務の開始が遅れた部署があ

りました。災害時における拠点として、安全を確保して業務

を継続する重要性を再認識し、中長期的な震災対策の一環と

しても、地震、津波など様々な災害に即時に対応できる堅固

な建物が必要です。  

25 新市庁舎整備基本計画に書いてある内容を理解して、早期整

備を要望したい。 

以下の課題解決を早急に解消できる、新市庁舎整備を行うべ

きである。 

１、施設や設備の老朽化 

現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排

水など、設備全体の老朽化が進んでいます。また、高齢者や

障害者等へ配慮したバリアフリーや、ユニバーサルデザイン

などに対応した十分な施設整備がされていないことに加え、

執務スペース、会議室及び倉庫の不足といった非効率的な執

務環境を招いている状況です。 

２、執務室の分散化 

人口の増加や社会経済状況の変化に伴う業務量の拡大によ

り、執務スペースが著しく不足し、現在では、市庁舎機能が

約 20 の周辺の民間ビル・市所有施設に分散しています。これ

により、来庁者にとって分かりづらく不便であるなど市民サ

ービスの低下を招いているほか、年間 20 億円を超える賃借

料等の経費支出や業務の非効率化を引き起こしています。 

３、市民対応スペースの不足情報提供・市民相談・交流の場・

文化芸術など様々な市民サービスを提供していますが、執務

室の狭あい化や分散化のため市民対応スペースが不足してお

り、市民ニーズが多様化する中でその要請に十分に応えられ

ておらず、市民サービス機能が不十分な状況です。 

４、社会状況への対応 

情報化社会の進展に伴うＩＣＴの活用や、多様化・複雑化す

る行政需要や課題に対し、柔軟に対応できる体制が求められ

ます。また、大規模地震や新型インフルエンザなどの危機の

切迫感が高まる中、防災拠点やセキュリティ対策などの危機

管理機能の強化や、省資源・省エネルギーといった低炭素社

会の実現に向け、環境と共生した市庁舎が求められています。

５、災害対策 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。
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平成 23 年３月 11 日に起きた東日本大震災では、建物内の什

器等の転倒により、災害時優先業務の開始が遅れた部署があ

りました。災害時における拠点として、安全を確保して業務

を継続する重要性を再認識し、中長期的な震災対策の一環と

しても、地震、津波など様々な災害に即時に対応できる堅固

な建物が必要です。  

26 前向きに。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

27  結論としてはご提案の内容は白紙撤回する。その勇気を持

つことこそ今求められていることである。どこかの首相は、

丁寧に説明することこそ肝要だと表して、そのための広告費

用を湯水の様に浪費しているが、これは本末転倒で、むしろ、

撤回する勇気を持って、白紙から市民の要求にあった方向を

提案すべきだと思う。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 平成 24 年度から 25 年度にかけて、議会において「新市庁舎に関する調査特

別委員会」が設置され、検討いただいた結果を踏まえて、25 年３月に「新市庁

舎整備基本構想」を 26 年３月に「新市庁舎整備基本計画」を策定したものです。

28 事前評価調書は妥当なものです。この方向で推進して下さい。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

29 前向きに。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

30 事業内容 

①的確な情報や行政サービスを提供し、豊かな市民力を活か

す開かれた市庁舎 解決策⇒現庁舎で出来る範囲で行って下

さい。財政逼迫の横浜市民は、我慢せざるを得ません。借入

金が増えるよりましです。 

②市民に永く愛され、国際都市横浜にふさわしい、ホスピタ

リティあふれる市庁舎 解決策⇒現庁舎で出来る範囲で行っ

て下さい。財政逼迫の横浜市民は、我慢せざるを得ません。

借入金が増えるよりましです。 

③様々な危機に対応できる、危機管理の中心的な役割を果た

す市庁舎 解決策⇒現庁舎で出来る範囲で行って下さい。財

政逼迫の横浜市民は、我慢せざるを得ません。借入金が増え

るよりましです。 

④環境に最大限配慮した低炭素型の市庁舎 解決策⇒現庁舎

で出来る範囲で行って下さい。借入金が増えるよりましです。

⑤財政負担の軽減や将来の変化への柔軟な対応を図り、長期

間有効に使い続けられる市庁舎 解決策⇒逼迫した横浜市の

財政実態、不動産市場および今後膨大な費用が必要になるイ

ンフラ補修、少子高齢化対策等を考慮していない従来通りの

無責任借入金＊案です。当方が第２ステップで示す「新たな

借金をしない新庁舎整備」を実行してください。 

①現市庁舎では、情報提供・市民相談・交流の場・文化芸術など様々な市民サ

ービスを提供していますが、執務室の狭あい化や分散化のため市民対応スペー

スが不足しており、市民ニーズが多様化する中でその要請に十分に応えられて

おらず、市民サービス機能が不十分な状況です。 

 新市庁舎は、豊かな市民力を生かす開かれた市庁舎とするため、「市政と行

政の相互信頼」を一層高め、市民の皆さまに的確な情報や行政サービスを提供

できるよう、情報提供・相談・案内機能を充実します。 

②新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

③現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

④新市庁舎整備の基本理念の柱の一つに「環境に最大限配慮した低炭素型の市

庁舎」を掲げており、先進的な環境設備・機能導入によるエネルギーコストの

削減と環境負荷の低減や、自然エネルギー・再生可能エネルギー資源の有効活

用と緑化推進を図ることとしています。 

 具体的には、 

・CASBEE 横浜による環境性能総合評価 S クラスの建物とすること 

・空調負荷の低減を図るとともに、地域冷暖房の導入等 

・省電力型照明（LED 照明等）の採用とあわせ、窓面の自然採光を利用し、昼

間照明電力の低減を図ること 

・効率的なエネルギー利用の図れるビルエネルギー管理システムの導入 

・太陽光発電や自然換気システムなどの導入 

・内装や外構等の木質化が可能な部分について、木材利用を図ること 

・自動・自閉水栓、節水型便器などの導入とあわせ、雨水・中水の利用 

などの検討を行います。 

 検討にあたっては、民間の事例なども参考にしながら、積極的に先進的な事

例を取り入れつつ、イニシャルコストとランニングコストもしっかりと見極め

て、環境未来都市にふさわしい市庁舎を実現します。 

⑤ 「新市庁舎整備基本計画」でお示ししている収支シミュレーションは、「新
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市庁舎整備基本構想」の考え方を踏襲しています。 

 横浜市では、現在、約 20 か所の民間ビルなどに執務室が分散し、年間 20 億

円を超える民間ビル賃借料の負担が長年の懸案となっています。これは、他都

市と大きく異なる事情です。 

 このため、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常的に支出し続けなければ

ならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理費等）を収入とみなして、

「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負担が増えるか」という観点

で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

31 評価調書を拝読し、新ためて新市庁舎整備の必要性を再認識

致しました。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

32 前略 日頃市には生活の面で多々お世話になっています。 

横浜市組織の地域的分散を解消し事務効率を高め、恐らくス

ペース賃料を稼ぎ歳入増に貢献させる目的から市庁舎ビルの

建築を計画されるものと拝察します。 

一方で、国も地方も財政状況は大変苦しく、最近の調べでは

２０６０年度債務残高は８１５７兆円に達するとか。４日付

新聞では老人から若者へ予算の傾斜配分を強めるとのこと。

現在の若手納税者が退職する頃は、老人は放置されるという

見通しを若手はどう思うのか？どういう国家になるのか。少

なくとも老人は益々生き難くなります。要するに、国も地方

も財源確保が赤字解消含めて日本は大変な時代に入ったもの

と理解できます。 

そんな環境下新庁舎建設は時宜を得たものか否か？賛成致し

兼ねます。林市長の下、横浜市では保育園待機児童はゼロに

されるなどのご努力・成果は市民の誇りです。問題は政策で

あり、入れ物ではない。徹底した業務分析から人員を抑え、

ＩＴ のフル活用で情報連絡の改善を図る、などへの一層の

投資には賛成ですが、業務改革前の新市庁舎建設は疑問です。

横浜市民は恵まれて居る方だと思いますが、可処分所得が減

る一方の我々としては、これ以上の負担はご勘弁願いたいこ

とも事実。改善へ向けて市民挙げての理解と一致協力が肝要

と存じます。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 新市庁舎整備にかかる市債発行による実質公債費比率（財政健全化の指標で、

財政規模に対する１年間で支払った借入金返済額などの割合）への影響は、平

均で 0.3 ポイントとなります。（「地方公共団体の財政の健全化に関する法律

における実質公債費比率の早期健全化基準：25％、横浜市の 24 年度決算におけ

る実質公債費比率：15.4％） 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

33 開港の街、横浜とみなとみらいエリアにふさわしい先進的か

つ機能的な市庁舎を期待します。 

大規模な計画ゆえ、ご担当の職員の方のご苦労がしのばれま

す。市民生活の質が向上されるものと信じております。 

 整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シンボル性・

歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民の皆さまか

らのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁舎整備基本

構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整備し、市民の

皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、観光案内や横

浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 
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 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

34 前向きに。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

35 現在の状況で市民としては困っていない。今のままで良い。  新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。  

36 機能別整備方針 

１）執務室スペースは歩行可能、障害者対応等を考慮されて

いません、図面では健常者対応になり不十分です。このよう

な長い事務室では職員の移動が多くなり、コピー機や更衣

室・給湯室等を分散して配置する必要があります。休養室は

性別に必要であり仮眠などの使用可能とすべきです。またユ

ニバーサルデザインは決して上手くいきません。横断的職員

連携スペースが中央のみでは機能的に劣ります。 

２）議会は明るく親しみのある雰囲気を重視して構成や建築

されるべきです、特に本会議場での議員席と傍聴席はある程

度一体感をもつべきです。 

３）アトリウムの空調は独自に検討し設備すること。 

４）危機管理機能と建物全体の構造強化に問題があるのでは

ないか。危機管理センターと消防本部との連携が記載されて

いない。 

 現在の執務室では、すれ違いが困難、車椅子・台車などが通れない動線、バ

リアフリー非対応などの課題を抱えており、新市庁舎ではそれらの課題を解決

していきたいと考えています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 また、災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）は、新市庁舎内に

整備するものの、大規模災害発生時のリスクを分散させる観点から、実際に現

場で救援活動・救助活動を行う消防局（保土ケ谷区）については、新市庁舎に

集約しません。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

37 かっこ良い建物はいらない。 

 ㋐おもてなしの空間はいらない 

 ㋑開かれた議会の実現等望ましいが、高のぞみはいらない。

市民の感心感を高めるべきだ。 

早急に実現しよう！ 

 誰にでもやさしくわかりやすいユニバーサルデザインを採用することなどで

おもてなしの場を実現していきたいと考えています。 

 また、効率的な議会活動が行われるよう検討してまいります。 

38 人口３７０万人は静岡県とほぼ同じ数字である。現庁舎が出

来た１９５９年当時（１５０万弱）と同じ考え方は通用しな

い。つまり、全く新しいと云っていい行政のやり方を革新す

る必要があり、それを織り込めていない新庁舎計画は絵に描

いた餅である。残念ながら、新庁舎の整備基本方針からは、

それが全く読みとれない。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

39 【それでも建設する際の要望】 

整備基本方針でもある「的確な情報や行政サービスを提供し、

豊かな市民力を活かす開かれた市庁舎（１）市民への情報提

供・相談・案内機能等の充実（２）市民協働・交流空間の整

備（３）開かれた議会の実現」を新市庁舎建設前のたった今

から始めてください。（計画から新市庁舎完成までのプロセ

スをオープンにし、開かれた議会の実現を今から始めてくだ

さいということです。） 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

40 庁舎の新築には全く異論はない。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

41 横浜らしさの表現にも賛成。横浜が好きだ。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

42 "おもてなしの物造り"は気張り過ぎ。ムダを懸念する。  誰にでもやさしくわかりやすいユニバーサルデザインを採用することなどで

おもてなしの場を実現していきたいと考えています。 

43 ５０年前のＴＹＯ五輪時の建造物は総じて粗悪材、手抜き工

事。震災でそれが露呈した。次のＴＹＯ五輪準備と工期を同

じくするが"市庁舎は安全だった"のレベルで完成願いたい。

頑張って未来を造り出して下さい。 

 様々な危機に対処できる、危機管理の中心的役割を果たす市庁舎とするため、

地震・津波・液状化をはじめ様々な危機への対応を想定して、高い耐震性と安

全性を確保した堅固な建物にするとともに、市民生活の安全・安心を守り、危

機が発生した際には、横浜市の対策本部として、情報の収集・集約、対策の立

案を的確に行うことができるよう危機管理関係諸室を整備します。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

44 給湯設備を整えてほしい。冬でもお湯が出ず、辛かった。お

そらく職員の方だと思うが、冷たい水で客用のコップをいく

つも洗っていて、ふびんだった。節電は理解するが、冬にお

湯くらい出してあげてもいいのではないか。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

45 エレベーターは全て地下までいくようにしてほしい。  エレベーターについては、費用対効果などを踏まえ検討していきます。 

46 新しい市庁舎をたてるのをがんばってください。  いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

47 現在、このような立て物が必要な事でしょうか。本当に必要

ないと市民としては思います。よく考えて事を始めて下さい。

林市長よろしく！ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。  
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48 市庁舎建て替え反対です。赤字財政で何ぜ建るのでしょうか。

老朽化と言う事ですが、たった５０年です。ヨーロッパの建

築物は何百年も経っています。賃借料軽減の努力、仕事の効

率を高める工夫等なさっているのでしょうか。友人がパート

で市の仕事をしていますが、まったく仕事をしていない方も

いらっしゃると聞きます。建てる都合良い資料ばかりに思わ

れます。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。  

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

49 本庁など立て直す必要はまったくありません。あいつら、仕

事していないのですから、バラック小屋で充分です。それよ

り、区役所や行政サービス窓口など、市民が直接恩恵を受け

るところにお金を使うべきです。 

まあ、お役人に誰のお金で、飯が食べれるのかわかっていな

い連中の処分が必要ですが・・・ 

必要性、費用対効果など市民が納得できる説明もなく、勝手

に自分勝手なシナリオを書く、詐欺師同然の行為！！国語な

お上手なバカ役人。少し算数勉強したら！！ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

50 市役所の整備については行政で十分な検討が行われた上での

判断でしょうから、出来るだけ合理的な庁舎として欲しいと

思います。 

 財政負担の軽減や将来の変化への柔軟な対応を図り、長期間有効に使い続け

られる市庁舎とするため、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体する

までのライフサイクルを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めま

す。また、将来の組織変更などを見据え、変化に柔軟に対応できる執務スペー

スを整備するとともに、業務を効果的・効率的に進められる執務室及び諸室配

置とします。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

51 いつもお世話になっております。 

新市庁舎整備についてですが、御意見を申し上げます。 

セキュリティについてですが、市民をはじめ皆さんの大切な

個人情報を扱っていることから、厳重にしてほしいと考えま

す。 

とりわけ、時間外出入口については、職員証の目視確認では

なく、中央省庁に設置されているセキュリティゲートを参考

にするなど、職員を装う者が入らないよう対策をしてくださ

い。 

 新市庁舎は、個人情報保護及び行政文書の管理の徹底や防犯上の観点から、

セキュリティに配慮した建物とします。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

52 今回の計画は、確定できないところとか検討が進んでいない

ところを外して、市庁舎そのものだけに絞ったという印象で

す。 

あとは、同じことが何回も何回も書いてあって、読みにくか

ったです。 

賃貸目的の余剰床を原則として整備しないとしたところは、

評価できると思います。ただし、昨年の意見募集時に比較用

に費用を出しています。前回までにやっておくべきではなか

ったでしょうか。しかも、この変更理由がひどいです。該当

地区でのオフィス需要の調査がされていなかったというもの

ですが、現状を見れば素人でも予測できるようなレベルでし

た。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後、新市庁舎整備に関する情報

提供を行う際の参考とさせていただきます。 

53  憩スペース  

 函館をモデルにした吹き抜けスペースは不要  

 観光地として進化する横浜。市役所は市役所としてだけ機

能すればいい。  

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、建築物等の整備の方針として、アトリウム（人が集う屋根付きの広場空

間）を整備することとされており、この方針に沿って整備を進めます。 

54 白紙に戻して再検討  新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。  

55 新市庁舎の整備が必要です。 

今世界は大きな転換期にあると思います。東西冷戦という対

立構造が解消された後、安定した協調関係に入ったかに見え

ましたが、新興国の経済的成長や地球環境・エネルギー問題

が従来の関係性を越えた複雑な政治問題として流動化してい

ます。日本もそういう中で役割を果たしていくことが求めら

れています。日本は地政学的にみて海洋国家であり、歴史的

にもその立場で存在してきました。今こそこの視点（公海の

自由、海の国際法やルール、自由で開かれた海洋秩序）重視

し、法の支配という普遍的な価値観と国際的なコンプライア

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 
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ンスを守りながら資源の開発や利用を進めていくという平和

的な解決の方向をリードできる国です。その海洋国家日本を

歴史的にも代表してきた横浜市は、世界・日本の転換期をと

もに担うことを表現していくべきと考えます。新市庁舎は立

地、ハード、機能等の面でこういったものとして整備される

ことが必要だと思います。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

56  

現庁舎も建設直後から手狭になったように行政の業務は常に

手狭になる傾向がある。本庁舎建替えの事業目的を業務の非

効率化とするのは不適切である。行政の業務の効率化は本庁

舎建替えとは別問題として、常に取組まなければならない。

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

57 結論 

 新庁舎整備事業に反対します。 

理由：事前評価調書に記載されている「事業目的、内容、必

要性、効果および環境への配慮」の何れもが逼迫した横浜市

の財政実態、不動産市場および今後膨大な費用が必要になる

インフラ補修、少子高齢化対策を考慮していない従来通りの

無責任借入金*案であるため。 

＊具体例 

（ア）横浜市本体に公社及び市出資法人加えた借入金：約５

兆円（平成２４年度） 

（イ）横浜市土地開発公社が抱えた土地の含み損：約７０８

億円（平成２４年度） 

（ウ）横浜開港１５０周年記念博覧会の赤字：２５億円 

（エ）横浜市社会福祉協議会への補助金支出不適切：約１１

億円（平成２４年度）等々 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

58 時間的余裕と政治的問題が解決できれば、県庁と合築もあり

かと思いますが、無理なら仕方ありません。・・確か県庁も

耐震補強プラス分庁舎の新築を予算にあげていたので、話が

合えば・・・なのですが 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えていますので、新市庁舎整備基本計画の方向

性に沿って検討を進めてまいります。 

59 市はもっとこの件を広報し、市民全体にアンケートを実施す

べきだと思います。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 今回の市民意見募集にあたっても広報よこはま４月号で計画内容を説明いた

しましたが、今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得ら

れるよう事業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

60 殆どの市民は市庁舎の計画を知っていませんのでこれを機会

に住民投票の是非を問うなどしてもっと広く市民の意見を聞

いたほうが良いのではないでしょうか？ 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 今回の市民意見募集にあたっても広報よこはま４月号で計画内容を説明いた

しましたが、今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得ら

れるよう事業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

61 これまでの経緯をみると市民目線で民主的に計画されてきた

とはとても思えないやり方です。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平



13 

 

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今回の市民意見募集にあたっても広報よこはま４月号で計画内容を説明いた

しましたが、今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得ら

れるよう事業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

62 ６３０億円もの血税を使って、新市庁舎を建てるという根拠

はどこにあるのでしょう。６３０億円という金額を考えると、

もっと多くの市民にその理由を示し広報すべきです。そうい

う計画があるということを知らない市民が多すぎます。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 今回の市民意見募集にあたっても広報よこはま４月号で計画内容を説明いた

しましたが、今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得ら

れるよう事業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

63 新庁舎建設の根拠と必要性を市民が広く知るような対策をま

ず進めるべきです。市民の賛同がまず必要です。地域の意思

を尊重してこそ、地方自治ということを忘れてはなりません。

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今回の市民意見募集にあたっても広報よこはま４月号で計画内容を説明いた

しましたが、今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得ら

れるよう事業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

64  こうした意見を最初から聞く耳持たないのなら「やった」

というアリバイのための意見徴収はしないでほしい。きく気

があるのなら、事実を道理に基づいての意見に真摯に受け止

めて、検討するという姿勢の元に進めて欲しい。反対の為の

反対意見はすべて無視という姿勢で受け止めるつもりならや

めてもらいたい。とにかく矛盾いっぱいの計画案には反対で

ある。再提案を望む。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

65 新市庁舎の整備に関して、都筑区の住民としては、説明を聞

く機会が少なかった。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24
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年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

66 横浜市は大正時代の父も在住し、開かれた街として私も大好

きな街です。市の発展を心より祈ります。 

この度の新庁舎の移転について計画の発表を市民の共有とな

るまで理解を深める努力をして頂きたい。 

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

67  今後の検討にあたって 

１）新市庁舎建設は市民意見でも「良くわからない、知らな

い」との答えが多く、学識経験者や評価委員から意見等があ

っても市民は知らないことが多くあります。 

２）財政難を打ち出しているのに、市庁舎に建設費をかける

のに市民理解がえられるとは思いません。 

３）市民意見募集の後対応をキチンとしてください。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

68 新市庁舎建設はただただ無駄というのが私の意見である。 

新聞報道によると市の担当者はいままでに建設反対が多くよ

せられていることに「移転に向け、丁寧に説明していきたい」

（毎日新聞、１４．５．１０横浜版）とのことだ。もう建設

ありき、なのですね。では何の為に"意見"をきくのか。一応、

話はたまわりました、と民主主義の儀式にすぎないのか。権

力者は常に壮大な建築物をたてたがるそうだ。 

権力者の勢力欲と群がる建築業者云々―まあ、こんな事を書

いても、何でも反対屋か、あるいは市民運動をやっているウ

ルサイ連中の１人としてしか、あなたがたには写らないのだ

ろうが。－ 

しかし、無駄使いに一言ぐらい、発言したい、と思い意見表

明をしてみました。ちょっとは市民の声もきいて下さい。ま

あ、ムリか。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

69 莫大な費用が掛る新庁舎建設は、市民の声を十分論議が必要

と思います。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

70 「基本計画」そのものの概要が全く知らされていない中での

進行は反対です。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今回の市民意見募集にあたっても広報よこはま４月号で計画内容を説明いた

しましたが、今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得ら

れるよう事業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

71 横浜市の市庁舎整備事業の進め方は拙速にすぎます。横浜市

が２０１２年１２月に行った「新市庁舎整備基本構想（案）」

に対する市民アンケートでは、北仲通南地区での整備案、港

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 
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町地区での整備案が示されましたが、どちらに対する賛成意

見よりも、新市庁舎整備をすることに反対・否定的な意見が、

最も多いという結果でした。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

72 市庁舎建設に対して意見を求める方策として、中間的な位置

付の■を 

 行政側⇔■⇔市民 

 

☆《コーディネータ―》を配置して欲しい。  

 "横浜のまちづくり"の仕方について、現代の流れを重要視

して過去の実績にとらわれない、市民も民間も行政も一体と

なったまちづくりな取り組み方に、この機会に変化して欲し

い。 

これら、従来型の計画の進め方は、とても問題あり、今回の

意見募集の仕方は大いに反対である。時間がなく説明不足で

ある。 

  

 今回の意見募集は、横浜市公共事業評価制度に基づき行ったものですが、い

ただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

73 新市庁舎整備事業に対する私の意見は、昨年 12 月から 1 月に

かけて実施された基本構想案に寄せられた多くの反対意見と

同じであることをまず先に述べておきます。 

次に事業に関する私見以上に、横浜市の市政のあり方に関す

る重大な指摘をさせて頂きます。横浜市は、本件に限らず市

民に意見を求める目的は何でしょうか？単に意見を求めてそ

の結果を公表したという既成事実のみを目的にしていません

か。つまりアリバイ作りのためでは？本来の目的は、広く求

めたその意見を実際に事業に反映させることにあるのではな

いのですか。私には複数の過去の経験から意見が誠実に反映

された実感が全くありません。その例の一つをここにあげて

おきます。 

平成 13 年に横浜市は、廃棄物処理基本計画の策定に先立ち、

パブリックコメントは実施しませんでしたが、一般廃棄物処

理計画の改定に向けた基本的な考え方について、「横浜市廃

棄物減量化・資源化等推進審議会」がアンケートを実施しま

した。無作為に抽出した 16 歳以上の男女 5000 人と 3000 事業

所が対象で、回収率はどちらも約 50％でした。本件同様、審

議会の答申には全意見が掲載され横浜市民のごみに対する高

い見識がうかがえました。審議会答申には、焼却場や最終処

分場を建設する場合は初期の段階から住民に十分情報を提供

し、必要性や安全性について十分に話合って決めるようにと

明記されました。しかし実際に最終処分場を建設する際には、

住民に対して形式的な環境アセスが実施されただけ。議会や

審議会においてすら十分な説明はされませんでした。 

事業は着実に実施され現在も進行中です。 

形ばかりととのえても内実が伴わない市政運営は、市民の不

信感ばかりが増幅され、結果として市民の協力は得られない

のではないでしょうか。 

猛省を期待いたします。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。  

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

74  一貫して市民不在 

 ・中田前市長による最初の土地契約の不透明さは解消され

ていない 

 ・林現市長による基本構想への市民意見無視 

 ・事業推進中の市民意見反映の仕組みが全くない 

  

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、



16 

 

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

 なお、新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審

議会」から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、

「みなとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19

年に公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決

を経て北仲通南地区の土地を取得しました。 

75 新市庁舎整備事業の白紙撤回を求めます。理由の第 1 点はま

ず、横浜市民がこの事業に対しての認知度が低く市としては

もっと広く告知等すべきだと思います。横浜市の広報誌に事

業の詳細が掲載されていた記憶はありません。また、先日金

曜日にパブリックミーティングが市民有志で実施されました

が本来は市が主催して実施すべきではないでしょうか？その

ような市の姿勢には疑問です。              

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 今回の市民意見募集にあたっても広報よこはま４月号で計画内容を説明いた

しましたが、今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得ら

れるよう事業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

76 広報が少なかったので、市民は知らない人が多い。今後、も

っと時間をかけて、議論をして、多くの市民の意見を聞いて

決めるべきだと思います。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 今回の市民意見募集にあたっても広報よこはま４月号で計画内容を説明いた

しましたが、今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得ら

れるよう事業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

77 市民の利用しやすい庁舎になる様に、よーく計画を市民に説

明して下さい。もっと意見も聞いて下さい。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今回の市民意見募集にあたっても広報よこはま４月号で計画内容を説明いた

しましたが、今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得ら

れるよう事業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

78 新市庁舎を整備するにあたって、市民意見募集はただの手続

きとして行っているように思う。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

79 近年急に新市庁舎の検討が進められてきましたが、議会でも

推進派のペースで推し進められ、十分な議論がされたとは思

えません。「市長への提案」でもこれまで多数の反対意見や

疑問が提出されているのに、形式的な回答ばかりで真摯に応

える姿勢が全く見られません。きちんとした検討が行われて

いないという理由で現計画に反対します。 

 新市庁舎の整備は、平成３年に学識経験者や市会議員、市民の皆さまを含む

各界の代表者などで構成された「横浜市市庁舎整備審議会」を設置してから、

これまで 20 年以上にわたり検討を続けてまいりました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平
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成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

事業概要-事業内容-【建物配置・空間構成の考え方】（37 件） 

80 特色ある環境配慮 

 ①市庁舎を利用する業務・仕事の人 

 ②市庁舎本体 

 ③市民・大衆 

①、②、③が緊密につながっている空間表現がなされる事 

 新市庁舎整備の基本理念の柱の一つに「環境に最大限配慮した低炭素型の市

庁舎」を掲げており、先進的な環境設備・機能導入によるエネルギーコストの

削減と環境負荷の低減や、自然エネルギー・再生可能エネルギー資源の有効活

用と緑化推進を図ることとしています。 

財政負担の軽減や将来の変化への柔軟な対応を図り、長期間有効に使い続けら

れる市庁舎とするため、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するま

でのライフサイクルを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めます。

また、将来の組織変更などを見据え、変化に柔軟に対応できる執務スペースを

整備するとともに、業務を効果的・効率的に進められる執務室及び諸室配置と

します。 

81 ほぼ理想型に近いものと思います。 

将来的に地下街等で交通アクセスへの複数路線接続や地下街

商店、飲食店の集客効果の高い店舗誘致もされたら魅力も高

まると思います。 

 新市庁舎は、最寄駅である馬車道駅との接続や桜木町駅との連絡を強化する

とともに、みなとみらい 21 地区や関内・関外地区とのアクセス性を確保し、利

便性や回遊性の向上を目指します。さらに、北仲通北地区と南地区の連絡性が

高まるネットワーク整備の検討を行います。 

 また、賑わいを創出する商業施設を大岡川プロムナード沿いの低層部に配置

するとともに、ビル就業者や駅の利用者に配置した店舗等を地階の駅連絡通路

沿いに配置することとなっています。 

 具体的には、どのような店舗を配置するかは、都心部にふさわしく、街のに

ぎわい形成に資する店舗を配置することになりますが、いただいたご意見も参

考に今後検討していきます。 

82 全世界共通のビル建築が数多く、出来上がり時は、容姿に真

新しさを感じても、少し経つと「ビル」のくくりでまとまる

建築物になってしまう。日本建築の様式を取り入れ趣があり、

来庁者が地域の独自性を味わえる物を望みます。イメージ図

はとてもありきたり。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

83 地域全体が大きな商業地域となっており、あえて市庁舎に商

業施設を入れる必要は無いと考えます。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、土地利用の基本方針として、「業務施設を中心に、都心部にふさわしい

機能を導入するとともに、街のにぎわいを形成するために商業施設等の立地を

図る。」こととされており、この方針に沿って整備を進めます。 

84 建設に強く賛成します。 

命にかかわる福祉関係にお金を使うことはとても大事なこと

だとは思いますが、はたしてそれでこの横浜が豊かな発展を

遂げることができるでしょうか？ 

やはり何かのきっかけが必要であり、それが、新しい市庁舎

の建設であり、そして市中心部からの経済発展や文化の交流

が期待できるものと考えます。 

新市庁舎、楽しみにしています。 

 新市庁舎整備予定地を含む関内・関外地区は、横浜の成長力となり、時代の

変革をリードする都心部として、各地区と連携・役割分担をしながら、横浜都

心部全体の活性化に資するまちづくりを展開する地区と位置付けられていま

す。 

85 みなとみらい線だけでなく、桜木町駅（JR、地下鉄）からの

歩行者動線にも充分配慮してください（歩行者デッキの新設

など） 

 歩行者ネットワークの考え方については、地上、地下、デッキレベルにおけ

る多様な歩行者動線を確保し、来街者にとって安全で魅力ある歩行者ネットワ

ークの形成を図ります。 

 また、最寄駅である馬車道駅との接続や桜木町駅との連絡を強化するととも

に、みなとみらい 21 地区や関内・関外地区とのアクセス性を確保し、利便性や

回遊性の向上を目指します。さらに、北仲通北地区と南地区の連絡性が高まる

ネットワーク整備の検討を行います。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

86 各業務を新市庁舎に１本化する事によって行政業務が簡素化

され市民も利便性が良くなり、人の集来率が大きくなり、そ

れによって周辺の企業及び中小企業、特に物販飲食業が活性

化される。又、北仲通りの道線を桜木町駅関内近辺の整備に

より、より利便性が良くなり、東京方面からの人を呼び寄せ

る利点も出て来ます。それには是非北仲通り駅⇔桜木町駅に

動く歩道を設置し、高齢者も新市庁舎に足を運ぶ事と思いま

す。それが、関内、馬車道、野毛、みなとみらいの活性化へ

の一番のポイントだと思います。一考をお願い致します。 

 歩行者ネットワークの考え方については、地上、地下、デッキレベルにおけ

る多様な歩行者動線を確保し、来街者にとって安全で魅力ある歩行者ネットワ

ークの形成を図ります。 

 また、最寄駅である馬車道駅との接続や桜木町駅との連絡を強化するととも

に、みなとみらい 21 地区や関内・関外地区とのアクセス性を確保し、利便性や

回遊性の向上を目指します。さらに、北仲通北地区と南地区の連絡性が高まる

ネットワーク整備の検討を行います。 
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87 大岡川水路が近くある、これを利用しないてはないと思いま

す。災害時や陸上交通の渋滞等を考えて港横浜（水の横浜都

市とてみてはどうでしょうか。 

 大岡川沿いには、水際線プロムナードの一環として水辺の憩い空間を整備し

ます。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

88 交通の便も、ＪＲ、京急、地下鉄、バスを利用でき交通の便

は良い。新庁舎の建設で、関内、関外の街づくりを始め近辺

地域の活性が期待出来る。 

構想の中で新庁舎→桜木町駅へのエレベーターの設置、又近

くにある高架歩道橋を庁舎前迄伸ばして欲しいと考えていま

す。 

新庁舎建設ですばらしい横浜市の行政が出来る様期待してい

ます。 

 歩行者ネットワークの考え方については、地上、地下、デッキレベルにおけ

る多様な歩行者動線を確保し、来街者にとって安全で魅力ある歩行者ネットワ

ークの形成を図ります。 

 また、最寄駅である馬車道駅との接続や桜木町駅との連絡を強化するととも

に、みなとみらい 21 地区や関内・関外地区とのアクセス性を確保し、利便性や

回遊性の向上を目指します。さらに、北仲通北地区と南地区の連絡性が高まる

ネットワーク整備の検討を行います。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

89 財政難の時に、出来れば新庁舎は作って欲しくないが、地盤

液状化リスク、などの問題が大丈夫なのであれば以下の条件

をつけて賛成しても良いのかもしれない。 

桜木町の駅から雨に濡れずに行かれる歩道（屋根付）で、で

きれば動く歩道にし、老人や障害者が行きやすいように。 

 歩行者ネットワークの考え方については、地上、地下、デッキレベルにおけ

る多様な歩行者動線を確保し、来街者にとって安全で魅力ある歩行者ネットワ

ークの形成を図ります。 

 また、最寄駅である馬車道駅との接続や桜木町駅との連絡を強化するととも

に、みなとみらい 21 地区や関内・関外地区とのアクセス性を確保し、利便性や

回遊性の向上を目指します。さらに、北仲通北地区と南地区の連絡性が高まる

ネットワーク整備の検討を行います。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

90 ５０年後は、ＭＭ地区も含め、陳腐化、老朽化、無用化のビ

ルの林立を憂う。超高層ビルと都市機能、人口等の関連を見

据えて設計を。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、土地利用の基本方針として、「業務施設を中心に、都心部にふさわしい

機能を導入するとともに、街のにぎわいを形成するために商業施設等の立地を

図る。」こととされており、この方針に沿って整備を進めます。 

91 神奈川県の施設（大岡川夢ロード）と隣接しているが、『水

辺の憩い空間の整備』は、神奈川県と連携した施設として欲

しい。 

                            

⇓ 

横浜都心部の水辺環境の改善策を新庁舎建設と合わせて、具

体的に市民へ提示して欲しい。 

                            

⇓ 

横浜港インナーハーバーの時代変化と合わせた活用策⇒市民

により解放された水辺空間の利用として横浜市のイメージを

明示して欲しい。        

 大岡川沿いには、水際線プロムナードの一環として水辺の憩い空間を整備し

ます。整備にあたっては、関係機関と調整して検討を進めていくことになりま

す。 

92 新市庁舎は馬車道駅・桜木町駅からのアクセスを想定されて

いるようですが、桜木町駅からのアクセスについては桜木町

駅入口信号横にある橋の周辺にアップダウンがあり、高齢者

や障害者には負担が大きいと思います。桜木町駅からフラッ

トにアクセスできる歩道橋を整備する等、信号や階段・坂道

による負担をかけずにアクセスできるよう配慮してくださ

い。併せて、市営バスの運行経路やバス停位置についても、

現行の市庁前バス停を経由している系統については新市庁舎

にアクセスしやすくなるよう変更してください。 

 歩行者ネットワークの考え方については、地上、地下、デッキレベルにおけ

る多様な歩行者動線を確保し、来街者にとって安全で魅力ある歩行者ネットワ

ークの形成を図ります。 

 また、最寄駅である馬車道駅との接続や桜木町駅との連絡を強化するととも

に、みなとみらい 21 地区や関内・関外地区とのアクセス性を確保し、利便性や

回遊性の向上を目指します。さらに、北仲通北地区と南地区の連絡性が高まる

ネットワーク整備の検討を行います。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

93 横浜市総務局管理課 

庁舎計画等ご担当者様 

 

平素は、横浜市様には大変お世話になっております。 

新市庁舎整備に関する意見募集に関し、僭越ながら下記のと

おり意見を提出させて頂きます。 

 

１、北仲通北地区との動線確保 

市庁舎整備とほぼ同じタイミングでの整備が想定される北仲

通北地区との間に、デッキレベルと水際線プロムナードレベ

ルでの動線を確保することで、歩行者ネットワークの充実が

可能となる 

－１、栄本町線により南北に分断されている北仲通地区の一

体性が確保される 

－２、震災・津波災害への対応のため、「津波避難施設」と

なる新市庁舎との間で浸水想定高さ以上での避難動線が確保

可能となる 

 歩行者ネットワークの考え方については、地上、地下、デッキレベルにおけ

る多様な歩行者動線を確保し、来街者にとって安全で魅力ある歩行者ネットワ

ークの形成を図ります。 

 また、最寄駅である馬車道駅との接続や桜木町駅との連絡を強化するととも

に、みなとみらい 21 地区や関内・関外地区とのアクセス性を確保し、利便性や

回遊性の向上を目指します。さらに、北仲通北地区と南地区の連絡性が高まる

ネットワーク整備の検討を行います。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。
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－３、新市庁舎の大岡川に面する水辺の憩い空間と北仲通北

地区で整備されるプロムナードを、栄本町線の下を通して繋

げることにより、北仲通地区南北の歩行者ネットワークが充

実する 

94 今回の提案は白紙撤回されることを求めます。 

 この関内地区はこの 10 年近くでビル風による突風が吹く

回数が急増しており、それによる被害も増えています。 

 提案されている新庁舎は、予想される地震や津波への対策

は万全ということですが、むしろ高層ビルがさらに増えるこ

とで「日常」の関内地区の状況が一層悪くなることについて

は考慮されないのでしょうか？現在の山下町～桜木町の高層

ビルの環境アセスメントをすべてやり直してからにしてくだ

さい。 

 ビル風の影響については、今後、設計段階で確認し適切に対応してまいりま

す。 

95 ・横浜市の新市庁舎整備（案）に基本的に賛成します。  

  

・課題である関内地区活性化との関連では、極力関内側に開

かれた市庁舎とすべきと考えますが、本敷地は栄本町線、本

町線、大岡川に囲まれ地上でのアクセスに難がある場所とな

っているので、みなとみらい線馬車道駅を介して、地下での

動線確保に最大限の配慮をすべきと考えます。  

  

・MM 線馬車道駅自体が関内の歴史を踏まえたデザインで大空

間が確保されているため、新市庁舎との接続は、狭い通路を

介するのではなく、駅空間と一体化した正面玄関としての性

格を持たせ、かつ、スムーズで分かり易い縦動線を備えるべ

きと考えます。  

  

・これにより関内地区と一体となった新市庁舎整備が実現す

ることを期待します。  

 歩行者ネットワークの考え方については、地上、地下、デッキレベルにおけ

る多様な歩行者動線を確保し、来街者にとって安全で魅力ある歩行者ネットワ

ークの形成を図ります。 

 また、最寄駅である馬車道駅との接続や桜木町駅との連絡を強化するととも

に、みなとみらい 21 地区や関内・関外地区とのアクセス性を確保し、利便性や

回遊性の向上を目指します。さらに、北仲通北地区と南地区の連絡性が高まる

ネットワーク整備の検討を行います。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

96 新市庁舎整備事業に賛成です。 

新市庁舎の馬車道駅や桜木町駅からのアクセス向上を望みま

す。 

地上、地下どちらからでも安全で分かりやすいアクセスルー

トを確保することで、市民や来街者がみなとみらい２１地区

や関内地区を回遊できると良い。特に最寄り駅となる馬車道

駅とは、駅と一体化して、新市庁舎の正面玄関口としてふさ

わしい快適な空間を整備してほしい。 

 歩行者ネットワークの考え方については、地上、地下、デッキレベルにおけ

る多様な歩行者動線を確保し、来街者にとって安全で魅力ある歩行者ネットワ

ークの形成を図ります。 

 また、最寄駅である馬車道駅との接続や桜木町駅との連絡を強化するととも

に、みなとみらい 21 地区や関内・関外地区とのアクセス性を確保し、利便性や

回遊性の向上を目指します。さらに、北仲通北地区と南地区の連絡性が高まる

ネットワーク整備の検討を行います。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

97  超高層ビルで建設する予定と聞いていますが大丈夫です

か？先の 3.11 では、大阪の超高層ビルが長周期震動に反応し

ズタズタになりました。市庁舎はもちろん防災拠点ですが、

超高層ビルは防災拠点として相応しい形態でしょうか？ 

 ワールドトレードセンター、つまり 9.11 の例を考えると、

低層部や上層部を問わず、いずれかの階で被災すると、超高

層ビルという形態は全ての階で立ち入り禁止、機能不全にな

ります。 

 最近の鉄道網で、私たちは振り替え輸送という手段に助け

られています。現在、各セクションが飛び地状態で不便なこ

とや賃料が高額という事情は分かりますが、せめて、近接し

た二つの棟に分けられないものでしょうか？（神奈川県庁み

たいに。東京都庁も二棟で構成されています。）一極集中の

脆弱性に、どうして気づかない？ 

 新市庁舎は、様々な危機に対処できる、危機管理の中心的役割を果たす市庁

舎とするため、地震・津波・液状化をはじめ様々な危機への対応を想定して、

長周期地震動対策を含む高い耐震性と安全性を確保した堅固な建物とします。

 なお、災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）は、新市庁舎内に

整備するものの、大規模災害発生時のリスクを分散させる観点から、実際に現

場で救援活動・救助活動を行う消防局（保土ケ谷区）については、新市庁舎に

集約しません。 

98 高層の建物は移動に不便であり、老人には利用しにくい。地

震、津波の対策も安全とはいえない。 

 市民の皆さまによる利用が多い窓口部署や情報提供・相談機能、市民協働機

能などは低層部に配置します。 

 新市庁舎は、様々な危機に対処できる、危機管理の中心的役割を果たす市庁

舎とするため、地震・津波・液状化をはじめ様々な危機への対応を想定して、

高い耐震性と安全性を確保した堅固な建物とします。 

99 高層ビルは効率的と言われているが年間の維持費は、半端で

ない。途中で解体するわけにもいかない。不具合があった場

合のリフォームだって極めて高額なものにならざるを得な

い。そんな無駄なものを作ること自体おかしな利権を疑いた

 新市庁舎は、財政負担の軽減や将来の変化への柔軟な対応を図り、長期間有

効に使い続けられるようにするため、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、

解体するまでのライフサイクルを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性

を高めます。 
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くなる。 

100 新庁舎について等 

横浜は世界に知られている国際都市。横浜らしさとは、具体

的にどう進めて行くか、歴史を重んじ、品性豊かにと思いま

す。 

 新市庁舎のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和

や、港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親

しみのもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

101 市民からのデザイン提案も受けなく建物のイメージ等が提案

されるのも唐究です。 

 新市庁舎の整備は、高度な技術力・ノウハウ等の採用、工期短縮の可能性、

コスト縮減等、地域経済の活性化などの視点を総合的に考慮し、設計・施工一

括発注方式を採用することとしました。 

 建物のデザインについては、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との

調和や、港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、

親しみのもてるものとなるよう検討していきます。 

102  新市庁舎の整備基本方針 

１）わかりやすく、親しみのある庁舎は、これまでの例では

直線的で広い空間があるだけの庁舎が多く、温かみのあると

はとても言えません。 

２）外観のシンボルを追及することは難しいと思います、計

画では正方形とガラス張りが想定されますので特徴のない建

物になると思います。それよりも市民の多くが新市庁舎の建

設に同意や賛成をすることの方が大切です。 

 新市庁舎のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和

や、港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親

しみのもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

 新市庁舎の整備について、多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう、今

後とも、事業の進捗に応じて、情報提供に努めてまいります。 

103  建物配置・空間構成の考え方 

１）新市庁舎建設と言いながら、都市再生機構に代わって建

築するという言う方法が市民に理解されていなく、法律的な

クリアがされていない。 

２）建物の形態を見ると低層部と現ＵＲビルは一帯となり、

市役所としての顔が無く市民から誇りや親しみを持てるでし

ょうか。やはり新市庁舎としての顔がなければいけません。

現在の人の流れは国道１３３号が多く栄本町線の方は利用が

少ないため、正面玄関は国道１３３号線になると思います。

３）当初の計画は床面積の一部を民間へ賃貸することでした

が、計画変更した床面積を北仲通北地区の開発業者に売る計

画は承認できません。 

 新市庁舎は、本市が都市再開発法に基づき、「北仲通南地区第二種市街地再

開発事業」の施工者である都市再生機構（ＵＲ）に代わって施設建築物を建築

するものです。 

 建物の出入口については、今後、検討を進める中で決定していきます。 

 なお、「計画変更した床面積を北仲通北地区の開発業者に売る計画」とうい

うご指摘については、そのような事実はございません。 

104 高いビルになるなら、エレベーターを設置するだけでなく、

きちんと動かしていただきたいです。 

 エレベーターについては、今後、設計段階で十分な搬送能力が確保できるよ

う検討を進めてまいります。 

105 新庁舎には是非タクシー乗場を構内に御設置頂きます様御願

い申し上げます。桜木町駅方面と山下町方面の相方向に分け

ることが乗客にとっては便利かと思われます。 

 車両の動線計画については、現在検討中であり、いただいたご意見の趣旨に

つきましても参考とさせていただきます。 

106 大岡川の建物にポンツーンを設置し、市の許可を受けたヨッ

ト等繋留できる様にしたら、景観が向上し、桜木町側のポン

ツーンは楽しい散歩道になると思われます。インターコンチ

の対岸に船舶が停泊しているのと否では大きな差です。憩い

の場を作って下さい。 

 大岡川沿いには、水際線プロムナードの一環として水辺の憩い空間を整備し

ます。いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただき

ます。 

107 外観を考えて周りの建物（アイランドタワーや第二合同庁舎）

より高くはしないでほしいです。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、建築物等の整備の方針として、「周辺の街並との調和を図るため建物の

高さについては、既存の街並との連続性を考慮するとともに、敷地内において

も建築物の高さを段階的な構成とする。」こととされており、この方針に沿っ

て整備を進めます。 

 建物の高さについては、当該再開発地区計画の規定を踏まえ、機能性、景観、

コストなどの観点から総合的に検討し決定していきます。 

108 新市庁舎整備基本計画は白紙に戻し、全面的に見直すべきと

思います。    

高層ビルへの一極集中は平常時には効率が良いが、災害時に

は単一障害点となる恐れが高い。たとえば巨大地震時には、

ビル自体が耐震性が高くとも、エレベータが停止することで、

高層ビル内の移動は困難となり、市役所機能全体が不全とな

る恐れが高い。 

 新市庁舎は、様々な危機に対処できる、危機管理の中心的役割を果たす市庁

舎とするため、地震・津波・液状化をはじめ様々な危機への対応を想定して、

長周期地震動対策を含む高い耐震性と安全性を確保した堅固な建物とします。

109  壁面後退 

 壁面後退によるゆとりある空間の創出は、幹線道路沿いよ

 大岡川沿いには、水際線プロムナードの一環として水辺の憩い空間を整備す

ることとしており、壁面後退についても検討を進めています。 
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りも大岡川沿いに確保することにより、親水空間への圧迫感

を低減し、河川に面した良好な自然特性を生かすことが可能

となる 

110 細かいところですが、基本理念（１）～～開かれた市庁舎と

（２）ポスタビリティあふれる市庁舎についてですが、この

ようなニーズはどのくらいあるのでしょうか。ここに書かれ

ている機能のほとんどは、市庁舎でなく区役所に整備してほ

しいと考えている人のほうが多いと思います。また、市庁舎

ではなく、もっとほかのアクセスのよいところに整備しない

と、利用が見込めなそうなものもあると思います。お年寄り

から子供まで集える広場等の記述もあります。また、駅直結

をアピールしていますが、わざわざ北仲まで行こうと思う人

がそんなにいると思えません。一部の人が利用するだけなら、

整備はしないほうがいいと思います。アトリウムとかペデス

トリアンデッキを整備して賑わいを創出とも書いてあります

が、あの場所にそんな需要があるのでしょうか。賑わいの人

はどのような人たちを想定しているのでしょうか。北地区も

当初はオフィスビルとして計画していたものの需要が見込め

ないためにかなりの床面積をマンションに変更するという話

も聞いたことがあります。 

なるほど、議員さん、職員さんの要望は細かく現実的に計画

が進んでいるようです。ただ、今回取り止めとなった余剰床

の件を含めて議員さん、職員さん以外の需要をつかむのが下

手過ぎないですか。もしかしたら、つかもうとさえしていな

いのかもしれません。ここの部分はどれだけの勝ち目がある

と考えているのでしょうか。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、建築物等の整備の方針として 

・みなとみらい 21 地区と既存都心部である関内地区の接点であることを象徴

する超高層建築物とする。 

・周辺の街並との調和を図るため建物の高さについては、既存の街並との連続

性を考慮するとともに、敷地内においても建築物の高さを段階的な構成とする。

・アトリウム（人が集う屋根付きの広場空間）、ペデストリアンデッキ及び歩

行者用通路等、快適な歩行者空間づくりを行い、街のにぎわいを生み出す。 

・旧第一銀行の保存、水辺の憩い空間の整備等、歴史的資産や周辺の景観・環

境資源を生かしたデザインとする。 

・建物の大岡川沿いの部分については、公共空地の広場的機能を考慮した形態

とする。 

こととされており、この方針に沿って整備を進めます。 

111  高層ビルのオフィスは内部コミュニケーションに向かない

 複数の事業体が別々のフロアに入居する場合は障害となら

ないが、単一の事業体・役所が入居するのに高層ビルは不適

当である。 

 横移動の場合は気軽にできるが、都度エレベータを使わな

ければならないオフィスではフロア間のコミュニケーション

が悪くなるとの指摘がある。（東京都庁）     

 新市庁舎の執務スペースは、フロア全体を有効に活用できる平面構成とし、

フロア内に一体感を持たせ、開放的で視認性のよいオープンフロアを基本とし

ます。 

 また、各フロアまたは部署の持つ特殊事情に応じた使い方や、職員の横断的

なプロジェクトなどでコミュニケーションの促進を図るスペースを設け、各フ

ロアの裁量により使用できるスペースを設けます。自席以外のワークスペース

としての利用や、横断的なプロジェクトなどでの利用のほか、必要に応じて上

下階をつなぐ階段の設置や、書庫・倉庫としての利用等を考えています。 

112 東日本大震災の経験からも高層建築は思いもよらぬ揺れを生

じることがわかっています。大切な市民生活を守る市役所を

そんな危険なものにしてよいのでしょうか？ 

又、高層物を始め、巨大な建造物は後世の世代への負の遺産

になります。建造物は、いつか老朽化します。メンテナンス

するにも解体するにも莫大な経費と労力を要することが十分

に予想されます。全国に老朽化した橋や道路が増え、それを

どうメンテナンスしていくか悩みの種になっていることから

学ぶべきだと思います。成熟化した社会では、もっと将来の

予想をしっかりたてて、事業をしていかなくてはならなくな

っているのではないか？目先のことにまどわされてはならな

いはずです。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、建築物等の整備の方針として「みなとみらい 21 地区と既存都心部であ

る関内地区の接点であることを象徴する超高層建築物とする。」こととされて

おり、この方針に沿って整備を進めます。 

 新市庁舎は、様々な危機に対処できる、危機管理の中心的役割を果たす市庁

舎とするため、地震・津波・液状化をはじめ様々な危機への対応を想定して、

長周期地震動対策を含む高い耐震性と安全性を確保した堅固な建物とします。

 財政負担の軽減や将来の変化への柔軟な対応を図り、長期間有効に使い続け

られる市庁舎とするため、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体する

までのライフサイクルを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めま

す。また、設備更新サイクルが長期化する耐久性の高い材料の採用や更新工事

が容易な施設計画等について検討します。 

113 高層ビルこそ不便です。地震になればエレヴェーターは使え

ません。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、建築物等の整備の方針として「みなとみらい 21 地区と既存都心部であ

る関内地区の接点であることを象徴する超高層建築物とする。」こととされて

おり、この方針に沿って整備を進めます。 

 新市庁舎は、様々な危機に対処できる、危機管理の中心的役割を果たす市庁

舎とするため、地震・津波・液状化をはじめ様々な危機への対応を想定して、

長周期地震動対策を含む高い耐震性と安全性を確保した堅固な建物・設備とし

ます。 

114 リーマンショックや震災を経て、都市のありかたが様々に議

論されるなか、超高層でなくてはならない理由が不明です。

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、建築物等の整備の方針として「みなとみらい 21 地区と既存都心部であ

る関内地区の接点であることを象徴する超高層建築物とする。」こととされて

おり、この方針に沿って整備を進めます。 

 新市庁舎は、様々な危機に対処できる、危機管理の中心的役割を果たす市庁

舎とするため、地震・津波・液状化をはじめ様々な危機への対応を想定して、
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長周期地震動対策を含む高い耐震性と安全性を確保した堅固な建物とします。

115 安直に東京のどこにでもあるような超高層を作って終わりで

は、横浜の文化度が問われます。落ち着いた大人の都市とし

て横浜にしかない街、建築を大切にしてください。現庁舎は

当時の一流建築家によるコンペで決定しました。新築するな

ら国際コンペを行い、審査過程も開かれた形として、時間を

かけて市民の理解を得ながら、また注目される大きな話題と

なるように計画を進めるべきです。（金をかけた華美な計画

という意味ではありません。） 

 新市庁舎の整備は、高度な技術力・ノウハウ等の採用、工期短縮の可能性、

コスト縮減等、地域経済の活性化などの視点を総合的に考慮し、設計・施工一

括発注方式を採用することとしました。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

116 新市庁舎移転のもたらす経済的波及効果についても具体的に

示してほしい。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、土地利用の基本方針として、「業務施設を中心に、都心部にふさわしい

機能を導入するとともに、街のにぎわいを形成するために商業施設等の立地を

図る。」こととされており、この方針に沿って整備を進めます。 

 この方針を踏まえ、新市庁舎整備を契機として、開港以来の歴史と魅力を礎

に、横浜都心部の一翼を担ってきた関内･関外地区の新たな活性化に取り組んで

いきます。 

事業概要-事業内容-【新市庁舎の規模】（41 件） 

117 私はこの春、西公会堂の嘱託職を定年になりました。関内駅

にある教育文化会館が耐震工事が出きなくなり取り壊す事に

なりました。その結果、そこで会をもっていた教育委員会関

連の部所が、公会堂にその場を求めてきました。公会堂を使

う事は有り難い事ですが、今回、新市庁舎整備に向けて、新

市庁舎の中に教文センターのような規模をもつホール、１０

０名、２００名収容できるような大会議室をご提案させて頂

きます。市に属するそれぞれの局、課での研修会はかなり多

いのではないかと思います。市全体に及ぶとなると集客的な

事を考えるとやはり駅近の利便性は欠かせない条件だと思い

ます。現在、西公会堂の稼働率は他区より群をぬいています。

横浜市の公会堂と言っても過言でないほど、行政関係の占め

る率は多いです。２年後の指定管理移行に伴い行政の減免分

を補填しなければ管理者にとって一番頭の痛い問題となって

くるのは必死です。今のうちにその対策を講じていかなけれ

ば真の民営化にはならないと思っています。ご検討下さい。

 現在の会議室は、稼働率が高く、必要時に使用できない状況が慢性化してい

るため、共用会議室を拡充します。会議室を集約した会議室フロアを設け、予

約システムの工夫等により、効率的な運用を図ります。会議室フロアには、使

用人数に応じた大小規模の会議室を設けるとともに、会議室間の壁を可動式に

するなど必要に応じて規模を変更できる仕様とします。 

118 横浜市人口３７０万人もいるのに、現在の庁舎ではあまりに

も小さすぎると思います。年間民間ビルへの賃料が２０億円

以上とは驚きです。早く、新市庁に移転することを願ってお

ります。将来のためにも、早く完成すること願っています。

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

119 市役所全体の床面積は適正か？ 

縮減社会の中で、市役所職員の人数、部署構成など需要予測

と建築床面積の関係を提示して欲しい。（１０年、２０年、

３０年～５０年後迄） 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

120 ３７０万人の市民の諸要望をとりあげ改善するため一極集中

ではなく、１８行政区に中央機能を分散すべき時です。その

対応すすめる前に６０００人もの市庁舎を６００億円もかけ

て作る必要はありません。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・
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少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

121 行政、職員の業務の効率化が図られると思いますので、事前

にどれくらいの効率が上がり、それが財政にもたらす効果を

広めて認知させて下さい。 

一番大切なことは、市民に対する行政の適切な対応だと思い

ます。職員の志気が上がり、横浜がより愛される都市になる

ことを期待いたします。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、職員

にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に時間を要する

とともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促進することが

できません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、ビル間での

引っ越しによるコストも毎年度生じています。このようなことから、市庁舎機

能を１か所に集約することは必要であると考えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

122  抜本的見直しが必要だと考えます。 

建設当時の人口が 130 万人で現在の人口が 370 万人なので、

必要な職員数が増えるのはわかりますが、本庁舎の規模とそ

こまでリンクはしないかと思います。地震時の備えであれば

耐震機能に優れたビルに移転すれば良いわけですし、分散し

ているということは、逆に考えれば冗長性が高いということ

でもあるのではないでしょうか？ 

建物だけ強くしても職員がたどり着けなかったら意味がない

ので、危機対応にはハードウェアだけではない備えも重要か

と考えます。（策定されているかと思いますが） 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 当該地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」によれば、元禄

型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませんが、発生率は

極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大地震及び慶長型

地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町地区と同程度）

の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

123 48 年後には費用累計が逆転するとのことですが、需要にあわ

せてスペースの増減が可能な賃貸に対して、現状の見通しだ

けで設定した規模設定は不要になるかもしれない資産を固定

化することになりませんか？ 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

 なお、将来の変化への柔軟な対応については、建設費負担の観点から、建設

予定地の容積率を最大限に活用することではなく、執務スペースをフレキシブ

ルなオープンフロアとすることなどで対応していきます。 

124 狭い日本です。案より２Ｆ増やしてほしいです。１０年も過

ぎないで、現在のように借りマンションが必要になるのでは。

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

 将来の変化への柔軟な対応については、建設費負担の観点から、建設予定地

の容積率を最大限に活用することではなく、執務スペースをフレキシブルなオ

ープンフロアとすることなどで対応していきます。 

125 ②コンパクトな新市庁舎にしてください 

平成５６年になると市の人口が減少しています。人口減少に

見合った必要最小限の市庁舎を整備して下さい。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 
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 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

126 事業評価調書（案）を読んで、いくつか重要な視点が欠落し

てとの認識に至り、新市庁舎整備事業を白紙に戻して再検討

されるよう、意見を具申します。 

再検討に当たっては、これら欠落視点を補強し、また日本の

社会再建の知見をも吸収・研究して今後の横浜都市像を探り、

行政の役割・規模・業務量・庁舎（市庁舎及び区役所）につ

いての市民的合意をつくことを期待します。 

〈欠落している視点〉 

① 今後の市域における、人口減少と少子高齢化（行政機構

の規模再検討と分野別再編の必要） 

② 全市域における地域・市民生活変貌にともなう区域の役

割の増大（区役所への分権と地域・住民密着型市政への転換）

③ ２１世紀における横浜都市像（臨海部・産業用地への偏

りを修正し、横浜全市の調和ある都市空間の創造） 

 新市庁舎は、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借料

負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に整

備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいりますが、新市

庁舎整備基本計画の方向性に沿って検討を進めてまいります。 

127 市職員は、現在の状態での備品、職員数、資料等々の見直し

を行なうべきである。民間では３割～５割節減できている。

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

128 将来的な人口減を考えて全体スペースも落として下さい。  新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

129 特にこれからますますインターーネットの社会になり、市民

が市役所まで行かなくなる様になると思いますので、この様

な考え方から適正な建物にして下さい。 

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

130 庁舎の分散化は、この数年の事業集約化をする一方で権限等

の分散化や組織の移行等を行わず、関内周辺に組織を固めた

ことが問題です。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、職員

にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に時間を要する
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とともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促進することが

できません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、ビル間での

引っ越しによるコストも毎年度生じています。このようなことから、市庁舎機

能を１か所に集約することは必要であると考えています。 

131  新市庁舎の規模 

 集約職員数６０００人の根拠について、今後の組織のあり

方なども踏まえて検討する必要があります、６０００人を一

ヶ所に集めることは必要か。大都市制度なども現在はまだ明

らかになっていません。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

132 市職員数や市の業務量が、今後どのように推移していくかの

分析がなされていない。横浜市の人口の推移、区との事務分

担についても分析がなされていない。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

133 会議室は５，４００㎡で足りるのでしょうか。場所がないか

らと、市役所を訪問を断られたり、延期されたりしたことが

あります。 

 現在の会議室は、稼働率が高く、必要時に使用できない状況が慢性化してい

るため、共用会議室を拡充します。会議室を集約した会議室フロアを設け、予

約システムの工夫等により、効率的な運用を図ります。会議室フロアには、使

用人数に応じた大小規模の会議室を設けるとともに、会議室間の壁を可動式に

するなど必要に応じて規模を変更できる仕様とします。 

134 現在どれだけの面積を使って行政運営を行っているのか精査

し、それにプラスして、どれだけの面積が必要なのか精査し

たうえで建物の規模を決めなければならないと思います。 

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

135 横浜市政策局が発表した「横浜市の将来人口推計」によれば、

横浜市の年少人口（０～１４才）は既に減少しています。年

少人口が減少するということは、必らず将来人口は減ります。

さらに２０１４年２月迄の実績値を集計したら、将来人口の

推計値は下振れしているのです。 

将来人口の減ることが明らかな環境下、市会議員団は議員定

員数８６人を１００人に増やすという身勝手な計画を議長に

答申し、市は約６千人の職員を１箇所に集める不合理な政策

を進めようとしています。税金のムダづかいです。 

横浜市の将来人口は、政策局による推計ですから、市長含め

幹部職員は十分認知しているはずです。市長らはなぜかかる

重要なデータを新市庁舎整備計画で「無視」するのですか。

経済合理性を無視した不合理な「新市庁舎整備基本計画」に

は、絶対反対です。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 新市庁舎は、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借料

負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に整

備する必要があると考えています。 

136 庁舎の高さが案によると約１５０ｍとありますが、制限いっ

ぱいの１９０ｍにしてはどうでしょう？１度建ててしまった

ら増築は難しいでしょうし、会議用スペースや事ム室スペー

スは、どんどん足りなくなってくるものだと思います。あっ

て損はないと思います。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・



26 

 

会議室が足りなくて空くのをまってて残業になるというのは

避けて欲しいです。残業代も税金ですから。 

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

 現在の会議室は、稼働率が高く、必要時に使用できない状況が慢性化してい

るため、共用会議室を拡充します。会議室を集約した会議室フロアを設け、予

約システムの工夫等により、効率的な運用を図ります。会議室フロアには、使

用人数に応じた大小規模の会議室を設けるとともに、会議室間の壁を可動式に

するなど必要に応じて規模を変更できる仕様とします。 

 将来の変化への柔軟な対応については、建設費負担の観点から、建設予定地

の容積率を最大限に活用することではなく、執務スペースをフレキシブルなオ

ープンフロアとすることなどで対応していきます。 

137 人口減少時代を迎え、コンパクトな市役所、現庁舎の建物、

敷地を活かした計画を考えて下さい。お願いします。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

138 人口減少時代を迎る今後コンパクトな市役所、巨大豪華庁舎

はいりません。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

139 会議室が少ない。打合せがあり訪問したが、会議室の予約が

一杯であると言われ、日程調整に時間がかかった。もっと打

合せスペースを増設すべきではないか。 

 現在の会議室は、稼働率が高く、必要時に使用できない状況が慢性化してい

るため、共用会議室を拡充します。会議室を集約した会議室フロアを設け、予

約システムの工夫等により、効率的な運用を図ります。会議室フロアには、使

用人数に応じた大小規模の会議室を設けるとともに、会議室間の壁を可動式に

するなど必要に応じて規模を変更できる仕様とします。 

140 別紙１に現庁舎は建設直後から手狭となり、とあるが、新庁

舎建設に際しては十分な余裕のある床面積を持たせた計画を

立てて下さい。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

 なお、将来の変化への柔軟な対応については、建設費負担の観点から、建設

予定地の容積率を最大限に活用することではなく、執務スペースをフレキシブ

ルなオープンフロアとすることなどで対応していきます。 

141 別紙１の沿革には建設直後から手狭となったとあります。今  新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ
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回の計画がこの経験を踏まえた上でたてられているものなの

か評価調書からは読み取れません。また、平成２５年５月現

在の職員数が妥当なものかどうかも読み取れません。正規、

非正規を合わせた数だとして、どの程度の合理化を図ってこ

の数になっているのか、近い将来どのような部署が必要にな

り、そこにはどのくらいの数の職員が新たに必要になるかな

どの説明があれば、判断しやすくなると思います。 

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

142 民間ビル借り上げでも、私達市民に、さほど不便はありませ

ん。無駄遣いをしないでください。 

人口減少時代を迎える今後を考えると、コンパクトな市役所

で良く、巨大豪華な庁舎は不要です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

143 役人が多いなら効率的に働かせ、人数を減らすことを考えて

もらいたい。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

144 人と書類のスリム化を！！  新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

145 新市庁舎の規模縮小と民間ビル賃借の検討 

開業４８年度の時点で市民人口、必要面積のバランスがどう

か？余らせて利用しない空間が懸念されるなら考えた方が良

いと思いました。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数
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は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

 将来の変化への柔軟な対応については、建設費負担の観点から、建設予定地

の容積率を最大限に活用することではなく、執務スペースをフレキシブルなオ

ープンフロアとすることなどで対応していきます。 

146 将来、一部フロアを民間企業に賃借できる構成 

今後の人口減少などで場合により、フロアごと空く可能性が

ある。その際、資産活用してできるようにしてはどうか？他

の自治体で行っているかはわからないが、横浜が初めてとな

っても良いと思う。 

 賃貸オフィス床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リスク」

についてのご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリングを行

った結果、東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規模の余

剰床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大

きいとのご意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にも

つながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 

 なお、将来の変化への柔軟な対応については、建設費負担の観点から、建設

予定地の容積率を最大限に活用することではなく、執務スペースをフレキシブ

ルなオープンフロアとすることなどで対応していきます。 

147 「新市庁舎整備計画」は、「反対」です。 

横浜意市政策局が発表する「横浜市の将来人口推計」によれ

ば、横浜市の年少人口（０～１４歳）は既に減少しているの

です。年少人口が減少すれば、必ず将来人口は減ります。さ

らに２０１４年２月迄の実績値を集計すると、将来人口の推

計値は下振れしています。 

将来人口の減ることが明らかな環境下、市会議員団は議員定

数を８６人から１００人に増やすという身勝手な計画を議長

に答申し、横浜市は約６千人の職員を一箇所に集めようとす

る不合理な政策を進めようとしています。横浜市の将来人口

は、政策局による推計ですから、市長始め幹部職員は十分意

識しているはずです。市長らはなぜかかる重要なデータを新

市庁舎整備基本計画において「無視」するのですか。 

経済合理性を無視した不合理な新市庁舎建設には、絶対反対

です。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 新市庁舎は、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借料

負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に整

備する必要があると考えています。 

148 将来的には、人口減少が予想されます。それを見据えて考え

て下さい。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

149 市役所の規模を縮小するなど、様々な観点から検討して下さ

い。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

150 庁舎を一つに集約させることにより、おさえられる民間ビル

賃料総額は記載されているが、一つのビルに全員が入ること

による業務効率化に伴う、人員削減効果（額）は計算されな

いのか。一つの局で５人くらい、いらなくなるんじゃないの？

（バイト含む） 

 職員の集約の必要性についてですが、現市庁舎は建設後、急激な人口の増加

や市民ニーズの多様化、社会環境の変化による業務の拡大に伴って執務スペー

スが不足し、現在は、周辺の約 20 か所の民間ビル等に分散するなど非効率な状

態となっています。このため、関連性の高い部署を必ずしも同じビルや近接す

るビルに配置することができず、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間
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調整の際のビル間移動に時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペース

やコピー室の共用化も促進することができません。さらに、新たな事業展開に

伴う組織の見直しにより、ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じてい

ます。このようなことから、市庁舎機能を１か所に集約することは必要である

と考えています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

151 Ｐ４の深刻な執務室不足については、窓口に相談に行っても

スペースがなくて待たされることがあるので、きちんとスペ

ースや会議室を設けてほしい。 

 現在の会議室は、稼働率が高く、必要時に使用できない状況が慢性化してい

るため、共用会議室を拡充します。会議室を集約した会議室フロアを設け、予

約システムの工夫等により、効率的な運用を図ります。会議室フロアには、使

用人数に応じた大小規模の会議室を設けるとともに、会議室間の壁を可動式に

するなど必要に応じて規模を変更できる仕様とします。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

152  370 万人の市民が市役所本庁に来る機会は稀 

 市民のほとんどの用事は区役所で済んでいる。6000 人を一

箇所に集めて仕事をさせても、市民の利便には繋がらない。

むしろ市民に近い区役所に権限を移譲し、本庁の職員を減ら

すべきである。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

153  パブリックミーティングにおいて市担当者などから市庁舎

整備にともなう町の再開発効果を利点として挙げていました

が市庁舎移転によらない、町の活気を取り戻すことが先決で

はないでしょうか？ミーティングでも意見がありましたが今

後人口減少してく中で「ハコモノ」に税金を使っていくこと

は従来の再開発事業と代わりなく、将来に対して有効である

と思えません。例えば既に横浜市内で上大岡駅が再開発され

ましたが、負債を税金で埋めているという報道（読売新聞）

で知りました。これ以外に日産スタジアムにも多額の税金が

施設維持のため投入されていて、納税者としては看過できま

せん。                         

 新市庁舎は、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借料

負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に整

備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいりますが、新市

庁舎整備基本計画の方向性に沿って検討を進めてまいります。 

154 日本の人口は今後どんどん減少していきます。比較的減少の

時期が遅く減少カーブも緩やかであると予想される横浜市

も、今後 30 年という期間で考えれば、人口減少は避けられま

せん。 

横浜市の職員数は、過去横浜市の人口の増加と共に増えてき

ましたが、今後人口が減少する局面では、この職員数の減少

も必要となってきます。 

また、従来より公務員のコスト意識の乏しさが指摘されてい

ますが、限られた財源を有効に使うという観点では、一般企

業が普通に行っている様に、横浜市職員も合理化に取り組み、

より少ない人員で効果が出る体制を作り上げていくべきで

す。 

上記の状況の中で、今回の新市庁舎の返済計画で比較される

現行体制の将来費用予想は、そうした将来の職員減少や合理

化によるコスト削減も考慮されているのでしょうか？ 

現在示されている費用負担比較分岐点は 48 年後です。48 年

でさえ、現在の社会情勢や将来の不確定さを踏まえると、無

謀とも思える計画期間ですが、上記を考慮すると分岐点は更

に先になってしまいます。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

 将来の変化への柔軟な対応については、建設費負担の観点から、建設予定地

の容積率を最大限に活用することではなく、執務スペースをフレキシブルなオ

ープンフロアとすることなどで対応していきます。 
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また、市庁舎自体も現行体制ありきを基礎にしていて、将来

取り組むべき職員減少などが考慮されていない過剰なスペー

スや設備になっていないでしょうか？ 

以上について、論理的な数値での説明をして欲しいと思いま

す。 

155 人口減少時代を迎える今後を考えるとコンパクトな市役所で

良く、巨大・豪華庁舎は不用です。現庁舎の建物・敷地を有

効利用した新たな計画をはじめから考え直すべきです。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

156 人口減少時代を前にコンパクトな市役所、現庁舎の建物・敷

地を活かした新たな計画を！市民の立場に立った計画にして

下さい。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

157 収入（賃借）がなくなる上に何故３５Ｆも必要ですか？基本

から練り直すべきです。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

 建物の高さについては、今後、再開発地区計画等の規定に基づき、機能性、

景観、コストなどの観点から総合的に検討し決定していきます。 

事業概要-事業スケジュール（86 件） 

158 早期の移転願います。是非、協力致します。  新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

159 私は、近々に市庁舎を移転する事に反対します。なぜならば、

目先のオリンピックに合わせて整備をしようとしていると感

じているからです。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資
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材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

160 オリンピックで建設ブーム、そんな中に乗って急いで建設す

れば何かと欠陥が生じるでしょう。建築費も値上げされるで

しょう。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

161 「オリンピック」を視野に、という文言で、「やはり、表面

を飾って見栄をはりたいのだ」と思いました。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

162 事前評価調書（案）に賛成。但し、平成７年より約２０年か

けてやっとここまで？多くの市民の納得を得るのは良いが、

それだけＭＡＮ．Ｈｒ．とＭＡＮＥＹの使い過ぎ。非効率で

あった。検討を早く収束させ、一日も早い完成を希望する。

又、完成までの５年を短縮させることで、ＣＯＳＴ ＤＯＷ

Ｎを計ること。新市庁舎完成のＰｒｏｊｅｃｔは、時は金な

りと思う。工期を短縮することで、客先（市民）よりボーナ

ス（同意）が得られるのでは。 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

163 オリンピック前にぜひとも未来に向けた新しい横浜を！  新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

164 ましてや、今のタイミングは、工事に伴う人件費、資材費の

高騰時であり、税金の無駄使いとなる事は必至である。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

165 オリンピックまでなどと急な計画はどうしたのでしょうか。  新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 
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 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

166 市役所というのは、その市のシンボルであり、憩いの場でも

あることから、一日も早い建設を望みます。 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

167 無理して（手ぬき工事を）急がせる様な事のない様に気をつ

けて下さい。 

 新市庁舎の整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、

高度な技術力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性

化、などの視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考

えました。この手法によれば、事業期間は概ね６年を要し、平成 32 年にはしゅ

ん工できると見込んでいます。 

168 建設費上昇中の今、新築時期ではなく、政策の優先順序が誤

っていると思います。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

169 港の新しい横浜市に未来として新市庁舎が生まれ変わりま

す。案では、平成３２年に１月にしゅん工と６月に移転、供

用開始。 

開港２００年にむけて、横浜ＤｅＮＡベイスターズは日本一

にむけて未来にはばたいて１位になってほしいです。２０２

０年に向けて、さあ横浜ＤｅＮＡベイスターズは４５２２勝

に向けて、未来があります。さあ王手として巨人を倒し、ヤ

クルトを倒しましょう。ぜったいに勝ち上がりましょう。優

勝と日本一よりもすぐに立ち上がります。日本一の横浜Ｄｅ

ＮＡなってほしいのです。２０２０年すぎなら新市庁舎が完

成します。平成３４年になっていたらよこはまＤｅＮＡベイ

スターズは日本一の王手になります。新しい市庁舎（中区本

町６丁目北仲通南地区）は、平成３２年（２０２０年）に完

成となります。ＤｅＮＡベイスターズは４５２２勝にむけて

立ち上がりましょう。これからもよろしくお願いします。 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標として検討を進めてまいります。 

170 オリンピックまでに・・・これは最も許されないことです。  新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

171 分散した庁舎はたしかに非効率的であることも事実ですが、

莫大な予算を投じて、しかも無理に建設期間を短縮してまで

強行することは納得できません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

この手法によれば、事業期間は概ね６年を要し、平成 32 年にはしゅん工できる

と見込んでいます。 

172 平成２９年度着工～平成３２年度竣工の計画ですが、最近、

特にメディアで工事の職人不足、労務費の高騰が騒がれてま

す。東京オリンピックが終って上記の問題が沈静化した時期

に工事を始めるよう見直しをするべきではないでしょうか？

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 
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予算の面からも、本来の公共工事の役割からもその方が良い

気が致します。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

173 市庁舎は観光や人と人との出会い場ではありません。まして

や、政令市の横浜市は、住民が利用するのは各区役所です。

２０２０年のオリンピックになぜ間に合わせるのでしょう

か。林市長の頭は、市民本位からはずれています。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

174 何故オリンピックの年に合わせて新市庁舎を建設するのかに

ついて、工事費が暴騰するのは目に見えており、資材、器材

が不足し、人員（工事の）が不足する時に、あえて割込むな

ど、もっての他。まして、東北の震災復旧にも悪影響があり、

市長がこれらの点をしっかり踏まえるべきだと思います。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

175  建設時期も建設物価が高騰するであろうオリンピック前に

予定するなど税金を無駄に使っているとしか思えません。

諸々考えますと、とてもではありませんが賛同できかねます。

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

176 素晴らしい市庁舎を早く建てて下さい。  新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

177 新市庁舎整備基本計画に書いてある内容を理解して、早期整

備を要望したい。 

以下の課題解決を早急に解消できる、新市庁舎整備を行うべ

きである。 

１、施設や設備の老朽化 

現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排

水など、設備全体の老朽化が進んでいます。また、高齢者や

障害者等へ配慮したバリアフリーや、ユニバーサルデザイン

などに対応した十分な施設整備がされていないことに加え、

執務スペース、会議室及び倉庫の不足といった非効率的な執

務環境を招いている状況です。 

２、執務室の分散化 

人口の増加や社会経済状況の変化に伴う業務量の拡大 

により、執務スペースが著しく不足し、現在では、市庁舎機

能が約 20 の周辺の民間ビル・市所有施設に分散しています。

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 
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これにより、来庁者にとって分かりづらく不便であるなど市

民サービスの低下を招いているほか、年間 20 億円を超える

賃借料等の経費支出や業務の非効率化を引き起こしていま

す。 

３、市民対応スペースの不足 

情報提供・市民相談・交流の場・文化芸術など様々 

な市民サービスを提供していますが、執務室の狭あい 

化や分散化のため市民対応スペースが不足しており、 

市民ニーズが多様化する中でその要請に十分に応えら 

れておらず、市民サービス機能が不十分な状況です。 

４、社会状況への対応 

情報化社会の進展に伴うＩＣＴの活用や、多様化・ 

複雑化する行政需要や課題に対し、柔軟に対応できる 

体制が求められます。また、大規模地震や新型インフルエン

ザなどの危機の切迫感が高まる中、防災拠点やセキュリティ

対策などの危機管理機能の強化や、省資源・省エネルギーと

いった低炭素社会の実現に向け、環境と共生した市庁舎が求

められています。 

５、災害対策 

平成 23 年３月 11 日に起きた東日本大震災では、建物内の什

器等の転倒により、災害時優先業務の開始が遅れた部署があ

りました。災害時における拠点として、安全を確保して業務

を継続する重要性を再認識し、中長期的な震災対策の一環と

しても、地震、津波など様々な災害に即時に対応できる堅固

な建物が必要です。  

 

 

178 初めてご意見させていただきます。私は建設会社の横浜支店

に勤めており                      

近年まで長らくに渡って、横浜市に居を構えておりました者

です。                         

 市役所の新築・移転の構想は以前より聞いておりましたが、

目標スケジュールを見ますと、2020 年竣工と、東京五輪に合

わせたような予定になってます。 

 現在建設業界を取り巻く環境として、施工人材の不足、材

料価格の高騰が上げられ、この傾向は東京五輪の施設整備に

向けてさらに加速する予想です。   

そのためこの建設スケジュールですと、まともに物価高騰の

あおりを受ける可能性が高いと言えます。         

 また免震化した現庁舎への投資を考えても、建設ラッシュ

の落ち着く、東京五輪以降に新築・移転する事で、経済負担

を軽くできると思います。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

179 新庁舎整備について反対です。 

理由 

労働力の不足 

現在東日本大災害の復興がなされていないこと、そしてこれ

からオリンピック開催のための施設建設、道路整備など、現

在も労働力が不足しているといわれている。私達は、オリン

ピックよりも東北地方災害の復興にまずとりくんでもらいた

い。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

180 オリンピックに合わせて建設するなどもってのほか。  新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資
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材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

181 東京オリンピック開催景気による物価上昇局面において、今

直ぐに新築する必要性が感じられない。必要はないと思う。

物価上昇が落ちついてから（オリンピック終了後）から新築

を開始してもよいのではないか？着手を急ぐ理由が不明確で

あり、物価高騰している現時点での新築工事は財政をさらに

悪化させると伴に、新築工事による経済的メリットは小さい

と思う。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

182 新市庁舎整備をオリンピックまでに建てるのは反対します。

これからオリンピックの影響で資材や色々なものが高騰が予

想されるなか、無理して建てる必要があるのでしょうか。税

金の無駄使いをしないで下さい。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

183 専門的なものはともかくとして、オリンピックに合せて作る

事はないと思います。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

184 新庁舎の建設を２０２０年までにすませるとのことだが、絶

対無理。今でさえ、人手、職人、材料不足がいわれているの

に、建設費は莫大なものになるでしょう。つつましく暮らし

ている市民からの税金の使い道としてはふさわしくない。計

画をもっと練りなおして下さい。市民の納得がいく市政をお

願いたします。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

185 市庁舎移転は今後の税負担、地の利の悪さを考えて反対です。

市長はオリンピックに合わせてと言うが、建設費用。その他

の人件費ｅｔｃ．の高騰を考えると、今すぐやるべきではな

い。時期が悪すぎる。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で
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あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

186 東京オリンピックまでにはという期限も何故必要なのでしょ

う？ 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

187  この建設コスト高騰の折、オリンピック前に着工、完工と

いう事に反対です。 

 新庁舎の必要性についてはよく認識致して居ります。その

上で震災復興、オリンピック対策等で建設のコストは高騰し

各地の公共工事入札で不調が多発して居ります故、庁舎建設

はこの状況が一巡した後にすべきと思慮します。 

 そうすれば、建設コストは２割以上安くなると私見ですが

見て居ります。営利企業であれば投資のタイミングによって

は得られる利益もあるでしょうが、庁舎建設をこの時期に強

行しても市民にとって大したメリットにはなるとも思えませ

ん。（勿論全面否定するものではありません。）より優先順

位の高い事案も多くあると思いますので、個人の懐具合に擬

えて、安く上る方法をお考え下さい。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

188 東北大震災復興やオリンピック工事で建築資材の高騰や、資

材や人手不足が言われており事業費は当初予算より、はるか

に多くなると思われます。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

189  現市庁舎は、５０億円かけて耐震補強工事を行い、あと数

１０年は使用できるということですから新市庁舎の建設をオ

リンピックにあわせて急ぐ必要はありません。建設予定地は

超高層ビル建設が義務付けられた地域です。人口減少や高齢

化社会をむかえるとき、市民に身近な便利な現市庁舎を活し

た計画に考えなおすべきだと思います。東日本大震災の復興

も、オリンピック準備工事で、すすまない状況です。横浜市

庁舎超高層ビル建設は追いうちをかけることになります。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲
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通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

190 市民の税金で建設するので物価人件費の高い時より、オリン

ピックの終わった後など時期を考えてほしい。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

191 オリンピック迄に開業出来れば、なんとか老年の私達も利用

出来そうです。多少の我慢は市民としていたしかたなく思い

ます。横浜市の未来をめざして。 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

192 床面積が減ったのに建設費は上がっています。建設資材や人

件費は高騰しています。東京オリンピックに向けてさらに高

騰が予想される時に、林市長は 2020 年までに建設すると言っ

ています。建設コストが高い時にわざわざ建設する理由がわ

かりません。東日本大震災の復興の妨げになります。  

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

193 百歩譲っても、建設は 2020 年以降、必要最小限の施設とする

こと。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

194 数ヶ月のオリンピック、また、新庁舎建設の為に増税も含め

た市税を放出する平気さ加減の市政は、今後の人口減少後の

やりくりを考えるべき事こそ大切で、そこにこそ税金を多分

留保するべきであろう。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

195 建設期間を短縮して２０２０年までに完成させる予定という

が、国土強靭化に加えて、東京オリンピックにむけた様々な

公共事業が動き出し、すでに建設資材や人件費の高騰、人材

不足がおきている。東北の復興事業や東電福島原発事故の収

束作業にもすでに支障が生じている中で、東京オリンピック

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ
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で使う訳でもない市庁舎の建設を急ぐのは誤り。無理をすれ

ば予算枠オーバー、工期の遅れをまねく。海外からの訪問者

（観光客）は工事などのない、情緒あふれるみなと横浜で迎

えるべき。 

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

196 東京オリンピックが終わるまでは工事に着手しない方が良い

ので、その間を検討期間とすることを提案する。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

197 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック東京大会に急

きょ間に合わせるのではなく、１００年使用する市庁舎とし

ての計画を市民に示すべきです。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 新市庁舎は、財政負担の軽減や将来の変化への柔軟な対応を図り、長期間有

効に使い続けられる様に、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体する

までのライフサイクルを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めま

す。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

198 市民の意見を十分に聞くことなく、オリンピック前までの新

庁舎建設という結論を押しつけないで下さい。 

 新市庁舎整備については、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市

民意見募集、平成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見

募集、平成 24 年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実

施しています。 

 こうして寄せられた市民の皆さまのご意見については、庁内において共有し、

議論を尽くし、計画案等の策定の参考とさせていただきました。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

199 オリンピックに合わせてなど問題外です。  新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必
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要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

200 東日本大震災により、各地で復興工事の人手や資材が大量に

必要とされている時期に、東京オリンピックに間に合うよう

事業を急がせるなどという行為は反人道的とすら思えます。

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

201 移転自体は賛成、時期については疑問を感じます。 

昨日 9 日夜のパブリックミーティングでもありましたが、20

近くの民間ビルに借りて入っており、免震、電源等の問題を

抱えていることは理解できました。 

 

現状、関内エリアで民間ビルでこれだけの広さの確保をし、

免震、電源問題をクリアできるビルは無いですし、そういっ

た場所を民間に市庁舎で借りるから作ってくれと丸投げはで

きないでしょう。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に進める必要があります。  

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

この手法によれば、事業期間は概ね６年を要し、平成 32 年にはしゅん工できる

と見込んでいます。 

202 震災を経てオリンピックに向けて建設資材の価格高騰、人員

確保の難しさが出てきています。建築費用の予算増、ベテラ

ン職工の不足による手抜き工事等、懸念材料は大きいと思い

ます。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

203 新しい庁舎を建てるということであれば、工期については、

オリンピックと連動は考えずに、資材や人材調達の是非を、

業者任せではなく、きちんと市の側がコントロールできる形

で進めていただければと思います。 

 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

204 【新市庁舎の建設には反対します】 

 

建設にあたって人件費・資材費の高騰するオリンピック前に

わざわざ急いで建設する必要はありません。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物
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機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

205 ６１０億円の予算ですが東京オリンピックによる建築費の高

騰、人手不足などにより予算オーバーは必至です。工期もお

くれるでしょう。その場合、市長、審議委員の方々はどのよ

うに責任をとられるのでしょうか。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

206 東京オリンピックに間合わせる理由はないのではないでしょ

うか。（建設を前倒して進めるようですが） 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

207 横浜市役所の新市庁舎の建設に反対します。理由は第一に２

０２０年東京オリンピック関連の建設工事・土木工事の急増

と東日本大震災の復興工事のため、建設資材の値段の急騰、

建設労働者の人件費の大幅アップです。建設コストを真剣に

考えて下さい。もし新庁舎の建設を検討するのであれば、２

０２１年以降に考えて下さい。林文子市長さん勇気ある撤回

をお願いします。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

208 今は，オリンピックの開催でさえも東北地方からは復興が遅

れるとの懸念が表明されています。どうして，こんな無駄遣

いを，今，オリンピック前で建設業界も大変，かつ建築費用

が上がるこの時期に，なすのでしょうか。耐震工事をきちん

と行った現在の市庁舎で十分です。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しましたの
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で、新市庁舎整備基本計画の方向性に沿って検討を進めてまいります。 

209 地方消費税率の再アップや、法人税の見直しなど、今後の市

税収入が不透明なので、見通しが立てにくいような気がしま

すが、万一、財政的に、無理なら、オリンピックまでの竣工

にこだわらない。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

この手法によれば、事業期間は概ね６年を要し、平成 32 年にはしゅん工できる

と見込んでいます。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

210  2020 年 

 財政的に可能なら問題ないのですが、財政的に無理なら

2020 年の竣工をあきらめる方が、債務の発生を抑えられると

思います。市民感覚的に、横浜駅西口の再開発を積極的に進

める方を優先する。（こちらもまだ、多くの調整が残ってい

るかと思います。） 

消費税率や法人税率など、国の施策が関係しており、財政的

に見通しが立てにくいような気がします） 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

この手法によれば、事業期間は概ね６年を要し、平成 32 年にはしゅん工できる

と見込んでいます。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

211 「新市庁舎整備事業(仮称)」にかかる公共事業事前評価調書

(案)に対し、整備の時期(事業スケジュール)、整備予定地の

選定、事業費等につき、以下のとおり、反対意見を述べます。

 

１．五輪前に急いで市庁舎を建てることは妥当性を欠いてい

ます。 

 「基本計画」は、東京オリンピック（２０２０年）開催前

に新市庁舎をオープンすることを前提としていますが、「オ

リンピック前」に大型工事を発注するほどバカげた話はあり

ません。 

 すでに東日本大震災からの復興工事や防災対策工事だけで

建設業界の対応能力は限界を超えており、病院、学校、保育

所など、どうしても必要な公共施設の建設さえ、「入札不調」

のため開所、開園が延期される例が全国に数多く発生してい

ます。 

 ２０１２年度の復興予算１０兆円の約４割が執行できず、

繰り越されたのも、建設業の人手不足、資材不足、およびそ

れによる資材価格の高騰の結果です。建設工事の受注価格は

この１年で平均２０％上昇しています。ちなみに建物の骨組

み工事を担う労務者の求人倍率（本年１月統計）は７．３２

倍にも達していると厚労省も発表し、問題を解決するために

「外国人技能実習生」の大量導入が検討されています。 

 建設費の上昇傾向は、今後も東京五輪へ向けてずっと続く

でしょう。 

 横浜市は新市庁舎の建設単価を「基本構想」段階（昨年３

月）の３５万円／㎡から早くも「基本計画」（本年３月）の

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 なお、新市庁舎の整備の受注事業者に対しては、専門工事業者（下請企業）

としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行います。 
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中で４０万円／㎡に、約１５％引上げました。そして総額を

抑えるため、床面積を１割以上カットしましたが、その結果

民間会社に賃貸するスペースは無くなり、借り上げ庁舎の家

賃負担より新市庁舎建設の方がマシだ、と言えるまでの所要

期間は４８年間に延びました。「４８年」も経てば、次の新

市庁舎の建てかえ時期が来てしまうで、何のための「借り上

げ庁舎卒業」かわからなくなってしまいました。 

 工事費の上昇が現時点でストップする保証がない一方で、

長野五輪の例に見るように、オリンピック終了後は、建設会

社の大量倒産が目に見えています。県内企業もその例外では

ないでしょう。 

 そう考えれば新市庁舎をどこに建てるにせよ、オリンピッ

クが終わってから事業に着手するほうが、地元建設業者の危

機を救うためにも、大正解ということになるのではないでし

ょうか。 

212  建設費・設計費の上昇は 1 ㎡あたりの単価が 35 万円から

40 万円にアップしているためです。その根拠について知りた

いと思い情報開示請求の窓口に行ったところ、担当者の話で

は民間業者へのヒアリングによるものであり、試算の文書は

ないとのこと。アップの理由は、東京オリンピック前で資材

と人件費が上昇していることと消費税が上がったことによる

ものだそうです。「それなら状況次第でもっと上がる可能性

があるのではないですか。」と問うと「そうですね。この金

額は今の時点のものなので。」との回答でした。 

 この間市は財政難を理由に様々な予算を削って来ました。

前回の市民意見募集では建設に反対・否定的な意見が最多で

した。今後さらに高齢化の進展し、税収減、医療・介護費の

増大は予測済みのことです。また、東京オリンピックのため

に資材や人件費が高騰すること、それによって復興が遅れる

ことへの懸念は繰り返し言われていることです。そうした状

況の中で、横浜市は計画を変更してまで東京オリンピックま

でに新市庁舎を完成させようとしているのです。このことを

十分に認識してください。 

 誰だって古い家より新しい家に住みたいです。でも大金持

ち以外は家にかけられる予算は限られていて、細かい検討を

重ねて何とかその範囲でやりくりします。そしてよほどの理

由がない限り、一番コストが高い時期に家を建てたりはしま

せん。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

213 横浜市が東京オリンピックまでに新市庁舎を完成させなけれ

ばならないよほどの理由とは何なのでしょうか。明確な説明

を求めます。納得する説明がない限り東京オリンピックまで

に完成させるという基本計画には反対します。また、詳細な

検討と検討結果の公開もなしに、民間業者へのヒアリングで

建設費が上昇することについては、市民としてとうてい納得

できるものではありません。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

214 オリンピックに間に合わせる必要はまるでないと思います。  新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必
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要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

215 新市庁舎の建設時期がオリンピックの準備期間と重なり建設

ヒが高くなる。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

216 「新市庁舎整備基本計画」には、断固反対します。 

横浜市長はオリンピックパラリンピック開催年には、新市庁

舎を完成させたいと実現不可能な政策を発表しました。市長

は、営業出身であるのに市場原理が全く分かっていません。

現下の建設業界は、需要が急増し工事単価が急騰しているの

です。 

その端緒は、東日本大震災でした。震災復興が多くの予算を

残し、あるいは流用されてしまい、復興工事自体停滞してい

ます。また、１００年に一度の確立で発生する大震災の発生

確率が８０％台に達していると警告されています。さらにト

ンネルや橋、高速道の危険箇所の多発についてマスコミが報

じています。 

こんな時期に総額約６３０億円（含む移転費、退去修繕費）

も投じて新市庁舎を建設すべきではありません。工事費が急

騰している現下、新市庁舎の建設は果断に見送るべきです。

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

217 オリンピック前は、建設費の高騰が明らかなのに、それに間

に合わせたいなんてとんでもない話です。税金のムダ使いで

す。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

218 野毛、反町、港町、北仲通、時代、人口増により業務の多様

化、職員数（人口割）、これらは止める事ができません。し

かし、選定地は企業からの売り込み、工事を東京オリンピッ

クに合わせた費用は資材、工事費が高騰する事が目に見えて

いる矢先、耐震工事もした事で、４、５年は先延ししても影

響ないと思います。 

この選定地は当時の課長であった人が南区役所のこう補地大

岡高校を県から取得し出入口の道路ではたんしてしまい、そ

の責任を取らされていない人事はいかがなものでしょうか。

知る人ぞ知るこの北仲通りも例にもれず不整形で無理矢理高

層建築にする事は許されません。臭いものにフタをするな。

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、建築物等の整備の方針として「みなとみらい 21 地区と既存都心部であ

る関内地区の接点であることを象徴する超高層建築物とする。」こととされて

おり、この方針に沿って整備を進めます。 
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219 オリンピックまでに完成させる必要はない。高い費用をかけ

て急いで作らなくてもよいのでは。職員の負担も大きくなり

すぎる。（オリンピックにあわせて色々と準備が必要であろ

うから） 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

220 建設スケジュールの見直しをお願いします。（計画に時間を

かけ、完成年度をずらして（後へ）世間の建設ラッシュ時期

を避けるべき）オリンピック等 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

221 新庁舎建設は急ぐべきでも急げる状態でもないため、計画そ

のものを延期すべきと考えます。理由は、今の時期、計画ど

おりに予定がが進まず、費用がかさむことが目に見えている

からです。 

 

今、建築関係で最も優先されるべきなのは、東北の復興、そ

して期限が切られてしまっている東京オリンピックです。そ

して横浜市としてはせっかく減らした待機児童対策のための

より良い設備、市内の環境整備、老朽化設備設備のメンテナ

ンスではないでしょうか。確かに以前なら 6 年でできたであ

ろう計画でも、311 以降、そして昨年決まった東京オリンピ

ックがあるため、今は考え直すべきだと思います。 

 

日本全国では、すでに各地で建設関係の人手不足と入札不調

が顕著化しています。その上、横浜市が大規模な工事を発注

するとなると、日本全国の公共事業の人手不足に拍車をかけ、

東北復興の足をひっぱることになります。 

 

やらないことで、間接的ですが東北支援を応援する。 

建物をできるだけ長く大切に使い続けることで、廃棄物が増

えず、結果として環境に配慮できる。 

こんな選択肢があることを、横浜市は勇気を持って示して頂

きたいと思います。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

222 現時点の試算で４８年、オリンピック前ならコスト上がるで

しょう？ 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

223 整備の位置や規模はよいが、無理に五輪前に完成させる必要

は全くないと思う。そもそも東京での五輪は横浜とは直接の

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借
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関係は何もないし、あるにしても市庁舎の整備とは全く無関

係。むしろ震災の復旧にかけるべきリソースを五輪に回すこ

とでますます復旧が遅れることへの批判が振り向けられかね

ない。 

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

224 総論 

市庁舎の機能改善は必要と考えますが、現計画のまま事業推

進するのは反対です。 

特に事業スケジュールについては、もうすこし良く議論して、

五輪建設ラッシュが一段落した後に余裕を持って実行するこ

とを求めます。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

225 事業スケジュール 

本年度に基本計画をまとめ、H26 年度から具体的な計画に入

り、６年という突貫工事で建設という計画案になっています。

工期を短縮するために、設計、施工を一貫包括的に一事業者

と契約するという、通常あり得ない契約形態を用います。 

今後６年間というのはちょうど五輪の建設ラッシュと重な

り、また遅れている東北の復興事業とも競合します。 

職人さんや、建設資材の不足、高騰が予想され、上記契約形

態と合わせて、事業費が膨らむ、工期が遅れるなどの影響も

心配です。 

少数のディベロッパーの意見だけを参考とせず、より多くの

意見を聞き慎重に進めて欲しいと思います。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

  

226 新市庁舎の建設、賛成です。一刻も早く進めて欲しい。 

東日本大震災が発生した当時に、震度 6 強揺れた茨城県鹿嶋

市に住んでおりました。 

東北ほどの被害はなかったものの、不安と混乱が続く日々で

した。 

もしも今日、明日、東海地震が来たら、現在の古い庁舎がど

の程度耐えられるのでしょうか。 

庁舎が無事でも、周辺ビルに分散した部署との連携がスムー

ズに進むのでしょうか。 

巨大な政令指定都市で市役所機能が麻痺しないよう、切に願

うばかりです。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

227 新市庁舎の早期整備に賛成します。建設費高騰局面に施設整

備をすることを問題にする意見もあるようですが、様々なし

がらみを超えて議会でコンセンサスが整う見通しが出てきた

のならば、ためらう必要はないと思います。デフレを脱しよ

うとして労務単価が上昇しているのですからオリンピック需

要が過ぎたら工事費が下がる保証はないのだし、インフレス

ライドを問題視してもしようがないと思います。それよりも

オーバースペックの設計にならないようにチェックしていく

方が大切な事だと思うし、是非とも合理的な庁舎にして欲し

いと思います。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

228 横浜市は政令指定都市で区政となっています。その結果、市  新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え
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民が役所に案件がある際は、基本区役所となります。 

その関係で市役所に行く機会はめったにありません。私も横

浜市に 40 年以上在住してますが、義務教育時代に授業等の一

環で市役所に行きましたが、それ以外は記憶がありません。

よって市民レベルでは市役所へのアクセスはあまり気になら

ないと思います。                    

その結果北仲通南地区へ移転し、機能の統合を図る移転計画

にはなんら問題はないと考えます。 

同時に老朽化の折、早期着工が望ましいかと思います。震災

等はいつ発生するかわからないからです。         

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

229  林市長は「東京オリンピックまでに完成させる」と言って

います。まったく意味が分かりません。東京五輪と横浜市庁

舎に何の関係があるというのでしょうか。五輪に向けて建設

費が高騰するのは、誰が考えても分かりそうな筈です。なん

でそんな時期に工事を急ぐのか？これまた、不明朗な臭いが

プンプンします。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

230 市庁舎の整備は必要だと思いますが、今後６年間の施工期間

はちょうど五輪の建設ラッシュと重なり、結果、事業費が膨

らむ、工期が遅れるなどの影響が予測できます。このような

税金の無駄遣いをせず、もっとしっかり計画を立ててほしい

です。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

231  林市長が 2020 年までと工期を前倒ししたのは本当に論外

です。東北の復興をさらに遅らせ、一方、人材・資材の入手

難による費用増をどう考えるのですか。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

232  事業スケジュールを延長すべきです。 

 もともとは 2022 年だった完成予定を、オリンピック開催に

合わせて急に２年早め、2020 年６月にしました。市長はオリ

ンピックに集まる要人へのおもてなしをするためなどと語っ

ているそうですが、極めて理不尽な計画だと思います。 

 現在は、不況の時期に建設業者、技術者が減少したため、

東北の震災復興事業でさえままならないそうです。オリンピ

ック需要がさらに人手不足、資材不足に拍車をかけ、建設コ

ストが上昇することは確実でしょう。要人接待のために前倒

しして、復興事業をより困難にするようなことを行政があえ

て行うのは、あまりにも無神経です。しかもその接待がカジ

ノ誘致だったりしたら、横浜市民としてたまりません。 

 市民への説明や意見聴取にもっと時間をかけ、じっくり計

画を進めるよう、工事はオリンピック後に行うよう求めます。

以上 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 
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233 林文子市長の“2020 年の東京オリンピックまでに完成させた

い”の意向は子供っぽいにも程がある。大赤字必至が分かっ

ていながら推し進め途中で投げ出した（逃げ出した）中田宏

の開国博 Y150 への思い入れに近い浅薄さである。本来まった

く無関係のことで事業費がさらに膨らむことなど許されな

い。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

この手法によれば、事業期間は概ね６年を要し、平成 32 年にはしゅん工できる

と見込んでいます。 

234  整備の時期が悪い  

 2020 年のオリンピックを前にして、建築資材費も工事費も

既に上昇し始めており、今後も値上がりが続くことは明らか

である。わざわざ高くつく時期を選んで新築工事をする必要

はない。オリンピックで来日する外国の人を横浜市役所でも

てなす必要などない。 

 整備するにしても、オリンピックが終わってからにすべき

だ。  

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

235 疑問点、考慮して欲しい事 

何もオリンピックに間に合わせる必要はない。競技会場では

ない。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

236  「オリンピック間に合わせ」の無理と無駄 

 ・震災復興＋五輪⇒資材高騰＆人手不足のピークに建設⇒

建設費の予算超過のリスク大 

 ・工期短縮のための設計施工一括発注⇒競争性と透明性、

市の意向反映に問題 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

 この方式の課題として、性能発注となり具体的な仕様を受注者に委ねること

になるため、市が求める性能や仕様を確保する工夫が必要となります。その解

決策として、発注者（市）の意向を踏まえた専門家（ＣＭｒ：コンストラクシ

ョン・マネージャー）等による支援を導入します。 

237 ばく大な費用がかかり、オリンピックで工事費も上がります。

市民の税金を節約して使うのが市政だと思います。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で
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あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

238 昨年１１月に林市長が言ったオリンピック開催前に新市庁舎

を建設完成は現在の建設業界事情ではあり得ない。（倍の費

用がかかると言われている） 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

239 新市庁舎整備事業（仮称）に反対します。 

建設期間を東京オリンピックまでに短縮するとのこと。東北

の復興工事をさらに困難にさせることは、道義の面からも止

めて下さい。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

240 オリンピックに合わせる必要はありません。  新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

241 新築するにしても、オリンピック後にしてほしい。いそいで

建設せず、人手が十分確保出来る様になってからが望ましい。

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

242 オリンピックまでに竣工させる意図が分かりません。このよ

うな短期間できちんとした検討ができるわけがありません。

何より資材や人件費等、工事費の高騰は目に見えており、こ

の時期の工事は巨額の税金の無駄遣いです。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ
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ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

243 １日も早く完成させて、現状の課題に対して対処してほしい。  新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

事業概要-総事業費（91件） 

244 本庁舎建替えの事業目的が不明瞭なのでどうしても建替えた

いのならば、経費をできる限り抑えてほしい。税金の無駄使

いに十分注意してほしい。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

245 新市庁舎建設に反対します。 

市財政逼迫といわれているおり、６３０億円も市税を投入し

て新たな新庁舎建設に注ぎこむことに納得できません。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 新市庁舎整備にかかる市債発行による実質公債費比率（財政健全化の指標で、

財政規模に対する１年間で支払った借入金返済額などの割合）への影響は、平

均で 0.3 ポイントとなります。（「地方公共団体の財政の健全化に関する法律

における実質公債費比率の早期健全化基準：25％、横浜市の 24 年度決算におけ

る実質公債費比率：15.4％） 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

246 財政負担に対する批判がありますが、50 年、100 年の大計で

考え、景観面・機能面で世界に誇れる横浜市庁舎を望みます。

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

247 ６１６億円かけて新庁舎（市民の税金）を建てるのは反対で

す。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

248 耐震工事をして約５０億円もの投資をし、安全を確保して活

動を行えている事を良しとして、１６７．８億円以上の５０

億円をプラスした２１７．８億円となった時に移転すると考

えられたら良いのではないでしょうか。 

現行の市役所ビルで収まりきらずといえども、案内役が他ビ

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。仮に新市庁舎の整備が５年遅れれ

ば、100 億円以上の賃借料負担が生じることからも事業を早期に着実に進める

必要があります。 
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ルへの案内をていねいに行うだけでも、利用者は気持ちよく

理解できるものです。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

249 新市庁舎建設反対です。今こんな豪華な建物に税金をそそぐ

よりも、地道に市民の生活の改善に目をむけるべき。カジノ

に市長が血税をむけているようだが、全くナンセンス。市政

は市民のためにあるものです。市長は市民にもっともっと奉

仕してほしいです。市長の市民に対する姿勢は、とてもいた

だけないです。林さんは、もっと物の分かった人だと初めは

思っていたが、がっかりです。     

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

250 住民、市民サービスの拡充をはかることには賛同できる点も

あるが、現庁舎、市会棟に計６７．５億円かけて耐震補強工

事を実施ずみなのに、市庁舎を新たに建設するのに６３３億

円もかける必然性が本当にあるのですか、にわかに信じがた

いものがあります。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

251 はじめて市長になられた時、市長は明確に市舎を新たに立て

ることはしないと言われたのではないでしょうか。今、横浜

市はこれ以上の借金を重ねることはすべきではないと思いま

す。新市庁舎建設は中止してください。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎整備にかかる市債発行による実質公債費比率（財政健全化の指標で、

財政規模に対する１年間で支払った借入金返済額などの割合）への影響は、平

均で 0.3 ポイントとなります。（「地方公共団体の財政の健全化に関する法律

における実質公債費比率の早期健全化基準：25％、横浜市の 24 年度決算におけ

る実質公債費比率：15.4％） 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

252 市民の要求に目を向けよ！ムダ使いはやめて下さい。  新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必
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要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

253 新庁舎に６５０億はかかりすぎではないでしょうか。階数を

減らすことはできないでしょうか。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

254 ５０億円もかけて耐震工事を行い今後５０年間は使へると明

言したのになぜ港未来に新しい庁舎を多額な予算をかけて作

るのか。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

255 白紙に戻して再検討をやるべき 

莫大な建設費用の見直しを 

現庁舎は耐震工事したばかり 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

256 莫大な建設費用がかかる巨大、豪華庁舎建設に絶対反対です。

誰のために、何のためにやるのでしょうか。全く理解できま

せん。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源
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設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

257 むだな出費を出来るだけさけて下さい。  新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

258 こんなにお金を掛て新しい市庁舎をつくる必要があるのでし

ょうか？ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

259 庁舎の整備も必要だと思いますが、耐震工事を行なった現庁

舎でがまんして欲しいと考えます。市民の生活に密着した部

分に予算を投じて下さい。新庁舎建設は再考して下さい。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

260 現庁舎は、2009 年に 50 億円かけて耐震工事を行ったそうで

すね。630 億円もかけて新庁舎を作る必要は、ひとつもあり

ません！ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

261 新市庁舎の建設をとり止めて下さい。 

理由 

５年ほど前に、５０億円かけて耐震補強工事をしたばかりで

す。にもかかわらず、今度は約６３０億円もかけて新庁舎の

建設とは、どういうことですか。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強
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を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

262 「新市庁舎整備計画」について 

財政難の折、新しい市庁舎の建設の必要性はない。５０億円

をかけて耐震補強したばかりの現市庁舎を活かしていくべき

である。２０５億円もの多額の税金がムダに使われることに

は反対。地方公共団体の経費は必要最小限度を超えてはなら

ないとする地方財政法４条１項に違反しています。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

263 莫大な建設費用がかかる巨大豪華庁舎必要なし。 

全て問題あり、全面的に白紙に戻し、再検討すべきである。

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

264 ２００９年に５０億円かけて現庁舎の耐震補強工事を行な

い、その際、当時の市長は「今後５０年間は現庁舎は使える」

と言明したのに、なぜ、６３０億円もかけて新庁舎を建設す

るのか、理解できません。絶対反対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ
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て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、これらのビルには非常用電源設備が備えられて

いないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避難活動の拠点とな

る災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

265 林市長様 

せっかく５０億円もかけて、これで５０年は大丈夫となった

現庁舎なのに、どうして、その大金をドブに捨てるのですか？

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

266 ２００９年に５０億円かけて耐震補強工事を行っているの

に、なぜ６３０億円もの税金を使い新市庁舎を建設するので

すか。まったく理解できません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

267 新市庁舎整備事業（仮称）に反対です。「今後５０年は使え

る」というものが在るのに６３０億円以上もの莫大な金をか

けて新設する必要なんて全くありません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公
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共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

268 知恵をしぼり、建設費用を思い切って縮減した計画に見直し

てほしいと考えます。超高層ビルばかり林立するのが国際都

市らしいと感違いしているのではないでしょうか。発想を転

換しましょう。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

 事業費についても、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

269 官公庁の建物は「主権在民」の精神で、地味であるべきです。  新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

270 豪華庁舎はいらない。コンパクトなのがいいです。  新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

271 耐震工事も０９年に５０億円をかけて「済み」としてあるは

ず。 

今、どうして、そこに６３０億円も支出するのか？ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員
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も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

272 建物の立派なのは、もうけっこう。中に暮し居る市民に目を

向けて。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

273 新市庁舎整備の必要性は明らかであるので、コスト抑制の工

夫をしつつ、わが国最大の基礎自治体にふさわしい庁舎建設

を着実に進めて欲しい。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

274 国際都市横浜にふさわしくとの計画基本方針ですが、６００

億円をこえるお金を投入してまでする必要があるのでしょう

か。元来、役所というのは、つつましいものだと思っていま

した。豪華でなくとも、みんなの心の支えになればいいので

す。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

275 ２００９年に５０億円もかけて（われわれにはどれ程の札束

になるのか想像もつきません）耐震補強工事をした今の現市

庁舎を捨て莫大な建設費用のかかる巨大１５０ｍで３５階建

に６３０億円もかかる城のやうな高層ビルを建てるのは反対

です。 

市長は耐震補強したから今後５０年間は大丈夫使へると太鼓

判を押したと聞きましたが、何故変行したのですか？ 

大きな無駄使いはしないで下さい。私達の税金です。絶対反

対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避
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難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

276 イニシャルコストも気になるが、ランニングコストがなるべ

くかからないような施設が望ましいと考えます。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

277 賃貸の収入が入らなくなり、人口も減少しているので、あま

り豪華にせず、シンプルにして親しみやすい庁舎にしたらい

かがでしょうか。よろしくお願い致します。 

 新市庁舎は、「市民に永く愛され、国際都市横浜にふさわしい、ホスピタリ

ティあふれる市庁舎」を基本理念に掲げています。 

 整備にあたっては、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまで

のライフサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高め

るとともに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具

体的には、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用

による建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理

費の削減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図

ります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

278 巨大高層豪華庁舎の建設は不要不急であり建築計画そのもの

を中止してもらいたい。借り上げでの賃料は安くはないが、

この先の人口動向や経済動向などを考えた時に無謀で、無駄

な計画としか言いようがない。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

279 現在の市庁舎は、東日本大震災の時に大金をかけて耐震工事

を行っており、５０年は大丈夫と云われています。６００億

円もかけて新市庁舎を建設することは反対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 
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280 手狭になっていることには理解できますが、市民の血税を使

って６００億以上のお金を使っては理解できません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

281 超高齢化社会。 

国際競争力の低下。 

労働人口少なくなる。 

平成の合併・・・１０年で全国で３０８０。自治体で不安状

体。国からの交付金毎年少なくなる。その後崩壊してしまう

→日本の破綻。２０××年日本の破綻となるか？ 

横浜市の台所事情の家計簿。例として企業会計、色々の料金

支払してる市営駐車、占用料目的外使用料など。 

公共関与の必要性高ければ市の負担多い。市民の負担が増え

る。 

他１館当り運営費。６億～１２億色々お金を出来たけかけず

今の市庁舎でＯＫです。さらに介護保険、市営住宅、図書館

等。 

＊神奈庁も建替え行いません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎整備にかかる市債発行による実質公債費比率（財政健全化の指標で、

財政規模に対する１年間で支払った借入金返済額などの割合）への影響は、平

均で 0.3 ポイントとなります。（「地方公共団体の財政の健全化に関する法律

における実質公債費比率の早期健全化基準：25％、横浜市の 24 年度決算におけ

る実質公債費比率：15.4％） 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

282 多額の税金を投入する分、行政改革もしっかりやってもらい

たい。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

283 消費税の再値上げも考えられますし、経済の低迷は今后、進

むのは確実だと思います。 

莫大な建設費用がかかる豪華庁舎は必要ないと考えます。現

市庁舎を使い、又、新たな計画を考え直すべきだと思います。

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

284 新しい建物の方が機能性が良いということは理解できます。

しかし、耐震補強で５０億円もかけたばかりなのに、６１６

億円もかけて今すぐ新築する必要はないと思います。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強
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を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

285 現庁舎の耐震補強工事を５０億円もかけて５０年間は使える

と太鼓判を押されてるのに新庁舎に６３０億円もかけるのは

税金の無駄使いに他ならない。建築大反対。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行ったところ、

必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりました。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

286  北仲南地区に６３０億円の多額の費用を投じて新市庁舎を

建設することは財政難の折、厳しく検証するべきです。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 新市庁舎整備にかかる市債発行による実質公債費比率（財政健全化の指標で、

財政規模に対する１年間で支払った借入金返済額などの割合）への影響は、平

均で 0.3 ポイントとなります。（「地方公共団体の財政の健全化に関する法律

における実質公債費比率の早期健全化基準：25％、横浜市の 24 年度決算におけ

る実質公債費比率：15.4％） 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

287 費用も莫大です。  新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え
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る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

288 目線を市民において下さい。急いで新庁舎を６３０億円もか

けて作ることを、市民。私たちは了解していないし、合意し

ていません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

289 ２児の父親です。３０代。初めてＦＡＸします。 

６３０億円もかけて新市庁舎を整備するなんてやめてほし

い！私たちの税金を何だと思っているのか（怒）５０億円を

かけて今の市庁舎を耐震補強したんでしょ！！ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による
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建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

290 今、日本は、多くの問題をかかえています。 

福島の原発や、毎年あちこちで起る大雨による崖崩れや山崩、

中国や韓国との問題、全世界でおこっている事です。 

私達の税金も年々上って、こん後の生活もとても不安です。

今、庁舎建て替えのため６００億もの大金をつぎ込むのは、

ぜったい反対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

291 新庁舎は質素な建物で十分。豪華で贅沢な建物は税の無駄使

いです。 

東京都庁舎のような豪華な見栄張りの建物は必要なし。質素

な建物でも十分仕事は出来ます。東京とは対抗しないで下さ

い。 

近代的なつもりの施設であっても、子供、高令者にとっては

住みにくい町に変りつつあります。 

横浜市が財政大変だと言っていたら、何んの企業も持たない

地方の町や市の運営はどんなに大変か考えてみて下さい。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

292 関内地区での民間ビル借り上げと、そこに出入りする人とで

地元の経済は潤っています。そんなことから膨大な建設資金

のかかる巨大建設工事は白紙に戻し検討すべきと考えます。

 関内・関外地区は、近年、地区の地盤沈下が進み、厳しい状況にあることか

ら、新市庁舎整備を契機として、地区の活性化を持続的に図るため、平成 22

年 3 月に「関内・関外地区活性化推進計画」を策定しました。 

 この計画に基づき、地権者やテナント、商業者など様々な関係者の方々にも

ご意見・ご提案をいただきながら、関内駅周辺地区のまちづくりの検討を進め

ます。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

293 新市庁舎建設はとりやめて下さい。 

５年ほど前に、５０億円かけて耐震補強したばかりです。今

度は約６３０億もかけて新庁舎の建設は反対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７
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年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

294  市民は高い国保料や市民税を収め、さらに消費税増税で生

活は益々困窮化している。苦しい市民生活を顧みず、この時

代、市民税６３０億円をも投入して箱物を建設することは、

断じて容認できない。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

295 市民は豪華庁舎など望まない。  新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

296 新庁舎の建設には、とにかく質素な建物にして貰い度し。見

栄を張った庁舎は必要ありません。最近の横浜はあらゆる所

ろで見栄を張った建設が多すぎます。東京に対抗する必要は

全くありません。東京都庁舎のようなあんな超一流のホテル

並みのビルにしなければ東京都の仕事がやって行けません

か？横浜市も今は資金難で住民に多大な負担をかけている時

に贅沢は止めて下さい。近代的にしているつもりの施設であ

っても、高齢者や子供にとっては住みにくい町に変わりつつ

あります。見栄を張った市政は町の財政を苦しくします。贅

沢するお金が有ったら最っも必要な住民の為に使って下さ

い。お願い致します。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必
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要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

297 現市庁舎は耐震工事を５０億円もかけてしたのに、それを使

わないことにする。更にばく大なお金（結局は私たちががん

ばって納入した税金でしょ。）をかけて新市庁舎を作るなん

て、そんな見通しのない市政はおかしいと思います。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

298 大きな金を使う必要はない。  新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

299 どうしても設計者から考えると外観にとらわれ、コスト面が

おろそかになります。シンプルな建物にすれば、耐震設計も

行いやすいと思います。総工費を今の段階で下げておかない

と、資材、労務の高騰により完成時に必ず当初予算より高ま

ります。この事を重要視して下さい。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

300 一般市民は区役所には行きますが、市庁舎に行くとこはほと

んどありません。新市庁舎建設に多大な税金を使っている場

合ではありません。人口減少が予測される中で、子どもたち

に負担を強いることはできません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。  

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

301 ０９年に耐震補強工事を完了させて以後５０年は使用に耐え

るとして５０億の税金を支出し、業者に支払っておきながら、

２０２０年の東京オリンピックに間に合わせるとして更に高

層ビル新庁舎建設にかかるとは、呆れるくらいに市政に悪影

響を与えている。又、計画を白紙に戻して、昨年『旧庁舎を

５０年使用する』とした市長は議会に意見書を提出し直して、

新庁舎建設の費用６３０億円を市の経済貢献に振り向ける改

案を発信したらどうですか！！？ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員
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も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

302 ６１６億円もの税金を投入して、新市庁舎を建設する必要は

ない。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

303 これから人口が減って行くのに、６００億円以上もつかい、

新市庁舎を建設するのは反対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

304 北仲南地区を可としたうえで、事業規模を見直して、必要最

小限の事業費で行えるよう検討の余地はまだあると思いま

す。 

 具体的な建物の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基

準や国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィ

ス事例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査

してまいります。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

305 市民として新庁舎建設は不要と考えます。評価調書（案）は、

不動産業者のパンフと同じです。軟弱な土地に建設とは６１

６億のムダ使いです。 

行政は、庁舎で仕事するものではありません。職員が誠実に

するものです。 

シッカリ仕事をして下さい。 

人口減少です。開業４８年度にこんな建物はいりません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越
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して算定し直したものです。 

 整備予定地は埋立地ですので、地盤沈下や液状化の懸念がありますが、建築

計画の中で対策を講じていきます。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

306 数年前に 50 億円以上も使い、今後 50 年は安全に使用できる

ような耐震化工事を行った現在の市庁舎です。大多数の市民

にとって約 616 億円というような大金を費やす市庁舎の新築

は全く必要性ありません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

307 莫大な建設費用がかかる巨大庁舎の採用案は白紙に戻して再

検討を― 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

308 市民にとって必要なのは日常的に利用する区役所、出張所、

図書館などのサービスの向上です。豪華な市庁舎ではありま

せん。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

309 ５０億円もかけて５０年間も使えるようにした（耐震補強工

事）のに、６００億円以上かけて新庁舎整備は急ぐ必要はな

い。白紙に戻して再検討した方が良い。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 
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 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

310 超高層ビルは横浜市庁舎には不必要。もし、新庁舎をどうし

ても建て替えるならムダのない中高層ビルで充分。豪華な市

庁舎には反対します。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、建築物等の整備の方針として「みなとみらい 21 地区と既存都心部であ

る関内地区の接点であることを象徴する超高層建築物とする。」こととされて

おり、この方針に沿って整備を進めます。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

311 巨大な豪華な庁舎を建てる事より、市民生活重視の市政を望

みます。新庁舎建設には断固反対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

312 現市庁舎は何年間前に５０億円かけて耐震工事をしたときき

ました。６００億円もかけて、新庁舎を建てる必要があるの

でしょうか。関内駅すぐで利便性がいいです。そのままでい

いと考えます。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や
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事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

313 ５０億かけて修理しているにもかかわらず、６３０億で新築

するのは問題あると思います。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基本

構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場合

の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を策

定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越し

て算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

314 現庁舎は耐震補強工事も完了済みとの事。 

この不景気の折りに税金のムダ使いをやめて下さい。 

新市庁舎建設に反対します。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

315 市役所は必要です。災害時などにきちんと機能するものが必

要だと思います。しかし、横浜の場合、その規模から地域ご

と（区役所）の役割が決定的になり、市役所は身の丈に合う

ものにして下さい。 

コンパクトに機能するように見直して下さい。 

 新市庁舎の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基準や

国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィス事

例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査して

まいります。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

316 600 億円もする市庁舎は必要ありません。もっと安くできる  新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基
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はず。 本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

317 「新市庁舎整備基本計画」を「新市庁舎整備基本構想（案）」

と比較すると、賃貸オフィス床を整備しないため建設床面積

は減っているにもかかわらず、建設費・設計費は約 603 億円

から 616 億円に上昇しています。これに対応するための市債

発行は 457 億円から 487 億円（市債返還 612 億円から 651 億

円）に、一般財源支出が 251 億円から 280 億円に膨れ上がっ

ています。まずこの予算の増加について明確にし、市民に問

うべきです。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

318 今の庁舎は耐震工事を最近行っており、市の財政が苦しい中

で６００億もかけて新庁舎を今造らなければならないとは思

いません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

319 事業費が高すぎる。  新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物
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機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

320 50 億円もの費用をかけて耐震補強工事をした現市庁舎があ

るのに、603 億円もの巨費を投じて、北仲通南地区に新たな

庁舎を建設するというのは税金の無駄遣いです。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

321  コスト比較をお願いします 

 他自治体の庁舎と比べて費用が掛かり過ぎていませんか。

床面積当たりの費用比較をお願いします。液状化対策などで

費用が高いのではないですか。「行政は市民のお金で建築す

るということを忘れがち」と言われています。そのいい例が

都庁舎だと思います。他自治体と比べて高くなっていないか

の比較をお願いします。 

 新市庁舎の規模（146,800 ㎡）については、総務省地方債事業費算定基準や

国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィス事

例などを参考に、現状を踏まえて算定したものですが、今後も十分に精査して

まいります。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

322 北仲通南地区案は 487 億円もの膨大な将来負担を前提として

おり、かつその金額でおさまるか否かはきわめて怪しい。現

に昨年3月の建設基本構想からわずか1年で13億円も総事業

費が膨らんでいる。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

323 建築費用はできるだけ掛けない、華美な装飾は不要。  新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

324 横浜市長 殿 

横浜市庁舎を新しく建設することに反対です。 

現市庁舎は、平成１４年、２１年に併せて１７５億円も投じ

て耐震補強工事を完了している。新しく建設する場合の６１

６億円の実に２８％の費用を使っている。これを無駄にする

のですか？ 

 現市庁舎の耐震補強工事は、平成 14 年の市会棟耐震補強工事で約 12.5 億円、

平成 21 年の行政棟耐震補強工事等で約 50 億円でした。  

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

325 横浜市の財政は、そんなに余裕があるのですか？ 

手持ち資金ゼロ、市債を発行して大借金をして、このツケを

次世代の市民にまわすのですか？ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 
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若い世代の人口減、晩婚化、独身志向は、さらにその次の世

代の赤ちゃんが生れないということから来る次世代の人工減

は想像するだけでも深刻である。 

 

まだまだ使える現市庁舎を捨てて、６１６億円もの巨額の金

を新しく投じるのは、まさに無駄使いの最たるものである。

＊日本は、国も地方も、巨額の借金だらけ。政治家は、自分

のふところは痛まないから、いくらでも国債、市債を発行す

る。 

＊市庁舎もさることながら、あちこちで始まっている区役所

の建て替えはどういうことですか？ 港南区、南区などな

ど・・・・まだまだ使えそうな区役所の建て替えが、どんど

ん進んでいる。誰が決めたのか？どんな手続きで決めたの

か？ 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

 新市庁舎整備にかかる市債発行による実質公債費比率（財政健全化の指標で、

財政規模に対する１年間で支払った借入金返済額などの割合）への影響は、平

均で 0.3 ポイントとなります。（「地方公共団体の財政の健全化に関する法律

における実質公債費比率の早期健全化基準：25％、横浜市の 24 年度決算におけ

る実質公債費比率：15.4％） 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

 なお、区庁舎は、横浜市耐震改修促進計画に基づき、27 年度の耐震化目標に

向け、耐震補強や再整備を順次進めています。 

326 はじめまして。  

新市庁舎整備の意見募集を偶然見つけたので、意見を簡単に

させて頂きます。  

【要望】  

横浜市は現状債権を発行して運営がなりたっているので、 建

設が決定してしまっているのであれば極力金額をかけずに建

設してほしいです。  

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

327 オリンピックがあるからと、建物を立派にするのでしょうか。

国民健康保険などはとても高く、年金生活の人はとても大変

です。何百億円もかかる新市庁舎はいらないと思います。ム

ダづかいをなくして、もっと市民のためになるように使って

下さい。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に進める必要があります。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

328 耐震工事をやったばかりで、また数十年使えると市長が言っ

ているのに６００億円以上もかけて、新しい市庁舎をつくる

ことはないと思う。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 
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 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

329 ６３０億円もの巨額な費用をかけて新しい庁舎をつくること

は止めて下さい。５０億円かけて耐震工事をし、５０年間は

使えるという現在の庁舎で充分です 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

330 新市庁舎を急ぐ必要はありません。６３０億円は高すぎます。

大切な市民の税金です。ゆっくり市民の声を聞いて、よーく

考えて計画を作りなおして下さい。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

331 むだな超高層ビルを作らなくても、もっと横浜らしいビルを

作って、税金は緑をもっと残す方面に使ってほしいと思いま

す。 

キラキラピカピカの市役所じゃなくても、おもてなしは出来

ると思います。（オリンピックなど外国の方の） 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

332 現在の市庁舎はバス、電車、地下鉄からすぐで便利ですが、

新市庁舎はそうはいきません。高令者には大変になります。

莫大な建設費も市民には大きな負担です。 

 新市庁舎の整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シ

ンボル性・歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民

の皆さまからのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁

舎整備基本構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 
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333 東京、品川区から転居し、５年が経ちますが区議会がないの

で、横浜市政の詳しいことがわかりにくいように感じていま

す。それでも、今回の市庁舎建設に関して、疑問を感じてい

るので述べさせていただきます。 

現在の市庁舎は、５０億円かけて耐震工事をしたと新聞報道

されていました。また、港町地区で建設すれば３９８億円で

済むと横浜市も試算しているとのこと、北中通南地区では６

０３億円かかるとも報道されていました。お金がかかりすぎ

ます。反対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

334 なるべくお金をかけないで、機能重視の建物としてほしい。  新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

事業の必要性-【新市庁舎整備の必要性】（99 件） 

335 本当に今新市庁舎が必要なのでしょうか。 

私たちは、市庁舎にいくことはほとんどありません。今、災

害に備えて防災が強く叫ばれている時になぜ高層の豪華庁舎

が必要なのでしょうか。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区は、北仲通南地区再開発地区計画

では、建築物等の整備の方針として「みなとみらい 21 地区と既存都心部であ

る関内地区の接点であることを象徴する超高層建築物とする。」こととされて

おり、この方針に沿って整備を進めます。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じたことから、あらためて、災害時における応

急復旧活動や避難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認

識しました。 

 震災後、一部組織については非常用電源を備えたビルへ移転しましたが、そ

の他民間ビルの組織については、現在も引き続き業務の継続性について懸念さ

れています。 

 現市庁舎が抱える老朽化や庁舎の分散化などの課題とともに、市民の皆さま

の安全を守る拠点として、業務の継続性の面からも新市庁舎を整備する必要が

あると考えています。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

336 事業の必要性 

◆災害への備え（危機管理機能の強化） 解決策⇒現庁舎で

出来る範囲で行って下さい。財政逼迫の横浜市民は、我慢せ

ざるを得ません。借入金が増えるよりましです。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施
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することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

337 移転予定地の北仲南地区は、元禄型地震などで液状化のリス

クが高いと指摘されている。２０１１．３．１１地震と津波、

それに続く原発事故を経験した現在、都市機能の維持に求め

られる条件も変わってきた。市庁舎移転の必要性についても、

移転先の選定についても、もう一度白紙に戻して議論を尽く

すべき。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 当該地区は、現市庁舎のある港町地区同様、埋立地であり、地盤沈下の可能

性があります。また深さ５ｍ程度に砂質土層があるため液状化の懸念がありま

す。しかしながら、建物については、基礎杭を支持層まで打設することや、地

下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことにより地盤沈下や液状

化への対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害

を受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

338 危機管理機能強化の必要性は、東日本大震災の状況を考えれ

ば、危機管理室を整備しても横浜市民は守れないことは明ら

かであり、防災対策からも必要性を強調しても解決にはなり

ません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じたことから、あらためて、災害時における応

急復旧活動や避難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認

識しました。 

 震災後、一部組織については非常用電源を備えたビルへ移転しましたが、そ

の他民間ビルの組織については、現在も引き続き業務の継続性について懸念さ

れています。 

 現市庁舎が抱える老朽化や庁舎の分散化などの課題とともに、市民の皆さま

の安全を守る拠点として、業務の継続性の面からも新市庁舎を整備する必要が

あると考えています。 

339 賛成できない。理由は次の点。 

１．部局を集中させようとしていること。 

２．新庁舎の場所が海に近く、かつ高層であること。 

いま部局が分散して効率の悪いことは理解したが、１カ所に

集中させすぎることは災害時にはすべてがダウンするなどの

リスクがあると思う。 

いまの消防局のように区役所ビルに特定の部局をまとめて置

くなど、区役所整備と一体での計画が必要ではないだろうか。

また、海沿いの地域は、地震や津波のとき、いくら市庁舎が

大丈夫だったとしても、他の地域から出向くうえで支障が生

じることがある。"山"側の地域、あるいは武蔵国ではなく相

模国の地域にも一部の部局をおくことで、リスク回避をはか

るべきだと思う。 

 災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）は、新市庁舎内に整備す

るものの、大規模災害発生時のリスクを分散させる観点から、実際に現場で救

援活動・救助活動を行う消防局（保土ケ谷区）については、新市庁舎に集約し

ません。 

340  新市庁舎について 

（機能を集積しても、地震で、交通網や通信網がズタズタに

なると、孤立し、やがては利用できなくなるおそれがありま

す。東日本の震災でも、仙台市の衛生研究所は自家発電を備

えていましたが、結局、交通網がこわれていまったため、燃

料油の調達ができず、数日後には停電し、機能不全になった

と聞きます。新市庁舎も非常用の電源や燃料油の備蓄はある

程度備えて設計していると思いますが、何がおこるかわかり

ません。原発事故もそうですが、備えあれば憂いなしなので、

いざとなった時の機能を、別の場所に確保する方向が良いと

思います。少し離れた新しい南区役所？戸塚区役所？に一部

非常時の機能を持たせるなど） 

 災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）は、新市庁舎内に整備す

るものの、大規模災害発生時のリスクを分散させる観点から、実際に現場で救

援活動・救助活動を行う消防局（保土ケ谷区）については、新市庁舎に集約し

ません。 

341 現庁舎は数年前に耐震工事もされたと思います。当分使うた  現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行
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めにそうしたと思います。危機管理センター機能も果たせる

と思います。超高層ビルは、地震、火災の際の避難リスクは

ありませんか。 

 

 さらなる説明と再検討をお願いします。 

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じたことから、あらためて、災害時における応

急復旧活動や避難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認

識しました。 

 震災後、一部組織については非常用電源を備えたビルへ移転しましたが、そ

の他民間ビルの組織については、現在も引き続き業務の継続性について懸念さ

れています。 

 現市庁舎が抱える老朽化や庁舎の分散化などの課題とともに、市民の皆さま

の安全を守る拠点として、業務の継続性の面からも新市庁舎を整備する必要が

あると考えています。 

342 現在の市役所庁舎、使用中の庁舎、及び区役所の設備能力と

市役所、区役所の役割を見直し、良く精査により、市民によ

り近く、より効率的で、より効果的な行政になるかを検討す

べき。リスク管理の点からも、一極集中とせず、各区に可能

な限り分散すべきと思います。従って、一度計画は白紙にす

るべきと考えます。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、ビル間での引っ越しによ

るコストも毎年度生じています。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 なお、災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）は、新市庁舎内に

整備するものの、大規模災害発生時のリスクを分散させる観点から、実際に現

場で救援活動・救助活動を行う消防局（保土ケ谷区）については、新市庁舎に

集約しません。 

343 ◆深刻な執務室不足（庁舎の分散化）の解消 解決策⇒分散

化を解消すべく徹底した行革を推進し、業務を効率化して下

さい。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

344 現在の市役所を使いながら庁舎の分散化を防ぐ方法はありま

す。今の分散化のまま数十年を過す必要はありません。自分

達の考えている方向に導きたいための行動ではなく、今一度

長い将来を考えて、横浜にとって何が一番良いのか、正しい

判断をしていただきたいと心から願います。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲
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通南地区を整備予定地と位置づけました。 

345 分散による非効率は理解できるが、必ずしも１ヶ所にすれば

良いものではない。（非効率の本質はそれではない。） 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、職員

にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に時間を要する

とともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促進することが

できません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、ビル間での

引っ越しによるコストも毎年度生じています。このようなことから、市庁舎機

能を１か所に集約することは必要であると考えています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

346 現在、及びこれからも情報機器等先端技術が発達していくの

で、庁舎を１つ集中する必要がなく、震災等危機管理上分散

していた方がより安全であると思う事。 

 集約の必要性についてですが、現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民

ニーズの多様化、社会環境の変化による業務の拡大に伴って執務スペースが不

足し、現在は、周辺の約 20 か所の民間ビル等に分散するなど非効率な状態とな

っています。このため、関連性の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビル

に配置することができず、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の

際のビル間移動に時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピ

ー室の共用化も促進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組

織の見直しにより、ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。

このようなことから、市庁舎機能を１か所に集約することは必要であると考え

ています。 

 なお、災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）は、新市庁舎内に

整備するものの、大規模災害発生時のリスクを分散させる観点から、実際に現

場で救援活動・救助活動を行う消防局（保土ケ谷区）については、新市庁舎に

集約しません。 

347 ただ、評価書（案）に、サービスの低下、非効率化、必要性

等の列記は、その原因、責任は庁舎自体にありと言わんばか

りの姿勢、態度には大疑問。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、職員

にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に時間を要する

とともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促進することが

できません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、ビル間での

引っ越しによるコストも毎年度生じています。このようなことから、市庁舎機

能を１か所に集約することは必要であると考えています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

348 "集約する"（部局の、機能の、・・・）の語が多出するが、

集めてまとめる（節約）には、容れもの説明だけでは、期待

薄。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

349  私と家族からすると、庁舎分散による不便は感じていませ

ん。  

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 
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 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どについては、今後も一定のニーズが見込まれます。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

350 20 ほどの建物に分散して業務が非効率という件、どの部署と

どの部署が週に何回、何人建物間を移動してるのかの数字を

出してください。と去年も意見だしたのに今年も載ってませ

んね。必要性自体がでっち上げなのは、あなた方自身でも解

かってるのではありませんか？ 冷静になって考えてくださ

い。  

 事業の効果として、庁舎分散化の解消、市民の皆さまの利便性向上、危機管

理機能の強化などを挙げていますが、これらの成果を数値的に示すのは難しく、

定性的な評価とならざるをえません。 

 そこで、このまま現市庁舎を使い続けた場合と新市庁舎を整備した場合の、

イニシャルコスト、ランニングコストを含めた収支のシミュレーションを行い、

その違いが分かるようにお示しさせていただいています。 

351 民間では高収益の超優良企業でなければ、こんな本社オフィ

スは建てられませんよ。それから、現状が効率的でないとい

うのがしつこいほど書かれていますが、分散化のことを言っ

ているのかそのほかのことを言っているのかわかりません。

どの形になるにせよ効率化をするのでしょうから、効率化の

目標ぐらい出してください。今まで一度も出てきていません。

 

前回の「本市の考え方」の資料ですが、質問の回答になって

いないものが散見されました。今回はそういうことのないよ

うにお願いします。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

352  一極集中させるべきでないと考える。  集約の必要性についてですが、現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民

ニーズの多様化、社会環境の変化による業務の拡大に伴って執務スペースが不

足し、現在は、周辺の約 20 か所の民間ビル等に分散するなど非効率な状態とな

っています。このため、関連性の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビル

に配置することができず、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の

際のビル間移動に時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピ

ー室の共用化も促進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組

織の見直しにより、ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。

このようなことから、市庁舎機能を１か所に集約することは必要であると考え

ています。 

353  移転による市庁舎の利便性を挙げますが横浜市民３００万

超のいったい何人が現存の市庁舎を不便だと言っているので

しょうか？それは横浜市職員（一部）と議員だけではないで

しょうか？客観的な理由を知りたいです。以上の理由から事

業の白紙撤回を求めます。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どについては、今後も一定のニーズが見込まれます。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

354 周囲のビルに分散している部、課があるとしても市民として

は別に不便はありません。普通の市民にとって市役所へ行く

用事は殆んど無いのです。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どについては、今後も一定のニーズが見込まれます。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

355 現市庁舎は老朽化し、市役所機能が市役所周辺の民間ビルに

分散・間借りしているから不便であるという声は、本当に多

数なのでしょうか。少なくとも、私の周辺ではそんな声は挙

がってもいないし、聞いたこともありません。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 
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 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どについては、今後も一定のニーズが見込まれます。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

356 これほどＩＴ技術が進歩普及している今日、市役所の機能や

執務空間を敢えて一カ所にまとめる必要性はほとんどないと

考えます。市民の利便性向上にとっては、よりアクセスしや

すいオフィスの分散化の方が、はるかに良いのではありませ

んか。 

周辺住民にとっても、職員が１ヶ所に集中する通勤、出入り

業者や市民の増加などで、駅周辺や役所周辺の混雑が発生し、

良いはずがありません。市民、職員がよりよい環境で生活や

仕事ができるような環境の創造について長期的な展望を持っ

てください。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どについては、今後も一定のニーズが見込まれます。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

357 横浜市に住むほとんどの市民は私も含め市庁舎に出向く用事

がない人が多いと思う。日常の手続きは区役所、行政センタ

ーでほとんど済んでしまう。なので、市役所でどのような業

務が行われているのかよくわからないし、ホスピタリティあ

ふれる・・・と言っても、わざわざ市役所へ憩いに行こうと

は思わない。とは言え、建物の老朽化や機能分散に対しての

建て替えは必要だと思うので、より市民にわかりやすく、機

能や費用を発信してほしいと思う。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 また、建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排水など、設備全体の老朽

化が進んでいます。行政棟では平成 19 年から 21 年にかけて耐震補強工事を実

施し、あわせてトイレなどの水まわりの改修を行いましたが、空調設備は老朽

化しており、冬季・夏季の執務環境に支障をきたすことがあります。また、雨

漏りや外壁の剥離なども見られる状況であり、長期的に使用する上では、大規

模な修繕と適切な保全措置を継続する必要があります。 

 また、多くの職員が勤務する民間ビルでも老朽化が進んでいるビルがあり、

いずれは、移転・再配置が必要になることが考えられます。このような状況を

考慮すると、収支シミュレーションでも掲げたとおり、新しい市庁舎を整備し

たほうが、横浜市の財政負担は抑えられると考えています。 

358 横浜市も全国で最大の自治体としていつでも一歩リードして

いる現状の中現舎も５０年を超えているのを考えると新庁舎

を建設する事は大いに賛同いたします。 

 現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排水など、設備全

体の老朽化が進んでいます。行政棟では平成 19 年から 21 年にかけて耐震補強

工事を実施し、あわせてトイレなどの水まわりの改修を行いましたが、空調設

備は老朽化しており、冬季・夏季の執務環境に支障をきたすことがあります。

また、雨漏りや外壁の剥離なども見られる状況であり、長期的に使用する上で

は、大規模な修繕と適切な保全措置を継続する必要があります。 

 また、多くの職員が勤務する民間ビルでも老朽化が進んでいるビルがあり、

いずれは、移転・再配置が必要になることが考えられます。このような状況を

考慮すると、収支シミュレーションでも掲げたとおり、新しい市庁舎を整備し

たほうが、横浜市の財政負担は抑えられると考えています。 

359 老朽化対策は他に多くあるが  現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排水など、設備全

体の老朽化が進んでいます。行政棟では平成 19 年から 21 年にかけて耐震補強

工事を実施し、あわせてトイレなどの水まわりの改修を行いましたが、空調設

備は老朽化しており、冬季・夏季の執務環境に支障をきたすことがあります。

また、雨漏りや外壁の剥離なども見られる状況であり、長期的に使用する上で

は、大規模な修繕と適切な保全措置を継続する必要があります。 

 また、多くの職員が勤務する民間ビルでも老朽化が進んでいるビルがあり、

いずれは、移転・再配置が必要になることが考えられます。このような状況を

考慮すると、収支シミュレーションでも掲げたとおり、新しい市庁舎を整備し

たほうが、横浜市の財政負担は抑えられると考えています。 
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360 新市庁舎整備事業への意見 

現庁舎で充分です。 

 現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排水など、設備全

体の老朽化が進んでいます。行政棟では平成 19 年から 21 年にかけて耐震補強

工事を実施し、あわせてトイレなどの水まわりの改修を行いましたが、空調設

備は老朽化しており、冬季・夏季の執務環境に支障をきたすことがあります。

また、雨漏りや外壁の剥離なども見られる状況であり、長期的に使用する上で

は、大規模な修繕と適切な保全措置を継続する必要があります。 

 また、多くの職員が勤務する民間ビルでも老朽化が進んでいるビルがあり、

いずれは、移転・再配置が必要になることが考えられます。このような状況を

考慮すると、収支シミュレーションでも掲げたとおり、新しい市庁舎を整備し

たほうが、横浜市の財政負担は抑えられると考えています。 

361 「新市庁舎整備の必要性」 

災害への備え、執務室不足、老朽化、その通りだと思ってい

ます。新しい設備を備えた風格がある新市庁舎を！ 

 現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排水など、設備全

体の老朽化が進んでいます。行政棟では平成 19 年から 21 年にかけて耐震補強

工事を実施し、あわせてトイレなどの水まわりの改修を行いましたが、空調設

備は老朽化しており、冬季・夏季の執務環境に支障をきたすことがあります。

また、雨漏りや外壁の剥離なども見られる状況であり、長期的に使用する上で

は、大規模な修繕と適切な保全措置を継続する必要があります。 

 また、多くの職員が勤務する民間ビルでも老朽化が進んでいるビルがあり、

いずれは、移転・再配置が必要になることが考えられます。このような状況を

考慮すると、収支シミュレーションでも掲げたとおり、新しい市庁舎を整備し

たほうが、横浜市の財政負担は抑えられると考えています。 

362 ◆施設や設備の老朽化の解消 解決策⇒財政逼迫なのですか

ら現有施設備を補修しながら使っていくしかありません。市

職員も市民も我慢せざるを得ません。借入金が増えるよりま

しです。 

 現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排水など、設備全

体の老朽化が進んでいます。行政棟では平成 19 年から 21 年にかけて耐震補強

工事を実施し、あわせてトイレなどの水まわりの改修を行いましたが、空調設

備は老朽化しており、冬季・夏季の執務環境に支障をきたすことがあります。

また、雨漏りや外壁の剥離なども見られる状況であり、長期的に使用する上で

は、大規模な修繕と適切な保全措置を継続する必要があります。 

 また、多くの職員が勤務する民間ビルでも老朽化が進んでいるビルがあり、

いずれは、移転・再配置が必要になることが考えられます。このような状況を

考慮すると、収支シミュレーションでも掲げたとおり、新しい市庁舎を整備し

たほうが、横浜市の財政負担は抑えられると考えています。 

363 平成２４年１２月の基本構想（案）への市民意見にもあるよ

うに、建て替えの必要性について疑問を持っている人もまだ

いると思う。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 また、建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排水など、設備全体の老朽

化が進んでいます。行政棟では平成 19 年から 21 年にかけて耐震補強工事を実

施し、あわせてトイレなどの水まわりの改修を行いましたが、空調設備は老朽

化しており、冬季・夏季の執務環境に支障をきたすことがあります。また、雨

漏りや外壁の剥離なども見られる状況であり、長期的に使用する上では、大規

模な修繕と適切な保全措置を継続する必要があります。 

 また、多くの職員が勤務する民間ビルでも老朽化が進んでいるビルがあり、

いずれは、移転・再配置が必要になることが考えられます。このような状況を

考慮すると、収支シミュレーションでも掲げたとおり、新しい市庁舎を整備し

たほうが、横浜市の財政負担は抑えられると考えています。 

364 代替案 

 新たな借金をせずに以下に述べる２つのステップで新庁舎

を整備する方式を提案します。 

（１）第１ステップ⇒今後３０年間（平成５６年まで）は現

庁舎を使用する。 

事前評価調書（案）に記載されている「事業目的、内容、必

要性、効果および環境への配慮」へは、以下の様に対応すれ

ばすべて解決可能です。 

（１）－１ 事業目的 

・築５０年以上の経過による施設や設備の老朽化 解決策⇒

財政逼迫の横浜市としては市民も職員も我慢の範囲と認識す

べきです。平成２１年に約５０億円もの巨費を投入して耐震

補強工事を行ったのですから現庁舎をあと３０年程度使用す

るのは当然です。 

・庁舎の分散化による市民サービス低下、業務の非効率 解

決策⇒分散化を解消すべく徹底した行革を推進し、業務を効

率化して下さい。 

・危機管理能力強化の必要性 解決策⇒現庁舎で出来る範囲

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 築５０年以上の経過による施設や設備の老朽化についてですが、現在の市庁

舎は建築後 50 年以上が経過し、空調、電気、給排水など、設備全体の老朽化が

進んでいます。行政棟では平成 19 年から 21 年にかけて耐震補強工事を実施し、

あわせてトイレなどの水まわりの改修を行いましたが、空調設備は老朽化して

おり、冬季・夏季の執務環境に支障をきたすことがあります。また、雨漏りや

外壁の剥離なども見られる状況であり、長期的に使用する上では、大規模な修

繕と適切な保全措置を継続する必要があります。 

 また、多くの職員が勤務する民間ビルでも老朽化が進んでいるビルがあり、

いずれは、移転・再配置が必要になることが考えられます。このような状況を

考慮すると、収支シミュレーションでも掲げたとおり、新しい市庁舎を整備し

たほうが、横浜市の財政負担は抑えられると考えています。 

 庁舎の分散化による市民サービス低下、業務の非効率についてですが、現市

庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変化によ

る業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所の民間

ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性の高い
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で行って下さい。財政逼迫の横浜市民は、我慢せざるを得ま

せん。借入金が増えるよりましです。 

部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民の皆さ

まにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

 危機管理能力強化の必要性についてですが、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基

準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行った耐震診断で、すでに補強が必要

との診断を受けていました。平成７年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、

本市が平成 11 年度に策定した「公共建築物耐震対策事業計画」において、あら

ためて平成 22 年度までに耐震補強を実施することとされたことから、市会棟か

ら順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

365 分散化の解消、危機管理機能の強化など市民の不便、不安を

早期に解決して、今後の横浜の５０年、１００年を支える庁

舎となってほしい。 

 いただいたご意見の趣旨を踏まえて、今後もしっかりと検討してまいります。

366 横浜市はみどり税など他市には無い税金まで徴収しているの

にお役所の居場所は新しくするのは納得いかない。公務員１

人１人の賞与カット、給与減額してどうしても建替えたけれ

ば対応するべき。税金が勿体無い！！ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

367 わたしは新庁舎建設に反対です。 

一昨日 5 月 10 日付け日本経済新聞記事によると、既に国の債

務が 2013 年度末で 1024 兆円という事態になっており、今年

度末には 1143 兆円を超える見通しです。 

また、少しさかのぼって 4月 24 日付け同紙記事では、生命保

険会社が長期金利高騰に備え国債の管理を強化する報道もあ

ります。 

このほか、多くの日本国債すなわち国の債務についての報道

があるなか、最近では事実上破綻していることを示唆する記

事も出てきています。 

国は国、横浜市は横浜市といった、分裂した発想はできませ

ん。横浜市民は日本国民だからです。 

国が破綻したらどうなるかは、ギリシャをみても明かです。

日本はギリシャのようにならないという、根拠のない希望を

口にする無責任な専門家が大勢いますが、昨年の IMF 総会の

テーマは日本の債務問題もあったはずです。 

肥大化した国と、地方自治体は、戦前の近衛内閣から連綿と

続く社会主義政策と決別し、一刻もはやく業務を縮小すべき

です。 

現庁舎で間に合う人員での業務回帰をすべきと考えます。 

大阪市の職員数よりはるかに横浜市が少ないというのも、基

準が滅茶苦茶な議論です。 

1950 年代に欧米で常識になった、パーキンソンの法則（役人

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 
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の数は増える）を地で行くようなわが国は、すでに漫画の国

です。（クールジャパンのことではありません） 

いまある行政のスリム化ではなくて、行政がやることとしな

いこと、やってはいけないことを仕訳することが必要です。

いまは、全部「必要なこと」になっています。 

市民や国民を甘やかし、愚民化の末に現れる世界は歴史が証

明するおぞましきものです。 

それを阻止するために、民間の経営者を市長に選んだのです。

分散化されたオフィスが、市民に不便なことなどありません。

新品ピカピカの立派なオフィスで快適なのは職員たちです。

放漫経営の借金を強制的に背負わされる理不尽が嫌なので

す。 

もういい加減に、土建屋的資源配分をやめてもらいたいもの

です。 

今の家賃がこんなに浮くといったシロウト計算をして、平気

な顔でいられる専門家って誰なのですか？各委員会の委員の

名前は公表すべきです。 

日本国債のリスク計算はしているのですか？ 

百年先まで責任持てるような気概が本当にある、立派な方々

なのでしょうか？ 

横浜港も国の直轄になって、どんどん国家社会主義がすすん

でいきます。 

どうぞ、お国のパシフィコ横浜でも借りて議会やってくださ

い。 

368 平成２１年度に耐震補強済みならば、本庁舎建替えは不要だ

と思う。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

369 現庁舎に耐震補強を施し、むこう５０年間「大丈夫」といわ

れるではありませんか。そのうえに新市庁舎建設とはとても

納得できません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

370  現行案で新市庁舎を建てることに絶対反対です。血税の無

駄使いはやめて下さい。私は非常勤で働いていますが、七～

八年前から、住民税が以前の二倍以上徴収されるようになり、

実にひと月分の収入はそのために消えてしまいます。（横浜

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ
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は、他の自治体よりも高いことで有名） 有効に使って頂け

るなら、収め甲斐があるのですが。 

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

371 四年前に耐震工事をした建物を、なぜ今壊すのでしょうか。

個人の家なら、そのような事をするでしょうか。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

372 「新市庁舎整備基本計画」絶対反対！ 

耐震構造にばく大な税金をつかったのだから、今の庁舎をし

っかり活用してほしい。新庁舎建設絶対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

373 現庁舎の耐震工事は完璧であり、当面は新庁舎建設の必要性

はない。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

374 賛成できません。白紙撤回し、再検討を求めます。２００９

年に耐震補強工事を行い、現庁舎はあと５０年使えると、林

市長は言っていましたので、ここにお金をかける必要ない。

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 
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 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

375 耐震対策が完了したばかりであり市の長期計画をしっかり立

てて議論をつくしてから取り組むべきです。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

376 新市庁舎建設へ向け諸種の作業を積み重ねて来られた営為に

敬意を表します。しかし、先ず、新市庁舎再整備を急ぐまえ

に、2009 年の現庁舎耐震工事の費用約 50 億円、「今後 50 年

は使える」との市長の判断は無に帰すのですか。民間ビル借

り上げでにより市民に大きな支障・不便が生じているのです

か。借り上げ料 20 億余りの支出の経済効果は検証されたので

すか。いずれも新庁舎整備を急ぐことを後押しする要因とし

ては納得性が乏しいと感じます。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

377 ２００９年、市が率先して大手建設ゼネコンＪ・V に５０億

円も費けて、耐震工事予算の仮設事務所を横目で見て、当時

ある組合集りで他の要求、庁舎前の昼休みデモを行っていま

した。共産党の市議団が数人迎えて立っていました。私は列

から戻って"あなた方共産党はこの財政難に（私は現在無納税

者（能））の私メですが心配することない"あなた方は、現在

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員



83 

 

の耐震工事に関して異議を唱えてみましたか？訊いてみまし

た。でも、今日共産党はこう考えています。の記事を見て安

堵しています。 

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

378 新庁舎建設に反対します！５年前に耐震工事を５０億円もか

けて行ったのに、何故？ですか。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

379 現庁舎も５０億円～６０億円かけて耐震工事を行っていま

す。現庁舎はあと何年使用できるのでしょうか。４～５年で

ダメですか。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、これらのビルには非常用電源設備が備えられて

いないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避難活動の拠点とな

る災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

380 現市庁舎に５０億円をつぎ込んで耐震工事をしていたのを市

民は見ていました。市民の血税を決して無駄にしないで下さ

い。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

381 無駄なハコ物行政は止める必要がある。仮に"新庁舎"建設に

合理的根拠があるとしたら、数十億円もかけて現庁舎の耐震

化工事を行ったことは全くの無駄使いだったと言わなければ

ならないし、責任の所在を明確にすべきと考える。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ
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て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

382 ― 急ぐ必要なし。白紙に戻して再検討を ― 

 現庁舎は、耐震補強工事をしてまだ５年経たばかり。５０

年は使えるということなので、いそがず、現状の敷地を活か

して、もう一度、考えるべきだと思います。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

383  聞くところによれば、２００９年に５０億円かけて耐震工

事をしたばかりということです。予想される東海沖地震に耐

えられないとでも言うのでしょうか。だとすれば、２００９

年の耐震工事は一体何だったのか。血税のむだ使いだったの

か。税金の執行にもっと真しになるべきでしょう。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

384  長く続く不況のため、私達の収入はどんどん減収になって

います。現在の庁舎、２００９年に５０億円かけて耐震補強

工事に、今後５０年間使用できると知りました。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ
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て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

385 新市庁舎の建設は、２００９年に５０億円もかけて補修をし

ているではありませんか。どうしてそんなに急ぐのですか。

今、やる理由がわかりません。今、私は、消費税８％になっ

て、買うものを極力おさえ、まるでケチの権げんみたいで、

自己嫌悪になるような、生活です。それなのに市税、県税の

きなみＵＰではありませんか。生きてきた中で学んだことは、

必要なことを必要である時にやるのが行政なのに、ひとにぎ

りの利益を得たい人のために市政は動いていると実感したこ

とです。せめて、生きている間に、やりくりをゆっくりでき

るよう、貧乏人を大切にするような施策をして市庁舎建設は

やめて。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

386 ５０年間は使用出来る耐震工事をしたのに、またすぐ移転と

は税金のむだづかいです。私達の税金を大切に使って下さい。

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

387 現況は知っていますが、その中で私たちが利用する上で不便

で困っている状況にない。整備計画の前提自体に無理がある。

この先５０年間は使えると言って５０億円かけて整備した耐

震工事。これで災害対策に問題ありというなら５０億円を返

して欲しい。私たちの高額の市民税をどぶに捨てるような愚

策を行うということ自体問題である。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

388 ５０億円もの巨費を投じた現庁舎の耐震化工事は何のためだ

ったのですか。ムダづかいの代名詞ですね。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員
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も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

389 現市庁舎は５０億円も税金を使って、耐震補強工事を行った

もので、今後５０年は使えると聞いています。使えるものは、

使った方が良いと思います。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

390 現市庁舎は、耐震工事を行い、これから５０年はもつといわ

れています。 

今、なぜ、新庁舎建設なのでしょうか？ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

391 今、本当に新市庁舎が必要なのでしょうか。５０億円のもの

お金をかけて耐震補強工事をし、「今後５０年間は使える」

とのこと。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

392 市民の税金を大切に使って下さい。５０億円もの耐震構造に

かけて直したのだから現在のものをしばらく使ってほしいと

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、
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思います。 早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

393 ５０億円もの税金を使って耐震工事をしましたよね。市長は

これで５０年は使えると言いましたよね。なんで、新庁舎を

つくるのですか。 

新庁舎の件、市民に納得できるように説明して下さい。これ

では、５０億円の税金ドブにすてたも同じです。絶対やめて

下さい。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

394 新市庁舎整備計画に反対です。市民の声を手続的に聞いたと

して推進するやり方は、市民不在の強引なやり方そのもので

す。 

 現市庁舎は、２００９年に５０億円かけて耐震補強工事を

行い、市長は、今後５０年間使えると言明したと聞いていま

す。市庁舎は、安全や防災に優れていることが、第一に求め

れる条件だと思います。現在の市役所本庁機能は、周辺のた

くさんのビルに部局がまたがっていますが、機能上市民に多

大な迷惑をかけているとは思いません。周辺ビルの耐震性は

巨大地震にも耐えられる耐震工事として市が音頭を取って行

うことは、可能だと思います。関内周辺の経済振興には、本

庁舎がそこに存在することで大きく寄与しています。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 関内駅周辺地区のまちづくりの検討にあたっては、周辺の民間街区のまちづ

くりと連携を図ります。さらに、民間による建物建替などの促進を図るために

必要となる支援策やまちづくりの実現に必要となる規制の緩和、新たな仕組

み・制度の整備を行い、民間資本やノウハウが十分に活用できるようなまちづ

くりを進めます。  

 新市庁舎整備を契機として、開港以来の歴史と魅力を礎に、横浜都心部の一

翼を担ってきた関内･関外地区の新たな活性化に取り組んでいきます。 

395 ５年前に５０億円をかけて耐震工事（市庁舎）をおこなって

いるのに、なぜ急いで新庁舎を別のところに建てなければい

けないのか。そのようなことをお役所仕事というのではない

ですか。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59
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林市長が、新庁舎建設に方針を転換させたのは、建設業界（ゼ

ネコン）の要望にそったものですか。または、自民党などの

意向にそったものですか。 

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

396 県庁舎は耐震工事をしている建物ですから、もうしばらく建

替る必要はないと思います。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

397 市会棟含め６０億円以上もかけて耐震工事を行ったのは、今

後少なくとも１０年以上庁舎として使用していく為ではなか

ったのか、疑問が残ります。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

398 現在の庁舎には耐震補強工事で 50 億円を掛けたばかりとい

うではありませんか。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

399 ２００９年、５０億円かけて現庁舎の耐震工事を行い、市長

自ら「５０年間は使える」と発言したことに責任をもつべき

だ。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の
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うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

400 耐震工事に 50 億円掛けたばかりというではありませんか、も

ったいないです。一旦白紙に戻し効率的な方法を検討すべき

と思います。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

401 ５０億円かけて耐震補強工事をやったのだから、今の市庁舎

を使用すべきで、新市庁舎を建築する必要はない。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

402 現市庁舎の耐震工事は何のためにやったのでしょうか。その

ような計画性のない税金の無駄遣いは許されません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

403 現庁舎は５０億円かけて耐震工事を行ったばかりである。借

り上げの周辺民間ビルの耐震性が不十分であれば、分散した

部局を出来る限り耐震性の高いビルに集約する。市民の利便

性が増し、市民の税金負担も新庁舎建設と比べてはるかに安

くあがる。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員
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も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。収

支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市庁舎

を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。 

404   検討の経緯 

  事業目的にある、現庁舎の・建物は耐震・免震工事（約５

０億円）を済ませているので、移転する根拠としては説明不

足です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

405 現市庁舎に耐震工事を行った意味がなくなる。  新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

406 日本共産党は市庁舎再整備は急ぐ必要はないと考えて居りま

す。２００９年に５０億円かけて現庁舎の耐震補強工事を行

い、市長は"今後５０年間は使える"と証言して居ります。民

間のビルを借り上げて関内地区えの経済貢献になって居りま

す。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

407 ２００９年に耐震補強工事をすませた現庁舎でも当面は心配

ない筈です。「横浜らしさを感じる空間」「おもてなしの場」

などと言ったところで３７０万市民のうち利用できる人はご

くわずかです。多くの市民はほとんど訪ずれません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強
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を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

408 市庁舎再整備は急ぐ必要なないと思います。２００９年に５

０億の耐震補強工事をしており、今後５０年間は使えると強

調したのは市長でもあります。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

409 現庁舎は５０億円をかけたばかりだし、今のところこれを活

用していくべきだと考えます。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

410 耐震補強工事を行ったばかりなのに、新庁舎を建設するとい

うのは納得がいかない。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 
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411 ５０億もかけて耐震工事をして、今後５０年は使える建物に

したというのに、なぜ、新市庁舎を建設しなければいけない

のか？税金のムダ使い。反対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

412 耐震工事に大金をかけ、まだ長く使えるのに新しい庁舎建設

を急ぐ必要はないと思います。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

413 市庁舎は現行のものを使う事。５０億円もかけて作る事反対。  新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

414 現庁舎は、すでに耐震補強を終えているのに、新庁舎は必要

ありません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の
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うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

415 横浜市市庁舎新築工事に反対いたします。 

耐震工事をしたばかりである事。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

416 新市庁舎建設に反対します。 

現市庁舎は、５年前に５０億円もかけて耐震工事をしたばか

りです。林市長、５０億円というお金は、私たちにとっては、

莫大な金額です。しかも、私たちの血税です。当初、オフィ

スに賃貸する計画がありましたが、これをやめるということ

は、一層の市民負担になるということです。簡単にこの計画

を変更することも大いに疑問です。 

現在の市庁舎を耐震工事したということは、これから５０年

使うという計画のもと行われたのですから、現在の市庁舎を

使いつづけてもらいたい。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 賃貸オフィス床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リスク」

についてのご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリングを行

った結果、東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規模の余

剰床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大

きいとのご意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にも

つながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

417 ５０億円かけて耐震補強工事をしたばかりでなぜ新庁舎なの

ですか。民間ビル借り上げでも私たち市民に大きな不便はあ

りません。無駄づかいです 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 
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418 当時，市庁舎を 100 年後の時代に！なんて言って，今の市庁

舎に莫大な費用をかけて耐震工事をしたのではありません

か。ここで市庁舎を移転するということは，当時の中田市長

が嘘をついていたということですか。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

419  市庁舎を北仲通南地区に移転すれば、５０億円をかけて耐

震補強したばかりの現市庁舎が無駄になってしまいます。 

 現在の市庁舎（行政棟）では、２００７年２月から２００

９年４月に５０億円の費用をかけて当時の最高水準の耐震補

強工事が行われました。この工事は、「慣れ親しんだ市庁舎

を未来へ」というスローガンのもと、大規模な地震に対し、

人命・財産保護のほか、災害対策本部として、活動の拠点と

して機能しうるよう、十分な耐震性能を確保することを目的

として、最高水準の耐震工事がなされ、「５０年は保つ」と

されています。多額の税金を投入して耐用年数を延ばしたの

ですから、それを最大限活用すべきです。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

420 ５０億円かけて耐震補強工事をしたばかりで、なぜ新庁舎な

のですか！。納得できません。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

421 Ｈ２１年に現庁舎行政棟を５０億かけて耐震補強工事したの

にモッタイナイ！！ 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

422 現在の市庁舎は、２００７年２月～２００９年４月に約５０

億円の費用をかけて、当時の最高水準の耐震補強工事が行わ

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発
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れ、あと５０年使えるようになりました。一体、この補強工

事は、何のためだったのですか？ 

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行ったところ、

必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりました。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

423 ５０億円もの費用をかけて耐震補強工事をしているのだか

ら、安心して現在の庁舎をあと３０～４０年は使うべきです。

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

424  庁舎の耐震性を移転の理由として挙げていますが耐震強化

工事を既にしたのではないですか？これらは意味がなかった

というのでしょうか？意味がなかったというのであれば市の

説明責任が市民（納税者）に求められます。        

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

425 ５０億円かけて耐震補強工事をしたばかりで、なぜ新庁舎な

のですか。民間ビル借り上げでも私たち市民に大きな不便は

ありません。無駄づかいはＮＯ！ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

426 耐震工事を終えたばかりの現庁舎を今後も使用する方向で検

討してください。新市庁舎建設は市民の借金をさらに増やす、

ぜいたくで無駄な計画です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

427 現市庁舎は耐震工事を５０億かけてやって、市長も「５０年  現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行
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は大丈夫」と言われたものです。 った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

428 以下の理由で新市庁舎建設に反対します。 

５０億円をかけて耐震補強工事をしたばかりの現市庁舎は５

０年間使用できる。現市庁舎は立地もいいのでこれを充分使

用してから、この地に建て替えるべきだと思います。（少子

化も想定してコンパクトに） 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 具体的な建物の規模については、今後も十分に精査してまいります。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

429 確か現市庁舎は、２００９年に５０億円をかけて耐震補強工

事をしたはずです。高層新庁舎建設により、この５０億円は

無駄になってしまうでしょう。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

430 ２００９年に市税５０億をかけて「耐震工事」をして、「５

０年は使っていける」と説明していたのではなかったか？ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59
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年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

431 ５０億円かけて耐震工事を行った原庁舎があるのにもかかわ

らず、新庁舎を建設しようとしているので、建設計画は白紙

撤回するべき。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

432 ２００９年に５０億円かけて現庁舎の耐震補強工事を行い、

市長は「今後５０年間は使える」と太鼓判を押していたと聞

いています。民間ビル借り上げでも私たち市民には特別不便

はありません。今、区役所ですむ事が多いので市役所に行く

機会が少なくなっています。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 行政棟の耐震補強を実施するにあたって、コンクリートの中性化調査を行っ

たところ、必要な補修を定期的に行えば、50 年程度は使用できるとわかりまし

たが、外壁や床、空調などの補修は実施しておりません。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

433 現在、市庁舎は耐震化が終わったばかりで、なぜ早く急ぐの

ですか？ 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

事業の必要性-【整備予定地の代替性・適地性】○新市庁舎の整備場所の検討経緯（49 件） 
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434 これは個人的な意見ですが、教育文化センターを建て替えて

（もう１年も使われていないでそのまま）執務面積（事務ス

ペース）を確保し、現庁舎と地下１階でつないだらどうです

か？賃貸部分は残るかもしれませんがそれも良し。 何も 0

か 100 かで議論しなくても良いのでは。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、港町地区での整備案と北仲通南地区での整備案について比較・検討が開

始されました。庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーションの結果な

どを総合的に検討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市

庁舎整備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。

 なお、港町地区での整備案の中では、教育文化センター跡地を含む案につい

ても検討しました。 

435 神奈川県知事は、これからもずっと「キングの塔」にいると

思います。建物は古くても、私はそういう伝統は良いことだ

と思います。国会議事堂だって、東京駅だって。ホワイトハ

ウスだってイギリス議会も。……どうして先人たちが積み上

げてきた物事を、簡単にリセットしようとするのだろう？誰

が先導しているかわかりませんが、その腰の軽さ、文化（歴

史）認識の低さ、金勘定ばかりで議論して、少し、がっかり

しています。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

436 新市庁舎予定地をさら地のままにしておかず、有効活用して、

市民に広く理解を求めつつ、雇用を生む場所として、一時開

放し、建設的に新市庁舎への一歩を踏み出していただきたい

です。 

雇用をつくってください。そうしなければ、市民としての協

力はできません。 

 新市庁舎の整備予定地である北仲通南地区の土地については、現在、経済局

による「横浜発次世代植物工場技術発信事業（太陽光利用型）」、文化観光局

による「東アジア文化都市 2014 横浜 ヨコハマ砂の彫刻展」などで活用してい

ます。 

437  私の私案ではせっかく取得した北中通の土地に横浜スタジ

アムを建設しその跡地に市庁舎を建設したらいかがかと思い

ます。確かにＩＴ化した現在の建物では使いかってが悪いの

も事実ですがヨーロッパには歴史的モ二メントとして残され

ている建物があり当初の目的通使用されていることに価値が

あると思います。横浜球場の土地は私の記憶では国の土地で

はないかと思います。市の単独事業として単純にはいかない

かもしれませんが、かつて私尊敬する田村明氏が在籍した横

浜市ですからできないことはないかと思います。横浜球場は

海とのマッチングでサンフランシスコを連想する開閉型ドー

ムにならば良いと思いますいかがでしょうか。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成３年に「横浜市市庁舎整備審議会」

において「港町（現庁舎）地区」「横浜公園（ご指摘の横浜スタジアムを含む）」

「山下ふ頭」「北仲通地区」「新港ふ頭」「みなとみらい 21 高島地区」「新羽

地区」の７つの建設候補地を検討され、平成 7 年に新市庁舎整備にふさわしい

場所を「港町地区」「北仲通地区」「みなとみらい 21 高島地区」の３か所とす

る答申を受けました。その後、19 年に公表した「新市庁舎整備構想素案」の考

え方に基づき、20 年に議会の議決を経て北仲通南地区の土地を取得しました。

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。  

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

438 日本といえばふじさん、日本といえばよこはま、日本といえ

ばおおさんばしですね。ワンダフル、ビューティフル、エク

サレント、ブンダバー、メラビヨーゾ、メラビヨーゾ。おお

さんばしから見えるふじさんは世界一美しいですね。景観文

化が失われることは残念ですね。日本大通り、横浜公園の近

くによこはま市庁舎がある方が、カッコイイですね。どうい

たしまして。ビッテシェーン。プレーゴ。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。  

439 現庁舎行政棟耐震補強行事に５０億円も使用しているので、

もっと有効に使用し、足りない分だけ北仲通南地区に移動す

る方が合理的ではないか。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に
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公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。  

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

440 この計画は、あまりにも費用がかかる巨大庁舎になっている。

今後、少子化になる情勢からも、後世にツケを残すことにな

り賛成できません。従って、現市長舎を活かすことを中心に

して、再検討した方が良いと思います。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」「北仲通地区」「みなと

みらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に公表

した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経て北

仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。  

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

441 早急な結論でなく市民の合意を  新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」「北仲通地区」「みなと

みらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に公表

した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経て北

仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

442 整備予定地に関して、新横浜周辺も候補地とすべきだった。

「北仲通南地区」では桜木町駅等に近く、現庁舎の関内駅と

あまり場所が変わらない。新横浜駅には新幹線が通り、今後

も発展が望める。当初から、新横浜地区を候補地とすべきだ

った。「北仲通南地区」では埋め立て地の可能性があり、地

震の際に地盤が弱まる恐れがある。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成３年に「横浜市市庁舎整備審議会」

において「港町（現庁舎）地区」「横浜公園」「山下ふ頭」「北仲通地区」「新

港ふ頭」「みなとみらい 21 高島地区」「新羽地区（ご指摘の新横浜都心）」の

７つの建設候補地を検討され、平成 7 年に新市庁舎整備にふさわしい場所を「港

町地区」「北仲通地区」「みなとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受

けました。その後、19 年に公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づ

き、20 年に議会の議決を経て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 建物については、基礎杭を支持層まで打設することや、地下躯体の建設に伴

う掘削・埋戻しの際に対策を行うことにより地震や地盤沈下等への対応が可能

です。周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を受ける場合で

も比較的軽微に留まるものと考えられます。 

443 建設費用は莫大なものです。当初 4 案中マックスです。庁舎

の規模は過大であり、建設費用の節約を十分考慮したものと

は思えません。新市庁舎整備・建設ではなく、現庁舎（建物

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に
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群、敷地）を生かし切る方向で市庁舎機能の改善費用の最小

化や市民生活との親和性や災害対時応方策を検討することを

望みます。 

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

444 新市庁舎整備の必要性３項目は、現市庁舎敷地出の改築・増

築によっても満足させることが可能である。特に、耐震補強

工事をしたばかりであるので、新敷地への庁舎移転は予算の

ムダ使いと受取れる。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59 年に行

った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７年に発

生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公共建築

物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強を実施

することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

445 新庁舎再整備の必要なし。 

北仲通南地区の土地取得のケイイ疑問あり。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

446 同じ場所に高層ビルを建てた方が安あがりではないでしょう

か。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

 

 

  

447 建設費用が現庁舎敷地を使用するより２００億円も余分にか

かると言うことをどう説明するのか。こうしたマイナス面の

方が多いものを提案するという神経自体おかしい。常識的に

言うなら、現在の問題点を解決するための最良の方法を提案

するべきなのに、最初から豪華新市庁舎建設を前提の意見を

求めること自体が非常識だと思う。ましてメリットよりもデ

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置
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メリットの方が現時点でもはっきりしているものを提案する

というの全く理解できない。 

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

448 現在の市庁舎あとに建てることも検討して下さい。  新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

449 新市庁舎の建設そのものに疑問があります。なぜ、仲通南地

区に建設する必要があるのでしょうか。現在の市庁舎は５０

年使えると聞きました。現庁舎を利用し、教文センター等統

合し、不足施設の補充などして下さい。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案（教育文化センター敷地

を活用する案を含む）、北仲通南地区と港町地区での分庁整備案について比較・

検討が開始されました。庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーション

の結果などを総合的に検討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定し

た「新市庁舎整備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけ

ました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

450 教文センターの後を建て換えして、現在関内ビルなど借りて

いる必要な部分を作っていったら良いと思います。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案（教育文化センター敷地

を活用する案を含む）、北仲通南地区と港町地区での分庁整備案について比較・

検討が開始されました。庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーション

の結果などを総合的に検討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定し

た「新市庁舎整備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけ

ました。 

451  北仲通南地区の上地は、高層ビルの建築が義務付けられた

土地と聞いています。約１５０ｍ（３５階建）のビルの建築

をしなければならない土地を購入したこと自体大問題で、そ

こに６３０億円もの巨費（市民の税金）を投じる建設計画は、

認められません。 

 今回の新市庁舎整備計画は、いったん白紙に戻してくださ

い。推進しようとするなら、３７０万市民の生の声を十分聴

いたうえで再検討を行うことを求めます。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 この間の検討過程については、広報よこはまやホームページなどで市民の皆

さまにお知らせしてきたところです。 

 近年では、平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」に対する市民意見募集、平

成 22 年に「関内・関外地区活性化推進計画」に対する市民意見募集、平成 24

年に「新市庁舎整備基本構想（案）」に対する市民意見募集を実施しています。
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 今後とも、新市庁舎の整備に多くの市民の皆さまのご理解が得られるよう事

業の進捗状況に応じて情報提供に努めてまいります。 

452  現地での建て替えを希望致します。 

 老朽化した物は１つずつ壊し、再利用や処分をしていかな

ければ、人が生きていける環境を維持できなくなると思う。

また、処分費の持ち越しとなり、将来の財政が立ち行かなく

なるのでは・・・。 

 埋め立て地で支持層まで基礎杭を打設しても、周辺環境の

乱れで、市庁舎出入りが困難と予測される。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 建物については、基礎杭を支持層まで打設することや、地下躯体の建設に伴

う掘削・埋戻しの際に対策を行うことにより地震や地盤沈下等への対応が可能

です。周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を受ける場合で

も比較的軽微に留まるものと考えられます。 

453 整備予定地は、緑地やグラウンドとしての価値も考えられ、

あまり手を入れない活用でも良いのでは。また、災害時に地

盤沈下や液状化が起こらなかった場合は一時避難仮設住宅建

設地として活用を考えられる。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

454 横浜市「新市庁舎整備計画」に反対をします。とりわけ整備

地区とされている北仲通南地区はその土地購入経緯や、現関

内地区の経済的影響などさらに深く検討する必要があるこ

と、さらに２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに

間に合わせることなど、切実な市民要望が実現されていない

のに膨大な予算を使うことは理解できません。 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 平成 25 年度、新市庁舎整備基本計画の策定を進めている中で、2020 年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことから、現在のところ資

材の高騰などのリスクが懸念されますが、現市庁舎の抱える課題解決も重要で

あり、仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じ

ることからも事業を早期に着実に進める必要があります。 

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

この手法によれば、事業期間は概ね６年を要し、平成 32 年にはしゅん工できる

と見込んでいます。 

455 建築予定している「北仲通南地区敷地譲渡契約」は有効なの

かと言うことです、地方自治法の第２１４条に違反していま

す。さらに土地権利の移転がされていないことや、これに伴

う市議会の議決がされていません。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

456 減価償却で５０年位で元がとれる様ですが、場所の利便上、

現状の貸ビル利用をなくして、２ヶ点庁舎にしたらどうでし

ょうか。減価償却も３０年位で元がとれる位がよいかと思う

し、その浮いた財源で福祉面に回してほしいです。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに
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計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。  

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

457 新市庁舎建設候補地として３つ挙げられていたにもかかわら

ず、北仲通南地区を建設場所とした根拠、経緯が不透明であ

る。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

458 横浜市は北仲通南地区に約６３０億（移転費、退去修繕費を

含む）もの巨額を投じて新市庁舎を新設しようとしています。

それは６千人の職員を一ヶ所に集める為です。しかし、その

合理的理由はありません。ところで建設予定地にあるＭＭ２

１地区は約５３％の土地が売れ残っています。さらに、この

土地売却に中心的な役割を担った市開発公社に巨額の負債を

抱え、清算処理される事が決まっています。 

一方、横浜市は現市庁舎を改修して利用しつつ港町地区で建

設すれば、３９８億円で足りるとの計算を横浜市が行い発表

しています。約６３０億円との差額、約２３２億円がムダに

投資される事になるのです。この様な不合理な北仲通南地区

への新市庁舎建設計画は断固として認める事は出来ません。

経済合理性を無視した「新市庁舎整備基本計画」は絶対反対

です。血税をそんなところに使ってほしくありません。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較されました。この比較において、港町地区での

整備案（その１）での想定建設費等は 398 億円でしたが、この費用は工事に伴

う仮移転先確保費用を含んでいません。 

 議会において、庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーションの結果

などを総合的に検討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定した「新

市庁舎整備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。

459 市庁舎の移転は将来の市民への税負担、労働人口の減少、地

の利の悪さを考えれば絶対に反対です。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎の規模（面積）を決定する要素の一つである職員数の長期動向につ

いては、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの権限移譲や

区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって

様々に変化することが予想されます。 

 日本では、総人口が減少に転じるなど人口減少社会に突入し、また、高齢化・

少子化のさらなる進展に伴う社会構造の変化により、行政の担う役割も大きく

変化するものと考えられます。このように、現時点では将来の職員数を確定す

ることが難しいため、新市庁舎の執務・会議スペースを算定するための職員数

は、現在の関内地区職員数（6,000 人）と同規模としています。 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

460 北仲通南地区の土地取得の問題。  新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み
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なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

461 現在の市庁舎は関内駅のすぐ前にあり、わかりやすく、便利

であること。 

今ある物を工夫して大切にするという考え方は先進的な考え

方であると思う。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

462 現庁舎の建物・敷地を有効利用した新たな計画をはじめから

考え直すべきです。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

463 北仲通南地区に決まったわけでもないのに、ＵＲといくつも

の契約が交わされているのは、納得できない。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

464 「新市庁舎整備基本構想」において、横浜市自ら、北仲通南

地区への庁舎新築費用が６０３億円（「基本計画」では６１

６億円）であるのに対し、現市庁舎を改修して利用しつつ港

町地区で整備をすれば３９８億円との計算を行っています。

 ２００億円以上少ない費用で市庁舎整備が行えるにもかか

わらず、あえて多額の税金を投入することは、地方公共団体

の経費は必要最小限度を超えてはならないとする、地方財政

法４条１項に違反しています。 

３．上記２にも関連しますが、横浜市は、港町地区での整備

と北仲通南地区での整備の優劣の比較において、「横浜市は、

北仲通南地区の土地購入にあたって、ＵＲとの契約で、同土

地上に超高層ビルを建設する義務を負っている」ことを前提

に、いずれの地区で市庁舎整備を行うにしても北仲通南地区

には超高層ビルを建設するものとして、総費用の比較を行な

い、北仲通南地区で整備する計画の優位性を判断しています。

 しかし、「横浜市は北仲通南地区に超高層ビルを建設せざ

るをえない」ことを所与の前提とすることは誤りです。 

 法律上、以下のとおり、ＵＲとの土地売買契約は無効だか

らです。 

 すなわち、横浜市とＵＲの契約（平成２０年３月１２日付

け北仲通南地区敷地譲渡契約）では、横浜市が土地の代金１

６７億８０００万円全額を支払っても土地は横浜市の所有と

ならず、ＵＲとの契約に基づく建物を建てて初めて土地は横

浜市の所有となるとされています。しかし、市議会では、土

地の売買代金１６７億８０００万円の支出については予算と

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較されました。この比較において、港町地区での

整備案（その１）での想定建設費等は 398 億円でしたが、この費用は工事に伴

う仮移転先確保費用を含んでいません。 

 議会において、庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーションの結果

などを総合的に検討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定した「新

市庁舎整備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。

 なお、新市庁舎の整備（移転新築）に伴い、市の事務所の位置を北仲通南地

区に変更する「市の事務所の位置に関する条例の一部改正」について、今後、

議会にお諮りしていく予定です。 
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して承認されていますが、ＵＲとの契約に基づく建物を建て

る費用については、未だ予算として定められていません。市

議会が予算として定めていないのに、予算措置を必要とする

法的義務を負う内容の契約を横浜市がＵＲと結んだことは、

地方自治法２１４条に違反するものであり、違法・無効です。

 ＵＲから既に支払った土地代金１６７億円余を返してもら

えば、市庁舎整備のための新たな資金は少なくてすみます。

 

 さらに、市庁舎の移転についての議会の議決も得ていませ

ん。市庁舎は、市の頭脳であり顔でもありますから、市庁舎

をどこに建てるのか、条例で定めることを地方自治法４条１

項は求めていますが。市庁舎を北仲通南地区に建てるとの条

例も定められていないのですから、移転先を北仲通南地区と

決め、移転に向けた既成事実を積み重ねることは、住民の代

表である議会を無視しています。 

 

 横浜市は、本市民意見募集の開始と並行して既にコンスト

ラクション・マネージャーの募集を行なうなど、事業を推し

進めていますが、市民の多くの賛成も、地元事業者の賛成も

得られないなかで、また移転についての議会の議決もされて

いないなかで、事業を拙速に進めるべきではありません。 

465 関内駅前の方が色々な面で便利だと思います。  平成 22 年３月に策定した「関内・関外地区活性化推進計画」において、関内

駅前（港町周辺）と北仲通地区は、関内地区と関外地区、みなとみらい 21 地区

をつなぐ結節点として強化することとしています。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

466 現庁舎の土地・建物を有効利用した新たな計画を策定し、実

施すべきです。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向

けたまちづくりの一環として検討していきます。 

467 市庁舎は耐用年数に達しているが、現状では無理に変更する

ことはないと思います。かなりぼう大な費用かかるので、も

う少しトータルな検討する必要があると思う。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や
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事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

468 基本的に北仲通南地区に新市庁舎を建設することに反対で

す。行政の人間は事情をわかった人間でしばりをかけないと

野放しに増加します。 

地震に備え、国においては首都機能の分散移転をするなどし

ている中で、上大岡、戸塚等に市庁舎機能を分散させたほう

がよいと思います。ＴＶ会社などデジタル機器を活用すべき

です。現市庁舎に必要最低限の部署をおき、来庁した市民に

対応できない時は、ＴＶ電話で担当とつなげるなどすればよ

いと思います。現在の１千兆円の国債残高が数十年後に２千

兆円になるというシミュレーションも数週間前にでました。

今後は新設は必要最小限にして、既存施設の活用でいく方が

よいと思う。恐らく、この計画もこのまま進んでしまうと思

いますが、このような意見をもっている人間もいることを忘

れないで下さい。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

469 「新市庁舎整備基本計画」には、「反対」です。 

地方自治法第４条１項は「地方公共団体は、その事務所の位

置を定め、又はこれを変更しようとするときは、条例でこれ

を定めなければならない。」と規定しています。また、同条

２項は、「前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに

当たっては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事

情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなけれ

ばならない。」とし、同３項は「第１項の条例を制定し又は

改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、

出席議員の３分の２以上の者の同意がなければならない。」

と定める。 

ところが、横浜市は市庁舎を移転することの条例もまだ、定

められていません。日本は法治国ですので、違法があっては

なりません。議員は市民の代表ですから、次の選挙を考える

のであれば、市民の意見をしっかり把握した上で、議決に参

加するべきです。 

 新市庁舎の整備（移転新築）に伴い、市の事務所の位置を北仲通南地区に変

更する「市の事務所の位置に関する条例の一部改正」について、今後、議会に

お諮りしていく予定です。 

470 立地選定 

中田市政時代の UR からの北中取得のいきさつが不透明であ

るため、市はこの点を十分に説明する必要があります。 

また超高層ビルによる開発が契約条件となっており、市庁舎

整備計画の柔軟性の障害となっています。 

しかし、現計画案は「北中移転ありき」で作成されており、

立地の合理性が不明確です。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

471  土地は 167 億 8000 万円も払って UR から購入したのに、ま

だ横浜市のものになっていないというおかしな話。こんなふ

ざけた契約は違法です。 

 仮に、新庁舎を建てる必要があるとしても、現庁舎のある

港町地区に建て直せば、398 億円で済むと市自身が表明して

いるのに、北仲通南地区に拘る理由は何でしょうか？非常に

不明朗なものを感じます。 

 

 いずれにしても、問題だらけの新市庁舎建設計画です。特

に北仲通南地区に新たな庁舎を建設するという計画には、絶

対反対です。 

 もっと時間をかけて、じっくり市民の意見を聞いた上で、

新市庁舎建設に取り組んで頂きたい。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

472 数年かけて、市庁舎の建設の検討をしてきていますが、検討

の順番、決めることの順番がおかしいと思います。まだ、決

まってもいないのに制約の多い土地を購入してみたり、需要

の予測・調査もしないうちに計画を作って、費用の算出をし

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」
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てみたり。 

今回だって、大幅な内容の変更があったのに、北仲の資料し

かないようです。前回の資料からの想定ですが、北仲に新築

するよりも、港町で、教文解体・跡地に庁舎建設⇒市会棟解

体・跡地に庁舎建設⇒行政棟改修の方が安価にできるのでは

ないでしょうか。こうすれば、北仲は必要ないわけで、即時

売却することもできます。今回の計画では、関内地区の振興

策にどれだけかかるのかが見えないので、かなりの費用がか

かることになりますが、港町に戻れるなら関内地区振興のた

めの費用は必要最小限ですむと思います。業務の種類によっ

て各庁舎を使い分ければいいと思います。余剰床の件で収入

がなくなった分が単純に期間の延長になっていますが、もっ

と工夫してください。 

現庁舎は古くて汚くて使いにくいから嫌だというのが理由な

ら別ですが、そうならそう書いてください。 

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

473 「新市庁舎整備基本計画」および事前評価調書（案）につい

て、 

反対の意見を提出します。  

以下の理由で「新市庁舎整備基本計画」に反対です。 

 建設予定地が北仲通南地区に絞られた経緯・理由が不明朗

です。 

 2007 年から市は５０億円をかけて現在の市庁舎について

耐震工事を行いました。 

その当時、新市庁舎の候補地として３箇所が提示されていま

したが、３箇所のどこにするかは決まっていなかったはずで

す。にもかかわらず市は、2008 年に、建設等に使用される基

金を使って、北仲南地区に土地を購入しました。 

 評価調書案によれば、2013 年 3 月の「整備基本計画」で、

「分散化の解消、事業期間、収支シミュレーションの結果な

どを、総合的に考慮」して北仲南地区が最適となったとあり

ます。しかしこれらの理由は、港町地区でも可能なことです。

しかも収支については、港町地区での立て替えのほうが 200

億円以上安くなると市自身が計算しています。 

 候補地絞り込みの経緯や理由を、もっと市民に説明する責

任があるはずです。 

 市土地開発公社の破綻や開発企業の利害も関連する問題だ

けに、土地を拙速に買ってしまったから割高でも北仲南地区

に建てるのではないかとの疑念をぬぐえません。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較されました。この比較において、港町地区での

整備案（その１）での想定建設費等は 398 億円でしたが、この費用は工事に伴

う仮移転先確保費用を含んでいません。 

 議会において、庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーションの結果

などを総合的に検討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定した「新

市庁舎整備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。

474 北仲通南地区への新市庁舎移転に反対する。 

理由 

１．そもそも移転先を北仲通南地区とする案のみが市民意見

募集の対象になっているが、港町地区整備案が外された経緯

や理由説明が十分に市民に開示されず、北仲通に移転の結論

ありきになっている。 

     2013 年 3 月の「基本構想」で港町地区での整備案を消

去した理由が“市が北仲通南地区再開発事業の特定建築者と

して北仲通南地区と同様の高層ビルの建設が義務づけられて

おり、二重投資が必要になる”であったが、そもそもそれは

前市長の中田宏が新市庁舎の移転先を北仲通南地区とするこ

とを前提に UR に同地区の敷地譲渡を迫り、譲渡契約

（2008/3/12）を締結したことによる。 

    まさに、子供だましのような調査特別委員会による基本

計画策定である。 

 

２．上記 UR との譲渡契約の有効性を検証すれば、それは認め

られないとの結論に達する。 

● UR との譲渡契約では、約 168 億円の敷地譲渡だけではな

く、特定建築物の建築 

（2012 年度末までの着工、2014 年度末までの完了）が含まれ

ている。前者の支出に 

関する予算は市議会の2008年第1回定例会において定められ

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 住民訴訟が提起されたことは承知しておりますので、今後、適切に対応して

まいります。 
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たが、後者についての建築費用の債務負担については議会に

おいて議決されていない。 

● 地方自治法 214 条は“普通公共団体が債務を負担する行

為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなけら

ばならない“としており、それを満たしていない 

債務負担行為が無効であることは明らかである。 

● したがって UR との譲渡契約は法的に無効である。 

 

３．北仲通南地区における新市庁舎建設が、法的に無効な契

約の拘束を受けることを前提としている以上、その試算をい

かに実施しようが合理的根拠を欠いていると言わざるをえな

い。 

神奈川県の市民オンブズマンが起こした北仲通南地区におけ

る新市庁舎建設のための公金支出の差し止め、およびその原

資調達のための市債の発行の差し止め訴訟には十分な合理性

があり、わたしもそれを支持する。 

法令の順守か否かが問われるような重大訴訟が起こされてい

る以上は、万が一北仲通南地区における新市庁舎建設案が最

優先度を持っていたとしても、その結果が明らかになるまで

は同案に基づく事業推進を行ってはならない。 

 

４．100 歩譲って、仮に UR との契約や公金支出に何ら問題が

なかったとしても、なお以下のような視点から北仲通南地区

への移転案には反対である。 

1) 新市庁舎の整備の目的は、耐震工事を終えたばかりの現行

政棟を活用した港町地区での整備案で十分に達成できる。地

方自治法第 2 条では同じ目的を達成するためにより経済的な

手段が存在する場合にはそちらを選択するべきであると規定

している。 

475  もっと安くできる方法があるのに、費用をかけすぎ 

 横浜市の基本構想によれば、港町地区に 398 億円で建て替

えることができる、 

とされている。616 億円もかけて北仲通り地区に作る必要は

ない。 

 

 場所が悪い 

 JR 関内駅、地下鉄関内駅に隣接している港町地区に比べる

と、北仲通地区は JR からも地下鉄からも大岡川を越して歩か

なければならない。「みなとみらい線」は高くつくため、現

在でも北から来て横浜以遠に乗り継ぐ者は少なく利用者には

不便になる。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較されました。この比較において、港町地区での

整備案（その１）での想定建設費等は 398 億円でしたが、この費用は工事に伴

う仮移転先確保費用を含んでいません。 

 議会において、庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーションの結果

などを総合的に検討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定した「新

市庁舎整備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。

476  防災拠点等  

 そもそも関内が災害で重大な被害を受けた場合、新市庁舎

が近距離であるため同様な被害を被る可能性が高い。また必

要経費面から考えても新横浜の空き地等、ほかの場所に建設

すべきだったのではないか。  

 ※財政への影響が少ないからと言って何をしても良いとい

う事にはならない。  

  経費を削減できたら将来に向けての投資に使うべき！  

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、港町地区での整備案と北仲通南地区での整備案について比較・検討が開

始されました。庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーションの結果な

どを総合的に検討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市

庁舎整備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。

477 隣接遊休地と現庁舎を使えば、新築費の１／４で「タコ足」

解消。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案（隣接する教育文化セン

ター敷地の活用を含む）、北仲通南地区と港町地区での分庁整備案について比

較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーシ
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ョンの結果などを総合的に検討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策

定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置

づけました。 

478 移転を望みません。現庁舎は多くの市民にとって駅前の便利

な場所あります。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

479 新市庁舎建設に反対です。 

現市庁舎を改修増築してできる。それの方が費用が大幅にお

さえられます。駅からも近い。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案（現市庁舎の改修、増築

等を含む）、北仲通南地区と港町地区での分庁整備案について比較・検討が開

始されました。庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーションの結果な

どを総合的に検討して いただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定した「新

市庁舎整備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。

480 横浜市議会が正常に機能していれば否決される案件である。

新市庁舎建設により一番得をするのは市民ではありません。

誰でしょうか？ 

 新市庁舎整備については、平成 24 年度から議会において「新市庁舎に関する

調査特別委員会」が設置され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、

北仲通南地区と港町地区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。

庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検

討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構

想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

481 それにしては突然（？）というかんじの「北仲南地区」への

移転計画ではないでしょうか。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

482 歴史ある関内地区から離れて、関外と言っても馬車道のはず

れである予定個所は市庁舎の場所としてふさわしくない。現

在の場所は、電車、地下鉄と市民にとってアクセスが良いの

で、あたらしく別の場所に立てるのには反対。 

 

建設予定地の土地取得の疑惑は解明されていない。立て替え

のことなどが問題視されていない時に取得していたのではな

いか。疑惑ある土地に持っているというだけで建設するのは

疑惑にフタをすることになり、市民主権の立場から反対。 

 平成 22 年３月に策定した「関内・関外地区活性化推進計画」において、関内

駅前（港町周辺）と北仲通地区は、関内地区と関外地区、みなとみらい 21 地区

をつなぐ結節点として強化することとしています。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

事業の必要性-【整備予定地の代替性・適地性】○整備予定地における地震・津波・液状化の影響と対策（26 件） 

483 事業の必要性は充分に理解出来るが、地盤等は本当に問題が  整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シンボル性・
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ない場所なのか。大地震発生時には津波や液状化現象が起き

かねない場所とも思える。市役所は万一の際の最高の司令塔

にならなくてはならない。市の中心部に拘り過ぎず、比較的

地盤の安定した内陸部（青葉区や戸塚区というわけではない）

に市役所を移す事を検討するべきではないか。 

歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民の皆さまか

らのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁舎整備基本

構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

484 大地震が起きても耐震性は保障されるといいますが、津波対

策や液状化現象が起きた時、本当に大丈夫だといい切れるの

ですか。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

485 予定地は近々に予想される地震や津波の被害を真っ先に受け

ることが予想される地域です。以上から市庁舎移転に反対で

す。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲
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通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

486 大地震やつなみの危険がある場所に大きな建物とシステム集

中させるのはよろしくないと思う。小さな役所を数ヶ所に分

けた方がいい。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

 なお、災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）は、新市庁舎内に

整備するものの、大規模災害発生時のリスクを分散させる観点から、実際に現

場で救援活動・救助活動を行う消防局（保土ケ谷区）については、新市庁舎に

集約しません。 

487 新市庁舎の場所は海に近くなるので心配です。災害時に市庁

舎が、機能できる事も重要です。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

488 新市庁舎建設の場所は耐震、津波の心配が多い場所に思えま

す。心配です。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで
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打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

489 これから大地震のくる可能性の高まる中、あの場所では津波

や液状化などの影響がどこよりも大きく、避難所として市民

の大切な命さえも守ることができません。反対です。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

490 新市庁舎の整備について、北仲通南地区への移転計画に反対

です。理由は計画に信頼性がないからです。埋め立て地であ

り、大きな災害による様々な被害が想定される中、その対策

として書かれていることは、建てることを前提とした楽観的

な云いのがれにしか聞こえません。将来を考えると、公的な

建物としては予測される以上に慎重に対策を考えるべきであ

り、不安な土地をわざわざ使う必要はありません。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

491 立地として地盤の液状化を充分考えてほしい。  新市庁舎の整備予定地は、埋立地ですので地盤沈下や液状化の懸念がありま

す。しかしながら、建物を建設する際に、基礎杭を支持層（深さ 20～40ｍ程度）

まで打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に、砂質土（層

厚５ｍ程度）対策を行うことにより対応が可能で、周辺のライフラインについ

ても対策が進んでおり、被害を受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考え

られます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

492 津波への想定と対策を記述しているが、津波被害を前提とし

ているならば建設の場所としては最適でないと思います。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ
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んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

493 新庁舎の地理的場所ですが、現場所より海に近いので津波災

害等に不安がある様に思う事。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

494 「危機管理」を基本理念にあげておきながら、「液状化危険

度が高い」地区に、超高層ビルを建設することは、自己矛盾

である。 

 「横浜市地震被害想定調査」による液状化危険度予測マップでは、北仲通南

地区は地区の全部又は一部が「液状化危険度が高い」とされています。この調

査では、エリア内への拡がりについては推測に過ぎないので、個々の敷地につ

いては、必要に応じて地盤調査で確認されたい。」とされているため、北仲通

南地区の敷地内ボーリングデータに基づく分析を行いました。その結果、北仲

通南地区では、盛土と軟弱粘性土の間に礫混じり砂質土が分布しており、液状

化の可能性が懸念されますが、砂質土の層厚は５m 程度であり、中位程度の締

まり具合であることから、地下埋設管等に対する影響は少ないと考えられます。

また、庁舎地下躯体の建設に伴う掘削・埋め戻しの際に液状化対策を行うこと

で、液状化の懸念を解消することができます。 

 周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を受ける場合でも比

較的軽微に留まるものと考えられますので、震災時に災害対策本部として職員

が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと考えられます。

495 私の周辺で意見交換していても６３０億円もかけて海にも近

く、大津波が横浜港に押しよせ、地盤崩壊を招いたらどうす

るのか。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

496 津波による浸水を考慮したビル空間構成とあるが、津波が心

配ならば、そもそも現計画場所ではなく、津波や液状化の心

配がない内陸地域に新庁舎を建てるべきではないか？ 

 整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シンボル性・

歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民の皆さまか

らのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁舎整備基本

構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 
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 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

497 市庁舎建設地の選定につき、「横浜市市庁舎整備審議会」が、

港町地区・北仲通地区・高島地区の三候補地のどれでもよい

との答申を出したのは１９９５年（平成７年）ですが、その

後に２０１１年３月１１日の東日本大震災が起き、従前の防

災対策・津波対策は大きな見直しを求められています。 

 そのようななかで、地盤液状化リスクにつき、「液状化す

る可能性がある」にとどまる港町地区から、「液状化危険度

が高い」北仲通南地区へと、あえてリスクの高い地区に市庁

舎を移転させるのは、行政としての危機管理や市民・職員の

安全に対する意識があまりに欠けています。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 「横浜市地震被害想定調査」による液状化危険度予測マップでは、北仲通南

地区は地区の全部又は一部が「液状化危険度が高い」とされています。この調

査では、エリア内への拡がりについては推測に過ぎないので、個々の敷地につ

いては、必要に応じて地盤調査で確認されたい。」とされているため、北仲通

南地区の敷地内ボーリングデータに基づく分析を行いました。その結果、北仲

通南地区では、盛土と軟弱粘性土の間に礫混じり砂質土が分布しており、液状

化の可能性が懸念されますが、砂質土の層厚は５m 程度であり、中位程度の締

まり具合であることから、地下埋設管等に対する影響は少ないと考えられます。

また、庁舎地下躯体の建設に伴う掘削・埋め戻しの際に液状化対策を行うこと

で、液状化の懸念を解消することができます。 

 周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を受ける場合でも比

較的軽微に留まるものと考えられますので、震災時に災害対策本部として職員

が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと考えられます。

498 新庁舎の予定地は海に近くて、地震による津波の影響を受け

やすいのではないでしょうか。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

499 1.「液状化は技術的に解決できる」と言っても市庁舎と隣接

する UR 住宅だけ無事で周辺は全て液状化して、移動できない

では意味がありません。市庁舎に 600 億もかけないで関内・

関外エリアの液状化対策費に使用されてはいかがでしょう

か。 

 

2.新市庁舎よりも現市庁舎の方が津波による浸水被害が酷い

ことを提示してくれたのは良かったと思う。600 億円以上も

かけるのなら新市庁舎よりも街を守るための堤防を造った方

が良いのではないでしょうか。 

 整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シンボル性・

歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民の皆さまか

らのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁舎整備基本

構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する
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3.同一エリアに市庁と県庁とがあるのは被災時のリスクが非

常に大きいと考えます。是非、関内・関外エリアの外へ移転

を。 

 

4.東日本大震災で町の首脳部が壊滅した大槌町のことや大雨

で横浜駅地下街で亡くなった女性の件を考えると高台移転し

て欲しいと考えます。5/9 の当局の説明で対策は講じている

ことがわかったのは良かったし、当局を評価できます。しか

し、多額の対策費かけるのならいっそ高台移転した方が費用

がかからないと思います。浮いた資金で臨海エリアの液状化

対策と堤防の建設をしていただきたい。 

 

5.具体案として、高台移転「１、保土ヶ谷清掃工場を取り壊

してそこに移転する。２、戸塚新区役所とトレードする。」

を提案しておきます。 

 次善策として耐震工事済みの現市庁舎の有効活用＆部分建

て替え・建て増し、文化センターや技能文化会館、文化体育

館の敷地利用を推しておきます。1～２階を駐車場にします。

 第３案として、構造を 2～3 階層上にずらすことを提案しま

す。津波リスクの高まっているエリアで地下があるのはいか

がかと思います。１階をバス・タクシー乗場に、1 階の余り

部分と２階を駐車場にして、残りを上にずらします。 

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

 なお、災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）は、新市庁舎内に

整備するものの、大規模災害発生時のリスクを分散させる観点から、実際に現

場で救援活動・救助活動を行う消防局（保土ケ谷区）については、新市庁舎に

集約しません。 

500 新市庁舎を北仲通南地区に建設するには防災上の懸念もあり

ます。新市庁舎の建設予定地は、市内の広範囲で震度６以上

の強い揺れをもたらす「元禄型地震」などが起きたとき、液

状化する危険度が高いエリアであり、海面から２メートルし

かありません。このような危険な場所に市の職員６千人を集

中する必要があるのですか。 

阪神大震災、東日本大震災を顧みるならば、住民と行政が同

時に退去させられてしまったことです。つまり、現庁舎を港

町地区からわざわざ移転する必要は全くありません。以上の

ことから、私は「新庁舎整備基本計画」には、絶対反対です。

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

ん。 

 北仲通南地区は、現市庁舎のある港町地区と同様、埋立地のため地盤沈下の

可能性があります。また、表層近くに砂質土層があるため、液状化の懸念があ

ります。しかしながら、建物については、深さ 20～40ｍ程度の支持層まで達す

る杭基礎形式を採用することや、庁舎地下躯体の建設に伴う掘削・埋め戻しの

際に液状化対策を行うことで、液状化の懸念を解消することができます。 

 周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を受ける場合でも比

較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

501 防災面 

北中津波、液状化災害の懸念される地域となっています。 

新市庁舎は 3.11 後好ましくないとされている超高層ビルが

前提となっており、新市庁舎は大規模広域災害（特に大震災）

時に防災本部として機能できるのか疑問です。 

市当局は「津波を受けても現関内地区より早く水が引きま

す。」と言っていますが、津波予想地域は先ず避けるべきと

考えます。 

また、水が引いても津波で押し寄せるのは海水だけではあり

ませんので、陸路が津波残留物で寸断されて防災本部たる市

庁舎が孤立し、職員すら登庁出来ない可能性も懸念されます。

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

502  東日本大震災の教訓を活かした立地場所の再検討 

 震度５程度でも湾岸地域では液状化し、東京湾でも津波に

よる被害が出ることが認識されました。超周期による揺れは、

高層ビルに大きな揺れをもたらします。立地場所を決めると

きには、これらのことが十分に議論されたのでしょうか。立

地場所の再検討をお願いします。海岸に行政機能を集中する

のは危険だと思います。 

 整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シンボル性・

歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民の皆さまか

らのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁舎整備基本

構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危
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機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

503  液状化の危険性がより高くなる場所に移転するのはやめる

べきです。 

 評価調書案によれば、基礎杭や地下躯体建設時の対策で対

応可能としていますが、そんなことは移転の言い訳になりま

せん。 

 そもそも災害時の本部機能を果たさなければならないの

に、高額、割高な税金を投入してまで、わざわざ現庁舎地区

以上に危険性のあるところに移転すること自体がおかしいの

です。事業の必要性に「災害への備え（危機管理機能の強化）」

とありますが、北仲南地区への移転は機能低下です。 

 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

ん。 

 北仲通南地区は、現市庁舎のある港町地区と同様、埋立地のため地盤沈下の

可能性があります。また、表層近くに砂質土層があるため、液状化の懸念があ

ります。しかしながら、建物については、深さ 20～40ｍ程度の支持層まで達す

る杭基礎形式を採用することや、庁舎地下躯体の建設に伴う掘削・埋め戻しの

際に液状化対策を行うことで、液状化の懸念を解消することができます。 

 周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を受ける場合でも比

較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

504 神奈川県の津波浸水予測図(2012 年)によると慶長型地震ケ

ースで北仲通南地区の予測浸水深さは 0.8m ～ 2.0m であり、

港町の 0.5m 以下とは明らかな差がある。 

地震の型や規模に応じて予測推進深さは異なるのは当然であ

るが、どの場合においても北仲通の方が港町地区よりもはる

かに津波災害の影響が甚大であることに変わりはない。 

 

以上 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

505 新市庁舎整備事業について市民意見を提出します。 

新市庁舎整備基本計画に反対です。 

理由は以下の通り 

311 日本大震災前に事実上決定していた移転先＝津波浸水、

超高層の脆弱性など防災視点の検討が後づけになっている。

 整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シンボル性・

歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民の皆さまか

らのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁舎整備基本

構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと
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考えられます。 

506 市庁舎計画地は新しい埋立地で大地震の際、液状化の恐れあ

りませんか？使用可能な現庁舎を壊して再開発、新市庁舎建

設と何重もの土木建築工事は一時的な経済の活性化を産むの

みです。長期的展望を！ 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

507 北中通り南地区は地盤がよくないと聞きました。液状化のリ

スクがあるとも言われているとか？こんな場所に高いビルは

危険です。もしもの時に、市の機能がストップしてしまいま

す。止めてください。 

以上意見を申し上げました。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電

気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

 なお、災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）は、新市庁舎内に

整備するものの、大規模災害発生時のリスクを分散させる観点から、実際に現

場で救援活動・救助活動を行う消防局（保土ケ谷区）については、新市庁舎に

集約しません。 

508 事務室の分散による非効率、不経済は理解しますが、過去に

取得したことを理由に北仲北地区への移転を強引に進めてい

るように見えます。現位置より津波の危険性の高い海寄りの

地区という点だけを採っても再考すべきと思います。 

 整備場所については、これまで交通利便性、地区の機能集積、シンボル性・

歴史性などの観点を踏まえ検討してきており、議会での議論、市民の皆さまか

らのご意見などを総合的に考慮し、平成 24 年度に策定した「新市庁舎整備基本

構想」の中で、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 新市庁舎の整備予定地は、「横浜市地震被害想定調査（平成 24 年 10 月）」

によれば、元禄型関東地震と東京湾北部地震では、津波による浸水はありませ

んが、発生率は極めて低いとされている地震ではあるものの、南海トラフ巨大

地震及び慶長型地震で津波による浸水（最大 1.2ｍ程度、現市庁舎のある港町

地区と同程度）の可能性があります。 

 北仲通南地区の標高は国土地理院によると３ｍ程度で、水は低地に拡散する

ため、津波による浸水時間は約 20 分と比較的短く、津波自体の力による建物損

傷や周辺の道路が長期間通行不能となる可能性は低いと考えられますので、電
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気・機械室の上層階への配置などの対策とともに、津波発生時には、市民の皆

さまや来街者の皆さまの避難場所としての機能を確保することで、災害時の危

機管理拠点としての機能は果たせると考えています。 

 一方、現市庁舎のある港町地区の標高は２ｍ程度と低地であるため、津波に

よる浸水時間は一定時間継続するものと推測されます。 

 建物を建築する際に、建物を支える杭を打ち込む支持層までの深さは、北仲

通南地区で 20～40ｍ程度、港町地区で 30～45ｍ程度です。いずれの地区も地盤

沈下や液状化の可能性があり得ますが、建物については、基礎杭を支持層まで

打設することや、地下躯体の建設に伴う掘削・埋戻しの際に対策を行うことに

より対応が可能で、周辺のライフラインについても対策が進んでおり、被害を

受ける場合でも比較的軽微に留まるものと考えられます。 

 このように北仲通南地区で新市庁舎を整備した場合でも、震災時に災害対策

本部として職員が参集し、本部機能を滞りなく進める上で大きな支障はないと

考えられます。 

事業の効果-【危機管理機能の強化】（19 件） 

509 新市庁舎整備予定地案を拝読させていただきました。熟慮さ

れた計画が示されていました。この予定地はｈａｚａｒｄ

ｍａｐに該当する場所でもありますので、災害への対応やラ

イフラインの保全、治安を維持する為のガイドライン等も十

分に考えられていることと思います。 

危機管理に備えて新市庁舎またその付近にはヘリポートは併

設させる予定なのでしょうか？ 

 ヘリコプターの緊急時離着陸場については、整備する方向で検討を進めてい

ます。 

510 行政事務の複雑化、多様化を鑑みても、新市庁舎の建設は必

要な事業であると考えられる。また防災機能の拠点として、

大規模地震や災害に対応できる危機管理能力を備えた建物と

しなければならないと考える。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

 ヘリコプターの緊急時離着陸場については、整備する方向で検討を進めてい

ます。 

511 災害対応の収容能力があり、フリーな空間を備えてもらいた

い。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

512 防災の象徴となるような、かつ環境に配慮した建物であれば

必要と思います。次の建物はたぶん大震災を経験する事にな

るでしょうから充分に配慮して下さい。 

「災害に強い横浜にしていく」シンボル的存在としてあって

ほしいと思います。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等
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へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

513 施設、設備の老朽化、耐震性において災害への備え、危機管

理機能の強化が早急に必要である。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

514 大災害に強い建物（市職員が安心して働き、災害時には市職

員が先頭に立ち市民を守ってほしい。） 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

 ヘリコプターの緊急時離着陸場については、整備する方向で検討を進めてい

ます。 

515 防災危機管理上においても庁舎新築することは市民として賛

成である。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じたことから、あらためて、災害時における応

急復旧活動や避難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認

識しました。 

 震災後、一部組織については非常用電源を備えたビルへ移転しましたが、そ

の他民間ビルの組織については、現在も引き続き業務の継続性について懸念さ

れています。 

 現市庁舎が抱える老朽化や庁舎の分散化などの課題とともに、市民の皆さま

の安全を守る拠点として、業務の継続性の面からも新市庁舎を整備する必要が

あると考えています。 

516 危機管理機能の強化は必須だと思うので、庁舎設計上最優先

に考えてほしい。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ
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キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

517 事業の効果 

【危機管理機能の強化】 解決策⇒現庁舎で出来る範囲で行

って下さい。財政逼迫の横浜市民は、我慢せざるを得ません。

借入金が増えるよりましです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

518 津波、地しん等の自然災害時の行政サービスの提供、毛布、

一時的な食料を充分に備えたいものです。 

約２０年の民間利用。庁舎近く、借りる事ができ、その当時

から最近に至るまで感謝したいと思います。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

519 最低限の必要な設備を作り、災害に強い庁舎として横浜市の

要になる事を願って一日も早い完成を希望します。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

520 早急に整備すること 

 ㋐耐震性、津波、液状化の対策として 

 ㋑民間ビル等分散の解消として 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 



121 

 

 新市庁舎は、平成 32 年１月にしゅん工、平成 32 年６月に移転を完了し、供

用開始することを目標とします。 

521 地しんの時、しみんのためにかつやくしてください。  大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

522 いつくるかわからない災害のためにも我々が安心してくらせ

るようにしっかりした庁舎としてほしい。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

523  津波等災害で万が一、市の首脳部が機能しなくなった場合、

各区長に権限を委譲する様に法整備をして欲しいと要請しま

す。 

 

 被災時の通信網の確保はいかがされるのでしょうか。衛星

回線だけということにはならないでしょうか。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

 なお、災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）は、新市庁舎内に

整備するものの、大規模災害発生時のリスクを分散させる観点から、実際に現

場で救援活動・救助活動を行う消防局（保土ケ谷区）については、新市庁舎に

集約しません。 

524 新市庁舎整備に賛成です。新しい横浜のシンボルとなるよう

な地震や液状化に強い庁舎を作って欲しいと思います。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行
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う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

525 私達一般市民は、市庁舎より各区役所の方が利用する機会が

多いのです。 

もちろん災害時のことを考え対応できる市庁舎であってほし

いとは思います。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

526 災害時には市民も使えるようなｏｐｅｎな庁舎としてほし

い。 

 大規模地震をはじめ、危機が発生した際に横浜市の対策本部として、情報の

収集、集約、対策の立案、決定を行う危機管理センターを整備します。災害発

生時に、迅速かつ的確な意思決定ができるように災害対策の本部機能は同一フ

ロアに集約します。危機管理センターには、各区本部との情報受伝達などを行

う本部運営室や県警、自衛隊、ライフライン事業者等と連携して危機対処活動

を行うために、関係機関が執務するための関係機関執務室を設置するとともに、

トイレパック、水や食料等、危機対処に必要な備品・消耗品の備蓄庫を設置し

ます。 

 建物の２階レベルにデッキを整備し、通常は通行や休憩の場、津波発生時に

は、市民や来街者の皆さまが緊急避難できる場所とするとともに、建物のデッ

キ沿いなどに休日や夜間も利用できる出入口を設け、建物内に避難できるよう

にします。 

 電気・機械室については、津波による浸水の可能性を考慮して中層階に配置

します。浸水深以上の階と以下の階で、設備システムの系統を分離するなど浸

水によるシステム全体の機能停止を防止する対策を講じます。 

 庁舎内の停電時、エレベーター、コンピュータ及び業務上必要な照明設備等

へ送電できるよう非常用電源設備を整備します。 

527 「事業の効果」の疑問点 

・新市庁舎が南区の住人の安全を守ってくれるのか。 

・緊急避難場所は、近隣の高層ビルではだめなのか。 

・情報提供、案内機能は、新庁舎にならないと充実出来ない

のか。 

・横浜らしさ、歴史文化の魅力は、「県立歴史博物館」、「開

港資料館」等既存施設では不十分なのか．ｅｔｃ． 

現市庁舎は、いずれ建替は必要としても、莫大な税金を必要

とする新市庁舎は内容の見直しを行い、再検討は必要だと思

われます。 

 市庁舎は、横浜市の対策本部として危機管理の中心的役割を果たします。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

事業の効果-【庁舎の分散化の解消】（31 件） 
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528 事前評価調書を（案）を一通り読ませていただきました。 

その中で新市庁整備の必要性（災害への備え、深刻な執務室

不足の解消）については同意致します。庁舎の分散化で民間

ビルにかかる賃貸料の経費、年間２０億円を超えていたのに

は驚くばかりです。いろいろと無駄な経費を見直して、お金

を必要としている所に運用していただきたいと願います。ま

た、新庁舎に集約することで、よりよい情報、行政サービス

が提供されるとの事、とても期待しております。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じるこ

とからも事業を早期に進める必要があります。 

529 現庁舎の他２５ヶ所の借庁室で運営している現状は変えなけ

ればと思います。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

530 新市庁舎の整備、強く賛成します。確かに私のように関内に

事務所があり、自転車で横浜市各庁舎を回れる者にとっては

現在の分散庁舎も苦にはなりません。しかし公共交通機関等

を利用して来訪する横浜市の複数の窓口への申請者にとって

現在の庁舎配置は実に不便です。特に雨の日の申請は庁舎間

の移動が困難です。 

たとえば松村ビル 8 階で産業廃棄物処理業の許可申請をした

場合、横浜市証紙の購入が伴いますが横浜市証紙は現庁舎 1

階横浜銀行で購入する必要があります。また、一般的に給水

装置工事事業者と排水設備指定工事店は同じ申請者が同時に

届け出ることが多いのですが、この２つの窓口を一度に回ろ

うとすると日土地山下町ビルの水道局保全課と関内中央ビル

の環境創造局管路保全課を訪ねなければなりません。行政部

門の床面積の 7 割以上が現庁舎外の民間ビルに設置されてい

る現状は、このような申請を行う市民に著しい不利益をもた

らしております。 

民間ビルの賃料をベースにした事業費収支シミュレーション

にあるように、新市庁舎の整備を行ったとしても市財政に大

きな負担がかからないのであれば、市庁舎を一体化できる新

市庁舎の整備を行わない理由はないのではないかと思いま

す。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

531 私は、分散している部局を集約するということに賛成です。

分散しているということは、利用者にとって不便以外の何物

でもないと考えます。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

532 執務室不足の為に発生する年間２０億円を超える賃借料は無

駄だと思う。 

基本計画に沿って、無駄を省きつつ、新市庁舎の整備を着実

に進めて下さい。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 



124 

 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じるこ

とからも事業を早期に進める必要があります。 

533 新市庁舎の建築賛成致します。全局一ツの建物に有る事、市

の在り方です。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

534 現在、分散している庁舎を集約することは是非お願いしたい。

計画については、利便性が向上するよう進めて頂きたい。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。  

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

535 現状民間ビル等に分散されているので、業務の効率が悪いの

で、新市庁舎に集約することで利便性と効率化が図れる。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、
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ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

536 市庁舎機能が集約されれば利便性が向上し、望ましい。  現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。  

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

537 現市庁舎は分散している為不便である。  現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

538 新庁舎の実現により、分散している各部局が１ヶ所に集約で

きれば、１ヶ所で用を足すことができて便利になる。 

また、年間２０億もの賃料が不要になって、財政面の圧迫も

軽減されて良い。 

計画通りに実現することを期待しています。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 
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 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じるこ

とからも事業を早期に進める必要があります。 

539 市民利用者として庁舎の分散化していることには不便を感じ

ており、集約されることは望ましいと思います。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

540 現在の市役所は、ビルが分散し過ぎていて分かりにくい。ぜ

ひ一つのビルにまとめてほしい。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

541 分散化しているものを集中化する事は大変良い事だと思う。  現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、
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ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

542 民間ビルに分散している部局を１つのビルに集約すること

で、賃借料金をへらすことができるのは良いと思います。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じるこ

とからも事業を早期に進める必要があります。 

543 新庁舎は同一ビルに収容される事が一番良いと思う。  現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。  

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

544 分館、別館の不便は解消してほしい。  現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促
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進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

545 事業評価調書（案）に対する意見として、庁舎の建替えは老

朽化及び手狭な実情において必要だと感じました。所用で伺

う際も行き先に対し充分に確認が必要でした。 

市民生活の向上に大きな役割を果たして頂いている期間のロ

ケーションが確固たるものでなければ、有事の際も安心でき

ません。 

市の財政が逼迫する中、反対意見も多いと思われますが、十

分に検討を行い、成果のある計画を立案、実行して頂けるよ

う望みます。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、職員

にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に時間を要する

とともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促進することが

できません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、ビル間での

引っ越しによるコストも毎年度生じています。このようなことから、市庁舎機

能を１か所に集約することは必要であると考えています。 

546 市役所の分散化の実態をホームページで知りました。 

分散した賃貸オフィスでは様々な非効率な面があると思いま

す。 

長期的に見て成立する投資であれば、市役所の危機管理能力

の向上や関内駅前の賑わいづくりに繋がるので良い計画だと

思います。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に時間を

要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促進する

ことができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、ビル

間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 また、市民の皆さまの安全を守る拠点として、業務の継続性の面からも新市

庁舎を整備する必要があると考えています。 

 関内駅周辺地区については、新市庁舎整備を契機として、開港以来の歴史と

魅力を礎に、横浜都心部の一翼を担ってきた関内･関外地区の新たな活性化に取

り組んでいきます。 

547 市役所の事務室の実態をホームページで知りました。 

賃貸ビルに分散しているのでは効率が良くない事が多いと思

います。 

長期的に成り立つ投資であれば、その結果危機対応能力が上

がったり、関内駅前が賑やかになっていくならば新しい庁舎

を整備することは良いと思います。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に時間を

要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促進する

ことができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、ビル

間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 このような行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上させ

るためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 また、市民の皆さまの安全を守る拠点として、業務の継続性の面からも新市

庁舎を整備する必要があると考えています。 

 関内駅周辺地区については、新市庁舎整備を契機として、開港以来の歴史と

魅力を礎に、横浜都心部の一翼を担ってきた関内･関外地区の新たな活性化に取

り組んでいきます。 

548 私共高齢者としては、この莫大な建設費用を介護、医療、バ

ス、電車の補助等を削る事なく行政を続けて頂き、分散して

いる各部署を統一して市民の将来の利便性を計る事も大切と

考える。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促
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進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

549 今現在の分散している業務が１ツの建物になれば、運営面は

もとより、業務効率が上り、ＴＯＴＡＬのコストも出して、

市民の理解をもとめて下さい。（１ツの建物内の上下の移動

で人件費の削減により、今より職員数も大きく削減出来るの

では） 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

550 移転大賛成 

１．多額の賃料を支払っているのはだめ。会社ならとうさん

してしまう。 

２．今の庁舎は古すぎる。使用には不便。 

３．賃料を２０億～３０億を支払うのなら税金だからでるの

で、１０年～１５年で税金を下げられる。 

４．出先機関が多く不便。 

以上の理由により、移転は速くする様に 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じるこ

とからも事業を早期に進める必要があります。 

551 現在約５００ｍ四方に分散している市の機関を１箇所にまと

めることは、市民サービスという関係から必要なことと思い

ます。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ
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ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

552 地方の小さな自治体の庁舎でも、とても立派なものがたくさ

んあります。又、分庁舎が幾つもあって、まるで「タライ回

し」されている様な気持ちになった人も私だけではないはず

です。たぶん、そういう苦情も沢山あったと思います。 

横浜の顔として、一日も早く横浜らしい立派な庁舎を楽しみ

に心待ちにしたいと思います。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

553  こんにちは。市庁舎の新築問題、私個人の意見としては、で

きるだけ早期の移転が望ましいと考えます。現市庁舎は、あ

まりにも不便。多くの部門が、様々な建物に分散されている。

年間の賃量だけでも市の財政上の負担は重い。複数年の視点

で考えても、あまりにも市民の血税の浪費・ムダ使いだと言

い切れます。もっと合理化・効率化をはかるべきです。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じるこ

とからも事業を早期に進める必要があります。 

554 地震の時に道路や河川、港湾を管理する部署が災害対策本部

と離れたビルにあるのでは上手く機能しないと思います。一

つの庁舎に集約して危機管理を行うことができるようにすべ

きだと思います。超高層ビルは東日本大震災の時の東京都庁

のように長周期地震動で大きく揺れると聞きます。最新の技

術でしっかりとした対策を行って、震災時に頼りになる市役

所となって欲しいと思います。 

 新市庁舎は、様々な危機に対処できる、危機管理の中心的役割を果たす市庁

舎とするため、地震・津波・液状化をはじめ様々な危機への対応を想定して、

長周期地震動対策を含む高い耐震性と安全性を確保した堅固な建物とします。

555 現在の市役所が 20 以上もの民間ビルに分散している事を初

めて知りました。 

毎日の連絡や会議の出席など大変面倒なのではないでしょう

か。あまりにも現在の状態が長期化していて慣れてしまって

いるのだとしたら由々しきことだと思います。市の職員には

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 
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効率的にお仕事をして欲しいです。 

地震の時などは関係部署の連携が上手くいくのでしょうか。

効率的なオフィスでしっかりと対応して欲しいと思います。

現在支払っている家賃に見合う投資で長期的に成立するので

あれば問題ないと思います。 

家賃は毎年払っているのですから、出来るだけ早くしっかり

した庁舎を整備してください。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じるこ

とからも事業を早期に進める必要があります。 

 新市庁舎は、様々な危機に対処できる、危機管理の中心的役割を果たすもの

とするため、地震・津波・液状化をはじめ様々な危機への対応を想定して、高

い耐震性と安全性を確保した堅固な建物にするとともに、市民生活の安全・安

心を守り、危機が発生した際には、横浜市の対策本部として、情報の収集・集

約、対策の立案を的確に行うことができるよう危機管理関係諸室を整備します。

556 現在、庁舎が分散しタコ足状態となっているのを一つにまと

める必要性はわかる。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、職員

にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に時間を要する

とともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促進することが

できません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、ビル間での

引っ越しによるコストも毎年度生じています。このようなことから、市庁舎機

能を１か所に集約することは必要であると考えています。 

557 【意見】 

 ■良い点■  

①分散化による集中 ※現状の賃貸状況は多すぎる  

②効率化を目的とする執務環境と老朽化整備  

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、

ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

 仮に新市庁舎の整備が５年遅れれば、100 億円以上の賃借料負担が生じるこ

とからも事業を早期に進める必要があります。 

558 執務スペースが分散しているのは不便なので、新市庁舎整備

は必要だと思う。計画に沿って、本事業を着実に進めてくだ

さい。 

 現市庁舎は建設後、急激な人口の増加や市民ニーズの多様化、社会環境の変

化による業務の拡大に伴って執務スペースが不足し、現在は、周辺の約 20 か所

の民間ビル等に分散するなど非効率な状態となっています。このため、関連性

の高い部署を必ずしも同じビルや近接するビルに配置することができず、市民

の皆さまにはご不便をおかけしています。 

 また、職員にとっては、会議・打ち合わせ、部署間調整の際のビル間移動に

時間を要するとともに、会議室・打ち合わせスペースやコピー室の共用化も促

進することができません。さらに、新たな事業展開に伴う組織の見直しにより、
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ビル間での引っ越しによるコストも毎年度生じています。 

 新市庁舎では、関連性のある組織を近接階に配置するとともにユニバーサル

レイアウトの導入や会議室を集約した会議室フロアを設けることなどで、職員

の移動時間の縮減や組織の移転にかかる費用の抑制が見込まれます。 

 現在の市庁舎では、市民の皆さまへの情報提供・相談機能として市民情報セ

ンター・市民相談室を備えており、多くの市民の方にご利用いただいておりま

すが、いずれもスペースが狭あいで、行政文書の開示請求スペースや市民相談

室の待合スペースは、プライバシーも十分に確保できていません。 

 市民の行政に対する意識の高まりに伴い、情報提供や情報開示、市民相談な

どのスペースを拡充します。 

 このように、行政事務の非効率な状態を解消しつつ、市民サービスを向上さ

せるためにも、新市庁舎の整備が必要であると考えています。 

事業の効果-【的確な情報や行政サービスの提供】（12 件） 

559 新市庁舎整備の際には馬車道駅から直通の地下階または地上

からのアクセスが容易な 1 階部分に、各区役所窓口と同等の

身分証明書の発行が可能な戸籍関係証明書発行窓口を設置す

るべきであることを申し添えます。 

県内の他の政令市の状況を見るに、川崎市は川崎区役所が川

崎市本庁舎のすぐ向かいに、相模原市は中央区役所が本庁舎

内に設置されているため、迷うことがありません。 

新市庁舎整備予定地から横浜市中区役所への移動手段として

は確かに横浜高速鉄道みなとみらい線がありますが、移動時

間にして 10 分ほどを要するこの状況を新市庁舎整備を期に

解決しないのは非常にもったいないことだと思います。 

 市民利用機能の検討を進める中で、証明書発行事務への対応についても検討

していきます。 

560 高齢化、少子化の中で市役所の市民サービスをどう考えてい

るのか、何が主要なサービスとなるのか教えて欲しい。 

 豊かな市民力を生かす開かれた市庁舎とするため、「市政と行政の相互信頼」

を一層高め、市民の皆さまに的確な情報や行政サービスを提供できるよう、情

報提供・相談・案内機能を充実します。 

 市民情報センターは、市民の皆さまに分かりやすく、誰もが自由に利用でき

る配置とする一方で、誰もが安心して安全に利用できるようセキュリティを確

保するとともに、受付スペースや開示請求スペースは、請求者が他の来庁者か

ら見えないよう、個室や窓口カウンターへの間仕切りの設置など、来庁者のプ

ライバシーの保護に配慮します。さらに、市民ニーズの高い情報については、

配架スペースを充実させるなどして、積極的な情報提供に努めます。 

 市民相談室は、来庁者が落ち着いて相談でき、相談にきめ細やかに応えるこ

とができるよう、個別ブースや窓口カウンターへの間仕切りの設置など、相談

者のプライバシーの保護に配慮するとともに、時間外等の相談にも対応できる

よう検討します。さらに、相談者のプライバシーに配慮した待合室を設置しま

す。 

 このほかにも、市民協働が進み、多様化する公共の担い手のニーズに対応す

るため、市民の皆さまと行政の協働・交流や情報発信が活発に展開される場と

して、市民協働・交流室（仮称）を整備します。市民協働・交流室（仮称）は、

市民の皆さまや行政による講演会、講座、シンポジウムなどが開催できるスペ

ースとし、また、夜間や休日にも利用することを前提として配置します。 

561 横浜市民の為に的確な情報や行政サービスを提供し、豊かな

市民力を活かす開かれた市庁舎であれば、より良いコンスタ

ントな行政環境にな成るよう期待しておりますので、是非、

新市庁舎の整備事業を進めていただきたいと思います。 

 豊かな市民力を生かす開かれた市庁舎とするため、「市政と行政の相互信頼」

を一層高め、市民の皆さまに的確な情報や行政サービスを提供できるよう、情

報提供・相談・案内機能を充実します。 

 市民情報センターは、市民の皆さまに分かりやすく、誰もが自由に利用でき

る配置とする一方で、誰もが安心して安全に利用できるようセキュリティを確

保するとともに、受付スペースや開示請求スペースは、請求者が他の来庁者か

ら見えないよう、個室や窓口カウンターへの間仕切りの設置など、来庁者のプ

ライバシーの保護に配慮します。さらに、市民ニーズの高い情報については、

配架スペースを充実させるなどして、積極的な情報提供に努めます。 

 市民相談室は、来庁者が落ち着いて相談でき、相談にきめ細やかに応えるこ

とができるよう、個別ブースや窓口カウンターへの間仕切りの設置など、相談

者のプライバシーの保護に配慮するとともに、時間外等の相談にも対応できる

よう検討します。さらに、相談者のプライバシーに配慮した待合室を設置しま

す。 

 このほかにも、市民協働が進み、多様化する公共の担い手のニーズに対応す

るため、市民の皆さまと行政の協働・交流や情報発信が活発に展開される場と

して、市民協働・交流室（仮称）を整備します。市民協働・交流室（仮称）は、

市民の皆さまや行政による講演会、講座、シンポジウムなどが開催できるスペ
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ースとし、また、夜間や休日にも利用することを前提として配置します。 

562 市民向けのフリースペースが充分に計画されているようで、

新庁舎に期待がもてます。現在、５２才の私は、眼が見えに

くくなり、案内板やアナウンスに以前と（若い頃と）違って、

わかりにくいものは嫌と感じるようになりました。バリアフ

リーの観点を充分に取り入れて、設計していってもらいたい

と思います。アプローチも地下鉄の他にバスで行く人も多い

ので配慮してほしいです。障害のある方が使いやすいという

ことは、健常者にとって決してマイナスにはなりません。お

ざなりの手すり取り付けというレベルはやめて、是非他の市

町村がモデルにしたいと思う位のレベルになるよう取り組み

いただきたいと思います。中高年の多い人口構成となるので、

基本理念・方針①－１、②－１、２、３の部分をいかに具体

化、現実化できるか、試されていると思うのですが。計画の

中に取り入れて下さい。お願いします。 

 現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、高齢者や障害者等へ配慮したバ

リアフリーや、ユニバーサルデザインなどに対応した十分な施設整備がされて

いません。 

 新市庁舎では、このような課題に対応するために、誰にでもやさしくわかり

やすいユニバーサルデザインを採用し、視認性に優れ、わかりやすい案内表示

を導入します。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

563 各窓口は利用しやすくして下さい。特に特殊な部署はまず声

をかけやすいシステムにして下さい。たとえば、ボタンを押

すとか。 

又、各申請書類は目前にダウンロードして提出できるように、

今は書類をさがすだけでも時間がかかる為。 

 新市庁舎では、窓口カウンター、待合・記載スペースについては、業務時間

中、来庁者が自由に出入りできるオープンなエリアとします。ただし、業務の

性質上、必要に応じて窓口カウンターの出入口にインターホンや呼び出し電話

等を設置することも検討しています。 

 各申請書類の取扱については、いただいたご意見の趣旨を関係部署とも情報

共有させていただきます。 

564 本館１Ｆにコミュニュケーションやかんたんな相談ができる

場所をお願い致します。 

 豊かな市民力を生かす開かれた市庁舎とするため、「市政と行政の相互信頼」

を一層高め、市民の皆さまに的確な情報や行政サービスを提供できるよう、情

報提供・相談・案内機能を充実します。 

 来庁者の要望・要件に応じた窓口案内を、行う案内所を市民から見つけやす

くわかりやすい場所に設置します。 

 市民情報センターは、市民の皆さまに分かりやすく、誰もが自由に利用でき

る配置とする一方で、誰もが安心して安全に利用できるようセキュリティを確

保するとともに、受付スペースや開示請求スペースは、請求者が他の来庁者か

ら見えないよう、個室や窓口カウンターへの間仕切りの設置など、来庁者のプ

ライバシーの保護に配慮します。さらに、市民ニーズの高い情報については、

配架スペースを充実させるなどして、積極的な情報提供に努めます。 

 市民相談室は、来庁者が落ち着いて相談でき、相談にきめ細やかに応えるこ

とができるよう、個別ブースや窓口カウンターへの間仕切りの設置など、相談

者のプライバシーの保護に配慮するとともに、時間外等の相談にも対応できる

よう検討します。さらに、相談者のプライバシーに配慮した待合室を設置しま

す。 

 このほかにも、市民協働が進み、多様化する公共の担い手のニーズに対応す

るため、市民の皆さまと行政の協働・交流や情報発信が活発に展開される場と

して、市民協働・交流室（仮称）を整備します。市民協働・交流室（仮称）は、

市民の皆さまや行政による講演会、講座、シンポジウムなどが開催できるスペ

ースとし、また、夜間や休日にも利用することを前提として配置します。 

565 【的確な情報や行政サービスの提供】解決策⇒現庁舎で出来

る範囲で行って下さい。財政逼迫の横浜市民は、我慢せざる

を得ません。借入金が増えるよりましです。 

 現市庁舎では、情報提供・市民相談・交流の場・文化芸術など様々な市民サ

ービスを提供していますが、執務室の狭あい化や分散化のため市民対応スペー

スが不足しており、市民ニーズが多様化する中でその要請に十分に応えられて

おらず、市民サービス機能が不十分な状況です。 

 新市庁舎は、豊かな市民力を生かす開かれた市庁舎とするため、「市政と行

政の相互信頼」を一層高め、市民の皆さまに的確な情報や行政サービスを提供

できるよう、情報提供・相談・案内機能を充実します。 

  

566 生活面、仕事面について、横浜市（行政）と多く接する機会

がありますが、ソフト面については、生活面、仕事面とも十

分なサービスと対応を頂いております。 

しかし、ハード面についきまして、横浜市をとりまくあらゆ

る「課のつながり」が「希薄」であり、うまくサービス受け

られていない印象にあります。ワンストップカウンター、一

体的な窓口を市民にひらけたスペースをつくり、市民のため

のスペース、来客用のスペースを多く取り入れるべきと考え

ます。 

 新市庁舎は、豊かな市民力を生かす開かれた市庁舎とするため、「市政と行

政の相互信頼」を一層高め、市民の皆さまに的確な情報や行政サービスを提供

できるよう、情報提供・相談・案内機能を充実します。 

 来庁者の要望・要件に応じた窓口案内を、行う案内所を市民から見つけやす

くわかりやすい場所に設置します。 

567 様々な規模の集会が出来るホール、会議室などを整備（市民

活動用に） 

 新市庁舎には、市民協働が進み、多様化する公共の担い手のニーズに対応す

るため、市民の皆さまと行政の協働・交流や情報発信が活発に展開される場と
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して、市民協働・交流室（仮称）を整備します。市民協働・交流室（仮称）は、

市民の皆さまや行政による講演会、講座、シンポジウムなどが開催できるスペ

ースとし、また、夜間や休日にも利用することを前提として配置します。 

568 市庁舎は市民が使う建物ではなく、そこで働く職員の方、市

議の方の仕事場です。市民からの反応がどうかばかりを気に

せず、そこを仕事場とする人がもっとも働き易い場所である

かどうかをきちんと考えていだだきたい。横浜市を象徴する

建物だとかそういうことは二の次だと思います。職員にはい

ろんな方がいるかと思います。小さなお子さんをお持ちの方

（もしかしたら在宅で仕事ができる環境、または必要なら自

宅近くの区役所で仕事ができる環境を整える等が必要かもし

れません）、横浜に住んでいない方など、そういう意味で、

住みやすくて働き易い横浜という視点から、どういう建物が

必要なのか、果たして新しくすべきなのかどうかを含めて再

度しっかりと検討いだだければと思います。 

 新市庁舎の整備にあわせて、職員の仕事のスタイルも変化していくものと考

えられますので、いただいたご意見の趣旨は、今後の参考とさせていただきま

す。 

569 横浜市役所は、部署によっては派遣や嘱託を採る場合がある

ので、ビル１つでスペース的に足りるのでしょうか。個人情

報を扱っている部署で市民と面談するスペースは広く取って

ほしいです。 

 新市庁舎は、豊かな市民力を生かす開かれた市庁舎とするため、「市政と行

政の相互信頼」を一層高め、市民の皆さまに的確な情報や行政サービスを提供

できるよう、情報提供・相談・案内機能を充実します。 

 市民情報センターは、市民の皆さまに分かりやすく、誰もが自由に利用でき

る配置とする一方で、誰もが安心して安全に利用できるようセキュリティを確

保するとともに、受付スペースや開示請求スペースは、請求者が他の来庁者か

ら見えないよう、個室や窓口カウンターへの間仕切りの設置など、来庁者のプ

ライバシーの保護に配慮します。さらに、市民ニーズの高い情報については、

配架スペースを充実させるなどして、積極的な情報提供に努めます。 

 市民相談室は、来庁者が落ち着いて相談でき、相談にきめ細やかに応えるこ

とができるよう、個別ブースや窓口カウンターへの間仕切りの設置など、相談

者のプライバシーの保護に配慮するとともに、時間外等の相談にも対応できる

よう検討します。さらに、相談者のプライバシーに配慮した待合室を設置しま

す。 

570 現庁舎と比べて中区役所が遠くなるため、新市庁舎内に行政

サービスコーナーを設けてください。近隣に国の横浜第二合

同庁舎やみなとみらい地区がありますので、証明書発行の需

要はあると考えられます。 

 

どうぞよろしくお願いします。 

 市民利用機能の検討を進める中で、証明書発行事務への対応についても検討

していきます。 

事業の効果-【ホスピタリティあふれる市庁舎】（39 件） 

571  低層部には積極的に商業施設を入れて、賃料収入の確保と

ともに、役所らしくない建物になることを望みます。 

 広場（アトリウム）の計画は非常に良いと思いました。市

民の賛同を得るためにも、アトリウムの中でどんなイベント

が想定されるか、積極的に例示していった方がいいと思いま

す。（ex.パブリックビューイング、フットサルなどスポーツ

イベント、自動車ショー、青空市場、常設のカフェ、などな

ど）いろいろ妄想するだけで楽しくなってきます。積極的に

民間に開放して、賃料収入にも充てればいいと思います。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 賑わいを創出する商業施設を大岡川プロムナード沿いの低層部に、ビル就業

者や駅の利用者に配慮した店舗等を地階の駅連絡通路沿いに配置します。 

572 事業の必要性に全く同感致します。 

新市庁舎には、観光で横浜を訪れた方々にも魅力的なもので

あって欲しいと思います。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

573 新庁舎建設にあたっては、横浜ランドマークタワー同様、映

画、ＴＶ等に頻繁に取りあげられる建物であってほしいと思

います。ゆくゆくはユネスコ世界遺産に登録される様な新庁

舎であれば、横浜市に経済波及効果も期待出来ると思います。

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、
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観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

574 今後の５０年でＩＣＴは飛躍的に発展すると思われます。庁

舎１、２階は様々な電子情報の受発信が将来にも対応できる

ようにしていただきたい。特に大型、中型のデジタルサイネ

ージを効果的に配置し、横浜の魅力を画像・映像で来庁者に

インパクトある形で発信していただきたい。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

575 アトリウムの語源は、ギリシア神話の宮殿の水盤のある中庭

で、「明るい・晴れた」という意味もあります。単なる「内

部公開空地」とするのではなく、「創造都市横浜」として、

ヨーロッパの歴史的建造物を思わせるような内装とし、そこ

で、様々なハイレベルな音楽・ダンスができるようなステー

ジを設置し、またアートの展示が行えるようにし、市民や観

光客で絶えることのない「明るい」空間にしていただきたい。

 屋根付き市民広場（アトリウム）は、演奏会、展示、イベント、観光案内等、

多目的に利用できるスペースとします。また、待ち合わせ等での利用や気軽に

訪れ休憩でき、ゆっくりとくつろげるスペース、夜間や休日の利用にも配慮し、

通り抜けも可能なスペースとします。 

576 「Ｆｕｔｕｒｅ Ｃｅｎｔｅｒ」を設置し、企業、市民、行

政が発展的な意見交換、イノベーションを行える場を設けて

ほしい。 

 新市庁舎には、市民協働が進み、多様化する公共の担い手のニーズに対応す

るため、市民の皆さまと行政の協働・交流や情報発信が活発に展開される場と

して、市民協働・交流室（仮称）を整備します。市民協働・交流室（仮称）は、

市民の皆さまや行政による講演会、講座、シンポジウムなどが開催できるスペ

ースとし、また、夜間や休日にも利用することを前提として配置します。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

577 新庁舎建設に当たっては第１に市民のため庁舎であることだ

と思いますが、働く職員が仕事がしやすい効率の良い、たの

しい職場を造って下さい。 

そして、市民に親しまれる、いこいの場所としての庁舎。特

に市民ホールには、いろいろアイデア―があると思いますが、

歴史コーナー、休息コーナー、喫茶コーナー等設けてもらい

たいと思います。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整備

し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、観

光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

578 新市庁舎の基本理念の中で、②国際都市、ホスピタリティの

文言は外国に窓を明けている横浜のイメージを強く意識して

いて好ましい。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

579 県庁本館が、港に入ってくる船からすぐそれとわかるように

塔を持ったように都市の顔となる外観デザインについてもこ

だわってほしい。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

580 事務スペースには金を掛けず、図書館、ホール、音楽堂等に

リソースを配分してもらいたい。 

 新市庁舎の整備にあたっては、不断の行政改革によるこれまで以上の効率的

な執行体制づくりや事務・事業の徹底した見直しを引き続き行う前提で、新市

庁舎整備に必要な規模の算出や建設コストの削減に努めていきたいと考えてい

ます。 

 屋根付き市民広場（アトリウム）は、演奏会、展示、イベント、観光案内等、

多目的に利用できるスペースとします。また、待ち合わせ等での利用や気軽に

訪れ休憩でき、ゆっくりとくつろげるスペース、夜間や休日の利用にも配慮し、

通り抜けも可能なスペースとします。 

581 国際貿易港に相応しい市庁舎を建てて下さい。  建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

582 横浜のシンボル的な建物とするために周辺環境、都市景観を

取り入れたデザインにしてほしい。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

583 駐車場を大きく取って無料で止められるようお願い致しま

す。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

584 還境に配慮し駐車場の台数も大巾にＵＰしてほしい。（現在

駐車待時間が長い為予定時間に遅れる事がある。） 

 駐車場については、分散した市役所機能を集約することを踏まえて、現行の

約 250 台に対し、約 410 台（いずれも公用車用を含む。）を確保することとし

ています。 

585 最上階は展望フロア（１Ｆ→直行）がいいですね。  いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。
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586 空間構成は低層部に市民利用があり活用しやすさを感じる。  市民情報センター、市民相談室、案内所、市民協働・交流室（仮称）、屋根

付き市民広場（アトリウム）などの市民利用機能は、市民の皆さまにわかりや

すく使いやすいよう建物低層階に配置します。 

587 バリアフリーへの配慮や、人が集える空間は是非大切にして

頂きたいので、専門家の方々の完成が楽しみに思えます。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

588 【ホスピタリティあふれる市庁舎】 解決策⇒現庁舎で出来

る範囲で行って下さい。財政逼迫の横浜市民は、我慢せざる

を得ません。借入金が増えるよりましです。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

589 アトリウムは利用者（市民）にとってとても嬉しい場となる

と思います。 

 屋根付き市民広場（アトリウム）は、演奏会、展示、イベント、観光案内等、

多目的に利用できるスペースとします。また、待ち合わせ等での利用や気軽に

訪れ休憩でき、ゆっくりとくつろげるスペース、夜間や休日の利用にも配慮し、

通り抜けも可能なスペースとします。 

590 歴史的公文書（歴史的・経営的価値のある非現用公文書）の

一時保管・選別・整理・保存・公開のために、十分なスペー

スを確保してください。それ以外の点は賛成です。 

 新市庁舎の市民情報センターは、市民ニーズの高い情報については、配架ス

ペースを充実させるなどして、積極的な情報提供に努めます。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

591 欧州の都市には街のシンボルとして市庁舎が中心部に建てら

れています。歴史的な建造物であることが多く、市民のみな

らず、観光の中心ともなる魅力的なスポットとなっています。

横浜市が日本最大の市であることや開国の歴史等を有するこ

とをふまえて、内外の人々を引きつける魅力ある建造物とし

て整備していただきたいと思います。そのためには、 

１．建物のデザインが愛称で呼ばれるような魅力的なもので

あること。 

２．人々が魅せられるようなアート作品やモニュメントを設

置もしくは建設することを希望します。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

592 障害者への配慮が特に記述がありませんのでとても残念で

す。 

 現在の市庁舎は建築後 50 年以上が経過し、高齢者や障害者等へ配慮したバ

リアフリーや、ユニバーサルデザインなどに対応した十分な施設整備がされて

いません。 

 新市庁舎では、このような課題に対応するために、誰にでもやさしくわかり

やすいユニバーサルデザインを採用し、視認性に優れ、わかりやすい案内表示

を導入します。 

593 横浜のシンボルとした建物を建築すること  建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

594 駐車場は十分なのでしょうか。  駐車場については、分散した市役所機能を集約することを踏まえて、現行の

約 250 台に対し、約 410 台（いずれも公用車用を含む。）を確保することとし

ています。 

595 駐車場を多く設置してほしい。身障者や高令者が乗りつけら

れるよう、車寄せをたくさんとってはどうか。 

 駐車場については、分散した市役所機能を集約することを踏まえて、現行の

約 250 台に対し、約 410 台（いずれも公用車用を含む。）を確保することとし

ています。 

596 私たち市民が誇れる立派な庁舎にして下さい。必要なところ

はケチらず、よいものを取り入れて下さい。 

１日も早く新しい市庁舎を見に行ってみたいものです。頑張

って下さい！ 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

597 現状試算で 48 年くらいでトントンになるとのことですし、50

年、100 年と使い続けられる建物であって欲しいと思います。

これはデザイン、使い勝手の面でも同様です。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 
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よくあるような、ゼネコン主導のただのビルになってしまえ

ば、50 年、100 年と長い年月、市民に愛され、実用性もある

建物にはなりづらいと考えられます。 

ヨーロッパにあるような（デザインということではなく）、

100 年、200 年、300 年と使うことができる、横浜の誇れる市

庁舎を目指して頂ければと思います。 

598 駐車スペースを増やしてほしい。以前、駐車場を予約しても

らったことがあったが、せまい道を通らされたり、ゲートバ

ー？を職員の方が走ってあけてくれたり、大変だった。もっ

とスムーズに駐車できるような環境を整えてほしい。 

 駐車場については、分散した市役所機能を集約することを踏まえて、現行の

約 250 台に対し、約 410 台（いずれも公用車用を含む。）を確保することとし

ています。 

599 しょう来、アトリウムで、ピアノをひくのが夢です。  屋根付き市民広場（アトリウム）は、演奏会、展示、イベント、観光案内等、

多目的に利用できるスペースとします。 

600 我々市民の代表である市会で議論して策定した計画なのでし

っかり進めるべき。まちのシンボルとなり我々が誇れる庁舎

を。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

601 現在検討中の新市庁舎規模で進める場合の提案 

上層階に市民向けスペースを設ける。 

展望可能スペース（無料または低料金）、レストランなどを

作り、事業内容②（１）、（３）を目指す。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

602 事業内容の②。こんな抽象的なことに税金を使わないで下さ

い。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

603 今の市役所１Ｆに展示しておる姉妹都市交流コーナーをもっ

と充実してください。もっと記念品をもらっていると思いま

す。公開してください。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

604 姉妹都市の展示品をセンス良く飾る場所をつくって、市民み

んなで見れるようにしてほしいです。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

605 ウォーターフロントの素晴らしい立地を生かした市民が誇れ

る市庁舎建設を目指して欲しい。外国では市庁舎は市民に愛

される施設であり、コンサート、カフェ、多目的広場ｅｔｃ．

様々な工夫を凝らして世界に誇れるような（？）ＣＩＴＹ Ｈ

ｏｌｌを目指して下さい。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

606 Ｐ７のホスピタリティあふれる市庁舎について、現市役所１

階にある姉妹都市の展示コーナーを充実してはどうか。他に

も海外から贈答品やモニュメント、樹などあるが、まとめて

市民に見せてほしい。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

607  駐輪場整備 

 不足していると言われている馬車道駅周辺の駐輪場を、駅

直上の新市庁舎敷地内に整備することで、市民の利便性が向

上する 

 

 新市庁舎整備基本計画における新市庁舎の駐車場の規模は、約 17,900 ㎡で、

この中にバイク置き場、駐輪場も確保します。 
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これからの横浜市の発展に相応しい市庁舎が整備されるよう

期待しております。 

 

以上 

608 ひとつの施設(建物)で様々なサービスが受けられるのはとて

も利用する立場の人間にとっては嬉しいことです。 

アトリウムも作られるということで、子供連れで立ち寄れる

し、夏の暑さや冬の寒さから少し逃れる憩いの場になるので

はと思います。 

私は今私傷病で療養中なのですが、健康や医療に関する内容

で…掲示板のようなものや、無料の相談スポットなどを不定

期でも設けていただければ嬉しいです。 

 新市庁舎は、お年寄りから子どもまで誰もが気軽に集い、親しみ、憩えるよ

うなオープンスペースを建物内に整備する予定です。 

 具体的には、みなとみらい線馬車道駅と直結する建物の１階に市民広場を整

備し、市民の皆さまに、待ち合わせや休憩場としてご利用いただくとともに、

観光案内や横浜らしさを感じるイベント・展示などのスペースを設けます。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

609 長い歴史ある国際都市にふさわしい横浜らしいデザインを取

り入れた庁舎にしてほしい。 

 建物のデザインは、機能性を重視しつつ、周辺環境・都市景観との調和や、

港からの眺めにも配慮し、まちのシンボルとして市民の皆さまが誇れ、親しみ

のもてるものとします。 

 おもてなしの場を実現するために、誰にでもやさしくわかりやすいユニバー

サルデザインを採用するとともに、横浜の歴史・文化・発展などの魅力を伝え、

横浜らしさを体験していただけるような迎賓空間を設けるなど、国内外の多く

の人々を惹き付ける魅力ある庁舎とします。 

環境への配慮（11 件） 

610 エネルギー対応として新市庁舎は太陽光発電や雨水の浄化シ

ステムを設けてゆかれるご予定でしょうか？皆様のご清祥を

お祈り申し上げます。 

 新市庁舎整備の基本理念の柱の一つに「環境に最大限配慮した低炭素型の市

庁舎」を掲げており、先進的な環境設備・機能導入によるエネルギーコストの

削減と環境負荷の低減や、自然エネルギー・再生可能エネルギー資源の有効活

用と緑化推進を図ることとしています。 

 具体的には、 

・CASBEE 横浜による環境性能総合評価 S クラスの建物とすること 

・空調負荷の低減を図るとともに、地域冷暖房の導入等 

・省電力型照明（LED 照明等）の採用とあわせ、窓面の自然採光を利用し、昼

間照明電力の低減を図ること 

・効率的なエネルギー利用の図れるビルエネルギー管理システムの導入 

・太陽光発電や自然換気システムなどの導入 

・内装や外構等の木質化が可能な部分について、木材利用を図ること 

・自動・自閉水栓、節水型便器などの導入とあわせ、雨水・中水の利用 

などの検討を行います。 

 検討にあたっては、民間の事例なども参考にしながら、積極的に先進的な事

例を取り入れつつ、イニシャルコストとランニングコストもしっかりと見極め

て、環境未来都市にふさわしい市庁舎を実現します。 

611 近年の環境にも気を配る必要がある。低炭素型社会の実現の

ためにも、エネルギー管理の点に注目する必要もある。コス

トや負荷を低減し、長期間有効に使用できる新市庁舎の整備

（移転整備）を臨む。 

 新市庁舎整備の基本理念の柱の一つに「環境に最大限配慮した低炭素型の市

庁舎」を掲げており、先進的な環境設備・機能導入によるエネルギーコストの

削減と環境負荷の低減や、自然エネルギー・再生可能エネルギー資源の有効活

用と緑化推進を図ることとしています。 

 具体的には、 

・CASBEE 横浜による環境性能総合評価 S クラスの建物とすること 

・空調負荷の低減を図るとともに、地域冷暖房の導入等 

・省電力型照明（LED 照明等）の採用とあわせ、窓面の自然採光を利用し、昼

間照明電力の低減を図ること 

・効率的なエネルギー利用の図れるビルエネルギー管理システムの導入 

・太陽光発電や自然換気システムなどの導入 

・内装や外構等の木質化が可能な部分について、木材利用を図ること 

・自動・自閉水栓、節水型便器などの導入とあわせ、雨水・中水の利用 

などの検討を行います。 

 検討にあたっては、民間の事例なども参考にしながら、積極的に先進的な事

例を取り入れつつ、イニシャルコストとランニングコストもしっかりと見極め

て、環境未来都市にふさわしい市庁舎を実現します。 

612 希望を列記します。 

横浜市にゆかりのある建材等使用とその有効な建築表現を行

う。（地産地消） 

 新市庁舎には、内装や外構等の木質化が可能な部分について、木材利用を図

ることを検討しております。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

613 もし建てる時には、エネルギー問題も充分に検当してくださ

い。 

 新市庁舎整備の基本理念の柱の一つに「環境に最大限配慮した低炭素型の市

庁舎」を掲げており、先進的な環境設備・機能導入によるエネルギーコストの

削減と環境負荷の低減や、自然エネルギー・再生可能エネルギー資源の有効活
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用と緑化推進を図ることとしています。 

 具体的には、 

・CASBEE 横浜による環境性能総合評価 S クラスの建物とすること 

・空調負荷の低減を図るとともに、地域冷暖房の導入等 

・省電力型照明（LED 照明等）の採用とあわせ、窓面の自然採光を利用し、昼

間照明電力の低減を図ること 

・効率的なエネルギー利用の図れるビルエネルギー管理システムの導入 

・太陽光発電や自然換気システムなどの導入 

・内装や外構等の木質化が可能な部分について、木材利用を図ること 

・自動・自閉水栓、節水型便器などの導入とあわせ、雨水・中水の利用 

などの検討を行います。 

 検討にあたっては、民間の事例なども参考にしながら、積極的に先進的な事

例を取り入れつつ、イニシャルコストとランニングコストもしっかりと見極め

て、環境未来都市にふさわしい市庁舎を実現します。 

614  温暖化はＣＯ2 問題のみではおさまらない事なので、環境

への配慮を大切に考えて頂きたいです。費用削減だけでは環

境も、人への投資も行き届かないのではないでしょうか。 

 新市庁舎整備の基本理念の柱の一つに「環境に最大限配慮した低炭素型の市

庁舎」を掲げており、先進的な環境設備・機能導入によるエネルギーコストの

削減と環境負荷の低減や、自然エネルギー・再生可能エネルギー資源の有効活

用と緑化推進を図ることとしています。 

 具体的には、 

・CASBEE 横浜による環境性能総合評価 S クラスの建物とすること 

・空調負荷の低減を図るとともに、地域冷暖房の導入等 

・省電力型照明（LED 照明等）の採用とあわせ、窓面の自然採光を利用し、昼

間照明電力の低減を図ること 

・効率的なエネルギー利用の図れるビルエネルギー管理システムの導入 

・太陽光発電や自然換気システムなどの導入 

・内装や外構等の木質化が可能な部分について、木材利用を図ること 

・自動・自閉水栓、節水型便器などの導入とあわせ、雨水・中水の利用 

などの検討を行います。 

 検討にあたっては、民間の事例なども参考にしながら、積極的に先進的な事

例を取り入れつつ、イニシャルコストとランニングコストもしっかりと見極め

て、環境未来都市にふさわしい市庁舎を実現します。 

615 環境への配慮 

①先進的な環境設備・機能導入によるエネルギーコストの削

減と環境負荷の低減 解決策⇒現庁舎で出来る範囲で行って

下さい財政逼迫の横浜市民は、それ以上の事は望んでいませ

ん。借入金が増えるよりましです。 

②自然エネルギーや再生可能資源の有効活用と緑化の推進

解決策⇒現庁舎で出来る範囲で行って下さい。財政逼迫の横

浜市民は、それ以上の事は望んでいません。借入金が増える

よりましです。 

 新市庁舎整備の基本理念の柱の一つに「環境に最大限配慮した低炭素型の市

庁舎」を掲げており、先進的な環境設備・機能導入によるエネルギーコストの

削減と環境負荷の低減や、自然エネルギー・再生可能エネルギー資源の有効活

用と緑化推進を図ることとしています。 

 具体的には、 

・CASBEE 横浜による環境性能総合評価 S クラスの建物とすること 

・空調負荷の低減を図るとともに、地域冷暖房の導入等 

・省電力型照明（LED 照明等）の採用とあわせ、窓面の自然採光を利用し、昼

間照明電力の低減を図ること 

・効率的なエネルギー利用の図れるビルエネルギー管理システムの導入 

・太陽光発電や自然換気システムなどの導入 

・内装や外構等の木質化が可能な部分について、木材利用を図ること 

・自動・自閉水栓、節水型便器などの導入とあわせ、雨水・中水の利用 

などの検討を行います。 

 検討にあたっては、民間の事例なども参考にしながら、積極的に先進的な事

例を取り入れつつ、イニシャルコストとランニングコストもしっかりと見極め

て、環境未来都市にふさわしい市庁舎を実現します。 

616 地域冷暖房は過大なエネルギーが必要となり非効率と思われ

るので回避したほうが良いです。 

 地域冷暖房の導入については、イニシャルコストとランニングコストをしっ

かりと見極めながら検討してまいります。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

617 ｐ９ （２）自然エネルギーや再生可能資源の有効活用と緑

化推進 

・再生可能資源として、すでに北仲通南地区の近辺まで送水

管が届いている中部水再生センターの再生水利用も有効な手

段だと考えられます。 

・再生水の中水利用のみならず、再生水のもつ未利用エネル

ギー（温度差熱エネルギー）を活用することは、「環境に最

大限配慮した低炭素型の市庁舎」の実現に寄与すると考えま

す。 

 新市庁舎整備の基本理念の柱の一つに「環境に最大限配慮した低炭素型の市

庁舎」を掲げており、先進的な環境設備・機能導入によるエネルギーコストの

削減と環境負荷の低減や、自然エネルギー・再生可能エネルギー資源の有効活

用と緑化推進を図ることとしています。 

 具体的には、 

・CASBEE 横浜による環境性能総合評価 S クラスの建物とすること 

・空調負荷の低減を図るとともに、地域冷暖房の導入等 

・省電力型照明（LED 照明等）の採用とあわせ、窓面の自然採光を利用し、昼

間照明電力の低減を図ること 

・効率的なエネルギー利用の図れるビルエネルギー管理システムの導入 
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・太陽光発電や自然換気システムなどの導入 

・内装や外構等の木質化が可能な部分について、木材利用を図ること 

・自動・自閉水栓、節水型便器などの導入とあわせ、雨水・中水の利用 

などの検討を行います。 

 検討にあたっては、民間の事例なども参考にしながら、積極的に先進的な事

例を取り入れつつ、イニシャルコストとランニングコストもしっかりと見極め

て、環境未来都市にふさわしい市庁舎を実現します。 

618 ｐ３２ ６－１事業手法 

・事業手法については、横浜市が建物の発注者となる直営（公

共発注）手法で整備することとありますが、ｐ９整備基本方

針には「地域冷暖房の導入等の検討」とあります。 

・これは、建物のエネルギー関連設備は直営方法によらず、

競争入札によって選定された民間事業者が建設および運営す

ることを検討するということでしょうか。 

 地域冷暖房の導入については、いただいたご意見も参考にしながら、イニシ

ャルコストとランニングコストをしっかりと見極めながら検討してまいりま

す。 

619 現在、市庁舎の隣にクスノキ広場があるのですが、少し規模

が小さいと思います。 

新市庁舎は、スペースを有効利用して、林のようなものがで

きるといいと思います。 

都庁にも、県庁にも、それ程すごい緑地はないのですが、新

市庁舎にはぜひ林を造られてはいかがでしょうか。また市庁

舎周辺に、並木を造るのも雰囲気が出ると思います。 

 敷地内の緑化を推進します。建物まわりは、四季折々の花を配すことができ

るよう開かれた空間とします。 

620 公共事業事前評価調書（案）の事業概要 1 ページ目にある【新

市庁舎の基本理念と整備基本方針】において、③様々な危機

に対処できる、危機管理の中心的役割を果たす市庁舎④環境

に最大限配慮した低炭素型の市庁舎、といったことが謳われ

ておりますが、そのためには、平常時における省エネルギー・

省 CO2・省コストと非常時おけるエネルギーセキュリティの

強化を両立していく必要があると思います。現在、日本が抱

えている東日本大震災を契機とした事業継続性の向上や節電

及び電源の多重化といった課題を解決する一つの手段とし

て、市庁舎が自立分散型エネルギー供給システムを所有・運

用することが挙げられます。非常時でもスムーズに立ち上が

り、また、当該設備に対する投資回収が可能となるような『常

時稼働するシステム』を採用していく必要があり、この最も

筆頭となるものが天然ガスコージェネレーションであると考

えます。天然ガスコージェネレーションは、７ページ目下段

の「環境への配慮」として②自然エネルギーや再生可能資源

の有効活用を行う上でも、出力が不安定な再生可能エネルギ

ーを補完する安定的なシステムであり、同エネルギーとの親

和性も高いと言えます。 

また、同「環境への配慮」に①先進的な環境設備、機能導入

によるエネルギーコストの削減と環境負荷の低減として地域

冷暖房の導入について検討する旨が記載されておりておりま

すが、これは隣接するアイランドタワーとのエネルギーの面

的利用を念頭に置かれているものと推察いたします。エネル

ギーの面的利用は「エキサイトよこはま２２まちづくりガイ

ドライン」において「低炭素まちづくりに向けた基本方針と

して推進するもの」とされており、また、「みなとみらい２

１地区スマートなまちづくり審議会答申」においても「既存

の都市基盤（共同溝と地域冷暖房施設）を活用した自立分散

型エネルギーインフラ形成」が具体的な取組みとして記載さ

れております。このような取組みを市が率先して北仲通南地

区において実現することは、エキサイトよこはま２２・みな

とみらい２１地区等での施策推進に弾みをつけることが期待

できます。北仲通南地区において持続可能なエネルギーの面

的利用インフラを形成（ネットワーク化）していくことは、

エネルギー供給システムの稼働率を上げ、発電廃熱等を地域

全体で利用することを可能にします。その中で、環境性の向

上に一層寄与し、さらに非常時のセーフティネットにもなる

天然ガスコージェネレーションの導入が最も有効な取組みに

なると考えます。 

 新市庁舎整備の基本理念の柱の一つに「環境に最大限配慮した低炭素型の市

庁舎」を掲げており、先進的な環境設備・機能導入によるエネルギーコストの

削減と環境負荷の低減や、自然エネルギー・再生可能エネルギー資源の有効活

用と緑化推進を図ることとしています。 

 具体的には、 

・CASBEE 横浜による環境性能総合評価 S クラスの建物とすること 

・空調負荷の低減を図るとともに、地域冷暖房の導入等 

・省電力型照明（LED 照明等）の採用とあわせ、窓面の自然採光を利用し、昼

間照明電力の低減を図ること 

・効率的なエネルギー利用の図れるビルエネルギー管理システムの導入 

・太陽光発電や自然換気システムなどの導入 

・内装や外構等の木質化が可能な部分について、木材利用を図ること 

・自動・自閉水栓、節水型便器などの導入とあわせ、雨水・中水の利用 

などの検討を行います。 

 検討にあたっては、民間の事例なども参考にしながら、積極的に先進的な事

例を取り入れつつ、イニシャルコストとランニングコストもしっかりと見極め

て、環境未来都市にふさわしい市庁舎を実現します。 
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国のエネルギー基本計画や神奈川県が策定している「かなが

わスマートエネルギー構想（素案）」においてもコージェネ

レーションの推進や安定した分散型電源の導入拡大が掲げら

れており、是非、時代を先んじた取り組みとなるようコージ

ェネレーションを中心としたスマートエネルギーネットワー

クの構築に踏み込んでいただきたいと思います。 

地域の状況等-【関内・関外地区のまちづくり】（70 件） 

621 北仲地区に新庁舎を新築移転したあと、現市庁舎跡地をどの

ようにビジネス・業務地区として再生させる予定なのか、或

いは周辺民間ビルに分散する業務部門が一斉に北仲地区に集

約されたあとの周辺民間ビルの空き室問題もあり、移転後の

関内経済再生にむけた具体的施策と工程線表がないと、関内

経済は一気に衰退しかねません。関内は開港以来、横浜の原

点であり絶対に衰退させてはならないエリアであり、その骨

格たる業務機能の集積は、みなとみらい地区、横浜駅周辺、

新横浜周辺と並んで大変重要な案件です。したがって新市庁

舎建設と移転に係る論点の大きな項目として移転後の関内へ

の民間企業集積をどのように進めるのかしっかりした施策を

示すべきです。また市長筆頭に現段階から横浜市内への企業

集積を加速させるためのトップセールスをもっと頻度高く行

い成果を上げねばならないと思います。関内経済が衰退しな

い施策と移転までの再整備・企業集積数を数値化して目標管

理すべきではないでしょうか。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

622  横浜市は中区全体の未来像に関して具体的な展望が示され

ていないと思います。何か建設を前提の土建や的発想に思え

ます。今の市庁舎は１９５９年、村野藤吾先生の設計で作ら

れた名建築で横見ると上層階へ行くほど柱が細くなり彼の特

長をよく表した建物です（ちなみにこの用紙を配っていた共

産党市議団の人は誰も村野先生の設計であることを知らなか

ったです、ビックリ）。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

623 長い間関内地区にある現庁舎を用済だからとしてすぐに解体

するのではなく、街ごと将来にわたって存続させるための方

針を住民の理解を得る形で示して下さい。 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

624 関内、関外地区の活性化を目指していってほしいと思います。

５０年後のヨコハマを見すえたかじ取りを市長及び議員の

方々にお願いをいたします。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

625 旧庁舎は耐震工事も充分行われているとのこと。有効利用と

して保育所や老人施設として活用してほしいと願います。よ

ろしくお願い致します。 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

626 市長は「今後５０年間は使える」と太鼓判を押しています。

関内地区の民間ビルの賃借料が経済貢献しているようです。

大企業とか政治にかかわる方々の思惑もあると思います。２

００億円と言う建設費、もちろん市民税などの市民の税金が

投入されるでしょう。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるようなまちづくりを進めていきます。 

627 事業収支シュミレーションの中では新庁舎のみを扱っている

が、旧市役所、体育館などの維持・運営・管理費用をどう見

積もるのかを示して欲しい。 

 現市庁舎については、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの一環と

して、今後、具体的に検討していくため、現時点で不確定である港町にある現

市庁舎の改修費や解体費などの支出、建物や土地の賃貸による収入を除外して

試算しています。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 
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628 いづれは建替えが必要に成るのだから反対しない。それより、

跡地の利用方法をどの様にしたら有効に利用出来るかを考え

るべきだと思います。時期的に合わないのかも知れないが、

市庁舎が移転した後に文化体育館に替わる物を建築すれば一

番無駄がなくなるかなと思いました。音楽は県民ホールや市

民ホール、演劇は山下町に芸術劇場等があるが、体育的な事

は文化体育館のみ。後は新横浜に持っていかれるので、アリ

ーナの様な建物、（よって）文化体育館の代替又は新しく公

会堂の様な建物にし、駅、直近のホールは喜ばしいと思う。

その際には地下鉄から直接地下通路で入れる様にしてもらう

と大変利用もしやすいし、雨で利用者が不便に成ることもな

いと思います。（地下１、地上１、２階の３フロアーに運動

系、地上４階～６階に音楽、文化系、７～８階、屋上にラウ

ンジやレストラン、又は広場的な物があると尚良いと思いま

す。）又は、ツインタワー（ビル）で運動棟、文化棟に分け

てもＯＫでは！ 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

629 ・新市庁舎整備計画の全体について賛成します。 

・関内駅周辺のまちづくりについて、駅前の横浜市民ギャラ

リーが閉館となり、美術の愛し制作発表の場を大切にしてき

たものにとって残念な結果となりました。 

つきましては、現市庁舎を活用して、文化、芸術の拠点とな

るような総合施設を作り、本格的なギャラリーもその中に計

画していただきたく希望します。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

630 市役所移転には賛成です。これを機会に関内エリアを盛り上

げる街づくりをする事をやった方がいいと思います。関内は

平日はともかく土日の人通りが少ない印象がします。歴史的

建造物や異国情緒があるエリアなのにもったいない気がしま

す。市役所を北仲に移転を現実化して、空いた土地に神奈川

県と協議して県庁を移転を考えてみてはどうでしょうか？

で、歴史的建造物の神奈川県丁を複合施設にして、日本大通

りを路面店街として盛り上げて新しい観光エリアにするのが

いいのではないでしょうか？周辺にある歴史的建造物も複合

施設や低層階を路面店にして街を盛り上げて欲しいです。横

浜は街歩きを楽しめる街が意外とない都市なので、表参道や

青山のような路面店巡りを楽しめる街を関内にやって欲しい

です。関内なら独特な街の雰囲気と相まって、東京にある路

面店街と違った街が出来ると思います。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

631 跡地の利用、整備について、関内駅周辺の活性化につながる

ようご配慮くださいませ。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

632  関内駅周辺の環境に現市庁舎があることはとてもマッチし

ていて、地下鉄利用者、野球観戦者、中華街へ行く者、等々

全てに中心となって安心していられる事。 

 市長が「５０年は今後も使える」この確信こそ大事なこと

で、修復できるところはして、分散している部分は知恵を絞

り改善し、古くなったから即、建て替える・・・この精神は

許せません。古くなった物こそ大切に修復し、ヨーロッパあ

たりの常に愛情をもって街を誇りにしているあの精神を真似

して、自慢できる市庁舎を保存して下さい。 

 日本家屋（歴史上重要なもの）の文化財保護だけが日本人

のものではないのです。絶対反対！ 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

633 移転後の関内駅前については、旧市庁舎はそのまま残して活

用する計画で進めて下さい。市民のお金で免震化工事も施さ

れてますので・・・ 

関内駅南口は樹木も多く、今では貴重な癒される空間です。

次の計画でも、樹木が多く、市民が集まれる広場を考えて下

さい。 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 
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634 今回の件と直接は関係ありませんが、関内駅前地区について、

地盤沈下（活況という意味で）しているのが気になりますの

で、こちらの整備も含め考えて頂けると良いかと思います。

大変勝手ばかり申して恐縮ですが、是非良い施設になるよう

よろしくお願いします。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

635 庁舎移転の場合、現庁舎跡地の利用や民間ビルの空室など関

内駅周辺の街づくり、活性化策が重要と思う。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

636 新庁舎建設に当っては、現在賃貸している持ち主への配慮も

検討すべき 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

637 関内と関外地区は現在の市庁舎街区があります。２０２０年

の移転へ向けて、開港以来の未来へ向けて、まちづくりが始

まります。いよいよ新しい市庁舎が完成してはばたいていま

す。昔の関内には、あの現市庁舎への道に、未来に向けて新

しくなってみせてみましょう。 

１ 元気よく生きて正しくしましょう。 

 未来まで決してもまよわずにすべてを正しいものにしまし

ょう。あの新しい市庁舎はみなとみらい地区にあるランドマ

ークよりすごく高さがあります。 

２ 火事とか地震により、新市庁舎を失わせないように気を

つけましょう。いざ未来へさあいよいよもうすぐにて２１世

紀です。さあ２０１４－２０２２年へむけてがんばってみま

しょう。２０１４－２０２２年はＤｅＮＡベイスターズの優

勝とクライマックスと日本一にむけてⅤ９にがんばりましょ

う。ほほえんでがんばりましょう。気をつけて開業にむけて

はばたいてみましょう。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

638 賃料は関内地区の経済貢献にもなっている面があるわけで、

これが消えるというのは関内地区の経済にもマイナス効果に

なるのは事実である。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

639 現市庁舎は歴史的な建造物です。  現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

640 現庁舎の耐震工事に費やした費用 50 億円を回収すべきと考

えます。新庁舎の建設工事完了後にも解体する事はせず、関

内駅周辺再開発計画の中に、現庁舎を利用する構想を組み入

れることを提案します。それができない場合には、新庁舎建

設計画を 5 年程度先延ばしにすることが賢明な方法と考えま

す。 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

641 現市庁舎は関内地区への経済貢献、民間ビル借り上げで市民

に貢献していると思います。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

642 関内周辺の地元商店街や事業者の生の声を真摯につかむ努力

もしないで、市庁舎を移転し、いくつかの経済振興策を行う

としていますが、経済振興の穴埋めには程遠く、関内地区経

済は、モロに大きな影響を受けます。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

643  商業施設は多数あり、客の取り合いや短期間での入れ替が

多いので、庁舎に組み込む必要性を感じない。行うならば、

現庁舎とり壊し時に近隣の老朽化した商業施設も壊して、そ

のテナントを組み込み、その場は緑地としての価値を創り出

すことで地域の広がり、支え合いが生まれるのでは。緑地地

権者は商売や賃貸収入が無いが、イベントを開けるようにし

たり、周辺商業者やボランティアと協力して緑地や空間を保

つ事はヒートアイランド現象や温暖化対策として、とても必

要だと考える。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

644 本当に必要な部署かを検討することも必要かと思いますが、

ビル賃貸料支払いも地域の財源となり関内地区を支えている

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した
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のでは？そして市を活性化しているのではないかと思われま

す。 

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

645 関内地区のまちづくりを中心として、横浜市全域に地域活性

が進む事を願います。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

646 退去した民間ビルは収入が無くなってしまうが補償問題等発

生しないのか？ 

 市役所機能の入っている民間ビルについては、今後、契約に基づき適切に対

応していきます。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

647 現在の市庁舎跡地はどうなるのか、また、その周辺のお店等

に影響が出るのが心配です。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

648 箱物作り政策の最たるもの・・・市庁舎の新築移転をこの時

期に提案する姿勢に大いに疑問を感じます。現在の市庁舎は

建築史的にも価値のあるものであり、多額の費用をかけて耐

震工事を済ませてあるのですから、文化財としても大切に使

ってもらいたいと思います。 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

649 関内地区の民間借り上げビルやそこに出入りする人たちの地

元への経済貢献は大きいものがあると思います。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

650 移ると商店、その他が大きな影響を受ける。  新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

651 １．関内・関外地区まちづくりについては、先ず、市役所移

転を新たな条件として加えて地域まちづくりプランの見直し

から行う必要がある。見直し作業等は、各地区の特性を踏ま

えて、実効性のあるものにするために、まちの担い手である

地元の検討組織（関内・関外・港町地区都市計画協議会等）

を中心に関係機関が連携して実施されるべきである。    

２．市役所は関内・関外地区にとって機能的、心理的に求心

的施設であり、その移転によって周辺地域は土地利用、回遊

動線等の影響を受ける。とりわけ、伊勢佐木町商店街等の関

外地区はマイナスの影響が予想されるため、土地利用や社会

インフラの再整備を行うための整備予算、基金等を確保し、

地区全体としてバランスの取れた整備を行う必要がある。  

３．市役所機能が抜けた民間ビルについては、現在のオフィ

スビル需給を考えると、従後、その空室を埋めるのは相当厳

しいと思われる。また、20 数カ所に及ぶ空室ビルがエリア的

に集中して発生する状況は、まちづくりの観点からは隣接地

や街区単位での老朽建物更新・再開発等の絶好の機会でもあ

る。これらの観点から具体的・即地的調査を行い、再開発の

事業化可能性と、そのための市役所移転跡地活用方策につい

ての検討が必要である。 

 関内駅周辺地区のまちづくりについては、市民の皆さまや地元協議会のご意

見を伺いながら、将来像についての議論を深め、市庁舎機能移転後の持続的な

活性化につなげていきます。 

 横浜市は、公民連携によりまちづくりを進めていくため、様々な主体が多様

な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを生み出す

場として「横濱まちづくりラボ」を設置しました。 

 関外地区については、このような取組みも含めた様々な機会を通じて頂いた

アイデアを活かし、横浜文化体育館の再整備等をリーディングプロジェクトと

して進め、回遊性の向上、賑わいを創出する路地や界隈の形成を進めます。 

 また、新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、民間資本や民間

ノウハウを十分に取入れ、現市庁舎街区や民間街区の再整備の検討を進めてい

きます。 

652 市庁舎が去った後の関内地区のまちづくりについて、市民と

十分に議論する必要があります。 

 関内駅周辺地区のまちづくりについては、市民の皆さまや地元協議会のご意

見を伺いながら、将来像についての議論を深め、市庁舎機能移転後の持続的な

活性化につなげていきます。 

 また、横浜市では、公民連携によりまちづくりを進めていくため、様々な主

体が多様な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを

生み出す場として「横濱まちづくりラボ」を設置しました。 

 このような取組みも含めた様々な機会を通じて頂いたアイデアを活かし、横

浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存

公共空間を活用した事業の実施、民間資本や民間ノウハウが十分に発揮できる
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ための仕組みづくり等について検討を進めてまいります。 

653 新市庁舎の使用期間が約５０から６０年とは短いと思いま

す、そうならば現市役所の土地等は確保し、次の建て替えに

備えることが必要です。 

 現時点では、現市庁舎の土地等の扱いについては決定しておりません。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

654  関内・関外地区のまちづくり 

１）関内・外地区のありかたは、商業中心の街を発展させる

方向で地域の意見を尊重して示すことが大切です。文化・ス

ポーツに転換をと言われてもなかなか難しいです。 

２）観光と街づくりを中心にした計画や特徴を打ち出すなど

が大切です。 

３）横浜らしさをもっと打ち出すには、博物館や美術館もさ

らに内容充実をする必要があります。そして開港以前の歴史

を今以上に打ち出すことが重要です。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

655 港町地区周辺の民間街区地権者は平成２１年から研究会、準

備会を開催し、市役所移転後のまちづくりのあり方にについ

て検討を重ね、昨年１０月には「港町地区周辺まちづくり協

議会」を設立して、本格的なまちづくりの検討を進めていま

す。 

これまでの活動を通して明らかになった課題は以下の通りで

す。 

（１）この地区は既にある程度の高度利用が進み、また、横

浜市内のオフィスマーケットの現状では、これまでのオフィ

ス利用だけでは事業性の面で課題があり、住宅の導入無しに

は再開発事業の成立が難しい。 

（２）６年後の市役所移転時には、この地区の主な民間ビル

は竣工後５０年近辺となるなどビルの高齢化が進み、その中

で横浜市という主要テナントを一度に失う衝撃は大きい。一

方、市役所移転の影響が比較的小さい店舗やビルも存在し、

地権者間で少なからず再整備への意識の違いがある。 

（３）このままで推移すると、市役所移転後の民間街区は有

効な再整備が進まぬまま、老朽化したビルに新たに雑多なテ

ナントが入居し、あるいはビルを解体した空地が駐車場や各

種店舗などに雑然と利用される地域となって、横浜市が構想

するまちづくりの方向とは全く異なった、衰退した街区にな

るのではないかと危惧される。 

我々地権者は、この地区が永い歴史と良き伝統に育まれ、関

内駅前に立地した更に発展するポテンシャルを秘めた魅力あ

る地域であると認識しており、今回の市役所移転を契機に、

横浜市のまちづくり構想に沿って、横浜市と協力しながら、

地区地権者の権利の確保と新たなまちづくり、再整備を実現

したいと願っています。 

そのためには、上記課題解消のため、下記事項の実現が不可

欠と考えますので「新市庁舎整備基本計画」など横浜市まち

づくり構想への反映をお願い致します。 

記 

横浜市への要望 

１、地権者が前向きに事業参加に協力できるようまちづくり

構想の実現に向けて、住居の利用を許容する規制緩和をお願

いします。 

２、「関内駅周辺のまちづくりプロセス」において市役所移

転後速やかに再整備への着手ができるよう、「民間街区再整

備」を第一番の検討課題としてほしい。 

３、「現市庁舎街区利活用・再整備」において、横浜市は総

力を挙げて真に画期的でランドマークとなりうるプランを実

現し、関内駅周辺地区とりわけ港町地区周辺の潜在力を引き

だし、魅力的で、活性化したまちづくりをリードして欲しい。

 住宅利用については、都心部のまちづくりの中で検討していきます。 

 また、関内駅周辺地区のまちづくりについては、市民の皆さまや地元協議会

のご意見を伺いながら、将来像についての議論を深め、市庁舎機能移転後の持

続的な活性化につなげていきます。 

 横浜市は、公民連携によりまちづくりを進めていくため、様々な主体が多様

な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを生み出す

場として「横濱まちづくりラボ」を設置しました。 

 このような取組みも含めた様々な機会を通じて頂いたアイデアを活かし、現

市庁舎街区や民間街区の再整備の検討を進めていきます。 
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656 関内、外地区のまちづくり＝全く云いたいことがわからない。

抽象的すぎる。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

657 行政の中心が横浜の中心では無いと思いますし。 

実際、商業・交通の中心は既に関内・桜木町から、横浜に移

ってしまいました。 

時代の流れで物事も人の意見もは変わって行きます。 

 

逆に言えば、現状で沈滞してしまった関内・関外エリアを別

の方向へ盛り上げるチャンスでもあるのではないでしょう

か。 

街ぐるみの問題ですから、100％の賛成・反対はありえません。

そこのエリアに住んでいる・事業を営んでいる方が街をどう

していきたいのか。 

歴史的建造物も残し、横浜の歴史を刻んでいくのか、潰すの

か、 

どんな内容で盛り上げていくのか。 

 

馬車道は景観や建物等をこうありたい、ということで規約を

きっちり作って対応しているそうです。 

京都も建物の高さや色を決めていると聞いたことがありま

す。 

 

決して行政主導だけではなく、街を主体的に動かしている

方々が街をどうしたいか をしっかり作っていきながら、街

の意見を反映しやすいようにしなければいけないでしょう。

ただし、ものすごいエネルギーが個々のエリアに必要です。

ただ、大変だから嫌ですというのはあまりに意見としてお寂

しい。 

若手含め、前向きに創って行きたいものです。 

 関内駅周辺地区のまちづくりについては、市民の皆さまや地元協議会のご意

見を伺いながら、将来像についての議論を深め、市庁舎機能移転後の持続的な

活性化につなげていきます。 

 また、横浜市では、公民連携によりまちづくりを進めていくため、様々な主

体が多様な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを

生み出す場として「横濱まちづくりラボ」を設置しました。 

 このような取組みも含めた様々な機会を通じて頂いたアイデアを活かし、横

浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存

公共空間を活用した事業の実施、民間資本や民間ノウハウが十分に発揮できる

ための仕組みづくり等について検討を進めてまいります。 

658 関内で働いております。 

市庁舎整備の予算はとってますが、市庁舎跡地の再生の予算

はあるんですか？どうしても市庁舎を作るだけ作って、跡地

は民間が買ってもらえればという安易な感じにみえます。し

かし、規制だけは設けて、市はやってますよ感も垣間見られ

そうです。なので、市庁舎跡地の開発に至っての会議など、

民間人も入れてほしいです。 

 関内駅周辺地区のまちづくりについては、市民の皆さまや地元協議会のご意

見を伺いながら、将来像についての議論を深め、市庁舎機能移転後の持続的な

活性化につなげていきます。 

 また、横浜市では、公民連携によりまちづくりを進めていくため、様々な主

体が多様な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを

生み出す場として「横濱まちづくりラボ」を設置しました。 

 このような取組みも含めた様々な機会を通じて頂いたアイデアを活かし、横

浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存

公共空間を活用した事業の実施、民間資本や民間ノウハウが十分に発揮できる

ための仕組みづくり等について検討を進めてまいります。 

659 仮に移転するとして、移転後はハコではなく、人が集まる場

を創るということで、横浜の他のエリア、地域の商業者、そ

こを訪れる市民などが集まって、一度話をしてもいいのでは

ないかと思います。有識者に聞くというだけでは不十分かと

思います。 

 関内駅周辺地区のまちづくりについては、市民の皆さまや地元協議会のご意

見を伺いながら、将来像についての議論を深め、市庁舎機能移転後の持続的な

活性化につなげていきます。 

 また、横浜市では、公民連携によりまちづくりを進めていくため、様々な主

体が多様な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを

生み出す場として「横濱まちづくりラボ」を設置しました。 

 このような取組みも含めた様々な機会を通じて頂いたアイデアを活かし、横

浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存

公共空間を活用した事業の実施、民間資本や民間ノウハウが十分に発揮できる

ための仕組みづくり等について検討を進めてまいります。 

660 現庁舎は耐震補強もしたので残したらどうでしょうか。たと

えば、会議室や他社に一部貸す、申請書のチェックや入力作

業の作業場にしてはどうかと思います。 

そうすれば、関内周辺の飲食店にも多少はいいかと思います。

新しいビルの災害時の通路や個人情報がもれないスペース

を、もう一度考えてほしいです。 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

661 「関内・関外地区の活性化」について意見申し上げます。旧  いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり
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市民ギャラリー跡地または(旧）市役所でも良いですが、関内

駅前に市民ギャラリーを作っていただきたいと思います。 

現在市民ギャラリーは旧いせやま会館を改造して建設中です

が、アクセス難に加えて、既存建物の改造のため、検討して

みると、甚だしく見づらく、また大作を展示し難い構造とな

っています。横浜は開化以来文明の通り道で、洋画のふるさ

とでもありました。その横浜で、すでにこれだけ美術が盛ん

であるにもかかわらず、市民の美術活動が隅に追いやられて

いる現状は残念です。すべての市民が通りがかりに見られる

関内駅前に横浜の顔となるギャラリーを！ 

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

662 本計画には現庁舎の取壊や更地にするための費用は含んでい

ないと思いますが、どの位の金額になると見積しています

か？ 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 現市庁舎については、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの一環と

して、今後、具体的に検討していくため、現時点で不確定である港町にある現

市庁舎の改修費や解体費などの支出、建物や土地の賃貸による収入を除外して

試算しています。 

 なお、参考として、平成 25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」では、

収支シミュレーションの試算条件として、現市会棟（9,000 ㎡）解体費：2.7

億円（30 千円／㎡）、現行政棟（21,000 ㎡）解体費：6.3 億円（30 千円／㎡）

と試算しています。 

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

  

663 一昨年まで関内の横浜市民ギャラリーを利用していた者で

す。 

今年から旧いせやま会館を市民ギャラリーに建設中ですが、

駅から遠く展覧会を開催する側も、見に来る人にとっても大

変不便至極です。今まで関内では数知れない程沢山の団体や

グループが利用して来ました。 

そのお蔭で、横浜の文化向上にも大いに役立っていたと思い

ます。 

美術愛好家が横浜で活躍出来るよう、是非、関内の駅前に、

身近な市民の為のギャラリーを再建して頂けるようお願いし

ます。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

664 現在の庁舎を活用する。耐震補強もしており、市民からなじ

みの深い建物ですので、取り壊すのではなく、活用方法を検

討する。 

（市役所の跡地を横浜公園と一体化して公園にする） 

（公園だけでなく、できれば、海までの水路を作って、簡単

な船の発着ができれば、いいのですが） 

（小学校、中学校、高校などとして、活用を図る） 

（中区と西区の合同の区役所として活用を図る） 

（可能なら、外国の学校等を誘致する） 

（太陽光などによる発電、野菜工場など、ある程度利益がで

る施設を検討する） 

 

（教文センターや文化体育館の代替もありますが、インパク

トが少ない上、コストがかるような気がします。） 

（市電保存館を移設するのもありますが、場所的に、今一歩

かと思います。） 

 

以上具体的な活用方法となると、決定的な意見はまだなく、

今後の検討課題です。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

665 横浜市は、行政棟につき、市庁舎として使用しなくなっても

別な用途に転用するといった説明も行っていますが、庁舎の

構造からすれば一番の有効活用は市庁舎としての継続利用で

あることは明らかですし、横浜市が港町の跡地利用として「関

内・関外のまちづくり」を行っていくとしていることとの調

整を図るのが難しいのではないでしょうか。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 
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666 関内・関外地区で商業を営む事業者には、「港町での新市庁

舎建設を、健全で明るい文化的な横浜の関内・関外地区を取

り戻す起爆剤にしてほしい」という要望が根強くあります。

関内・関外地区は横浜の心臓部、港町市庁舎は横浜の歴史を

刻む拠点です。敗戦後、接収された関内・関外地区に最初の

復興の槌音を響かせたのは港町市庁舎でした。爾来､商業施設

が順次集積し､関内ブランド・伊勢佐木商店街の名は冠たるも

のになりました。 

 しかし、大不況に突入してからは、事業所は転出し、伝統

食文化は崩壊し、ナイトスポットの灯も消え、駐車場が目に

つく衰退ぶりです。この悲しく嘆かわしい状況を何とかした

いと願わない横浜市民はいないでしょう。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

667  新築された後の旧市庁舎は、早急に民間のディベロッパー

に売却し！新築の市庁舎の元本返金に当てるべきです。なる

べく、早期の返済を済ませ、必要経費を抑えて無意味な金利

を払わないで下さいませ。以上、一市民の声でした。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

668  「関内・関外エリアの集客が減っている」とはどういうこ

とでしょうか。埼玉からの西武線等の東横線・みなとみらい

線乗り入れの恩恵は無かったということでしょうか。 

 再開発前の店が再開発後ほとんど残らないまちづくりを成

功と言って欲しくはありません。街から消えてしまった店の

方々や従業員、常連客から見れば明らかに失敗です。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関

外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

669 現庁舎周辺を含む関内のまちづくりがまったく見えない。４

つの軸と３つのパターンで示しているようだが、まったく画

餅。これまでも関内に積み上げてきた産業集積（知的労働の

集積）の歴史のようなものを無視していないか。今ある産業

集積をどうするつもりか。経済局は納得しているのか。新規

のビルが建てば、新たな産業集積が自動的に興るとでも思っ

ているのか。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

670 関内地域を一変させる大きな事業であるから、市民の意見を

聞きながら慎重に進めて欲しい。 

 関内駅周辺地区のまちづくりについては、市民の皆さまや地元協議会のご意

見を伺いながら、将来像についての議論を深め、市庁舎機能移転後の持続的な

活性化につなげていきます。 

 また、横浜市では、公民連携によりまちづくりを進めていくため、様々な主

体が多様な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを

生み出す場として「横濱まちづくりラボ」を設置しました。 

 このような取組みも含めた様々な機会を通じて頂いたアイデアを活かし、横

浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存

公共空間を活用した事業の実施、民間資本や民間ノウハウが十分に発揮できる

ための仕組みづくり等について検討を進めてまいります。 

671 イセザキモール内で勤務しております。今の庁舎跡に大型商

業施設が入ると、さびしくなりつゝあるイセザキモールがま

すますさびれて行くのでは、という不安があります。その為、

何か施設を建てるということでしたら、スポーツやアクティ

ビティなど、商業以外のことでやって頂ければと思います。

私の職場が存続出来るよう、何卒お願い致します。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

672 新庁舎の候補地の選定と予定される建造物の構造については

異議はありません。現庁舎跡地のその移転後の利用と新庁舎

予定地域の開発指針、イメージの想像をもっと市民や市内生

活者の間で盛り上げていけのないでしょうか？どの様な街造

りをしていくべきか？どうしたら街造りの方針が明確になる

か？又、それは有益なものになるのか？青写真を描かねばな

りません。 

 関内駅周辺地区のまちづくりについては、市民の皆さまや地元協議会のご意

見を伺いながら、将来像についての議論を深め、市庁舎機能移転後の持続的な

活性化につなげていきます。 

 また、横浜市では、公民連携によりまちづくりを進めていくため、様々な主

体が多様な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを

生み出す場として「横濱まちづくりラボ」を設置しました。 

 このような取組みも含めた様々な機会を通じて頂いたアイデアを活かし、横

浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存

公共空間を活用した事業の実施、民間資本や民間ノウハウが十分に発揮できる

ための仕組みづくり等について検討を進めてまいります。 

673 市役所が移転した跡の街づくりをしっかりと進めて行くこと

が大切だと思います。国家戦略特区にも指定されたのですか

ら積極的に民間企業の投資を呼び込んで欲しいと思います。

 関内駅周辺地区のまちづくりについては、市民の皆さまや地元協議会のご意

見を伺いながら、将来像についての議論を深め、市庁舎機能移転後の持続的な

活性化につなげていきます。 

 また、横浜市では、公民連携によりまちづくりを進めていくため、様々な主

体が多様な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを
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生み出す場として「横濱まちづくりラボ」を設置しました。 

 このような取組みも含めた様々な機会を通じて頂いたアイデアを活かし、横

浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存

公共空間を活用した事業の実施、民間資本や民間ノウハウが十分に発揮できる

ための仕組みづくり等について検討を進めてまいります。 

674 関内駅前で新たに賑わいのある街づくりを強力に進めてくだ

さい。雇用と税収を増やし、街を発展させるためには官民の

投資が活発化していかなければなりません。林市長の強力な

リーダーシップを期待しています。 

 関内駅周辺地区のまちづくりについては、市民の皆さまや地元協議会のご意

見を伺いながら、将来像についての議論を深め、市庁舎機能移転後の持続的な

活性化につなげていきます。 

 また、横浜市では、公民連携によりまちづくりを進めていくため、様々な主

体が多様な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを

生み出す場として「横濱まちづくりラボ」を設置しました。 

 このような取組みも含めた様々な機会を通じて頂いたアイデアを活かし、横

浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存

公共空間を活用した事業の実施、民間資本や民間ノウハウが十分に発揮できる

ための仕組みづくり等について検討を進めてまいります。 

675 関内・関外の再開発 

現状市の提示している、再開発プランはコンセプトだけでま

だまだ具体的に練れていません。 

事業費には再開発費用を含んでおらず、事業規模も財源も不

明確です。 

このため、民間活力の活用という便利な言葉が市会担当委員

会でも聞かれますが、中身の議論は全く詰まっていないと感

じます。 

より具体的で、市民、特に地域住民が関内の将来に期待が持

てる町づくりのプラン策定を新市庁舎整備に先だって行って

下さい。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

676 新市庁舎を作る方針で長年検討を続けてきたのですから、よ

うやく作る環境が整ったことは喜ばしいことだと思います。

全ての市民が賛成することはあり得ないのですから、市長と

議会で判断することが民主主義のルールではないでしょう

か。 

私は市庁舎はともかく関内駅前がどうなるかが関心がありま

す。公共施設を整備する訳ではないのでしょうから、どのよ

うな開発計画が進んでいくのか、注目していきたいと思いま

す。横浜らしい素敵な駅前に生まれ変わることを期待したい

と思います。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

677 跡地については関内・関外まちづくりには概ね賛同していま

すが、あまりアートの世界には踏み込まないで欲しいです。

基本まともに働く気のない若い連中が無駄に増加するだけ

で、かえって環境にはよろしくないと考えます。 

それより駅そばであることが必須ですが、横浜スタジアムの

ドーム化を優先させるようにして欲しいです。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

678 関内・関外地区のまちづくりの説明がありますが、これがま

たまったく現実感がありません。国外の例まで持ち出してイ

メージを膨らませていますが、このうちのどこまで実現でき

るのでしょうか。費用はどのくらいかかるのでしょうか。こ

れをやった結果の需要はついてくるでしょうか。大体、説明

の資料の市会棟の場所に超高層ビルがたっている絵がありま

すが、いかに寄せ集めかを感じずにはいられません。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

679 市庁舎移転後の関内駅前利用計画案について 

 

私は本牧に住んでおり、毎日バスで関内、横浜駅方面に通勤

しています。 

いつも思うのは、本牧周辺から関内までは激混みなのに、関

内を過ぎるとバスがガラガラになるのに、バスは関内で引き

返さず、桜木町か横浜まで行きます。 

これは関内にバスターミナルがないからだと思います。 

関内から横浜駅までのバスルートは JR 線とほぼ並行して走

っており、料金も JR より高いので、バスに乗る人が減るのだ

と思います。 

そこで、現在のくすのき広場と周辺のビルを取り壊し、関内

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 



150 

 

駅前にバスターミナルが出来ないでしょうか。 

本牧周辺には学校もたくさんあり、朝、子供たちがとてもつ

らそうに混んでいるバスに乗っています。 

もし関内で引き返すバスがあり、本牧方面のバス便が増える

なら、その方が経済的だし、利用にも合っていると思います。

逆に、関内から桜木町や横浜方面へのバス便を減らしてもい

いと思います。（どうせ乗ってないのですし） 

特に 105 系統はいつも混んでいます。 

横浜駅や桜木町行きは、海岸沿いを走る 26 系統や 58 系統、8

系統で十分ではないでしょうか。 

現在の市庁舎は 50 億円かけて免震工事をしたばかりでもあ

り、取り壊すのはもったいないので、バスターミナルの待合

所に使用できないでしょうか。 

市庁舎上階には喫茶店や横浜グッズを売るお店をいれたり、

低料金の貸し会議室にすれば、新市庁舎の会議室も減ると思

います。 

ぜひ交通局や道路局を巻き込んで、関内駅前にバスターミナ

ルのプランを考えてみてください。 

よろしくお願いします。 

680 公共事業事前評価調書(案)の【関内･関外地区のまちづくり】

｢関内駅周辺地区のまちづくり｣に関する意見です｡ 

 

はじめに 

･ 港町地区周辺民間街区では､主な民間ビルは市庁舎移転に

より横浜市という主要テナントを失い､また､築後約 50 年の

建替え時期にも直面することになるが､ 関内･関外地区は既

に地盤沈下が進行中で､ 現状では民間街区単独での再開発は

難しく､このまま推移して市役所移転を迎えると､まさに伊勢

佐木町の二の舞を演じて､沈滞し雑然とした街区になるので

はと強く懸念している｡ 

･ 隣接する市庁舎街区､関内駅周辺地区との一体的な再開発

が不可欠と思われるが､その際横浜市の強力なリーダーシッ

プを強く期待します｡ 

･ ｢関内駅周辺地区のまちづくり｣は地区の関係者､市民､専門

家の意見を聴きながら進めるとのことなので､地区の関係者

及び横浜市民の一人として以下の通り提案するので参考とし

て頂きたい｡ 

 

｢関内駅周辺地区のまちづくり(案)｣ 

Ⅰ､まちづくりのキーワード 

｢横浜を再び国際交流の中核都市に｣ 

･1859 年日米修好通商条約により横浜港が開港し､外国人居

留地となったのが関内の起源､以来横浜は国際港湾都市とし

て世界の通商･産業･文化交流で枢要な地位を占めて来た 

･今回の関内地区再開発で｢国際交流促進が可能な大学を誘致

し､世界各国出身者との人的交流を通じて､再び国際文化交流

の窓口｣の復活を目指す 

･2020 年東京五輪では新市庁舎へ世界各国の指導者をお招き

する予定だが､その際この｢オリンピック記念国際交流大学｣

(仮称)の計画を披露し､世界各国の留学生招聘を通じての横

浜市の世界貢献をＰＲする 

 

Ⅱ､計画の概要 

1､ 港町現市庁舎街区(16,500 ㎡)と民間街区(9,000 ㎡)を一

体として再開発する。 

(1)現市庁舎(延床面積21,000㎡)に4～5千人規模の大学を誘

致する。 

①市は現市庁舎の土地･建物を無償又は低額で貸与すること

を呼び水に、学生の過半数を留学生とする国際性のある大学

を誘致する。 

②誘致大学として参考になる事例は「立命館アジア太平洋大

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 
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学（大分県別府市）」 

同大学の概要は以下の通り 

・学生数 4000 人強、半数が外国人、英語・日本語二言語で教

育 

・大分県が大学へ土地を無償提供し､大学は施設を建設 

・留学生(2000 人)への奨学金は企業が提供､ 企業は特典とし

て卒業生の優先採用 

枠をもらえる｡ 留学生はアルバイトで生活費の一部を補填し

ている｡ 

外国人留学生を採用した企業は､留学生の母国で企業幹部と

して活躍可能な 

日本の事情を理解している優秀な人材を確保できるとして歓

迎｡ 

③地方都市に比べ横浜は住居費が高いので留学生用の宿舎を

いかに安価に提供するかは課題、留学生は一年時のみ寮生活、

生活面でアドバイスする日本人も同居 

(2) 新アリーナを横浜文化体育館(現敷地面積 11,000 ㎡)の

更新施設として、市市会棟跡地(5,000 ㎡)と民間街区(9,000

㎡)の一帯に､新設する。 

  また､新アリーナには物販･飲食店舗､クリニック等生活支

援施設を併設し､更にその新アリーナ周辺に地域貢献施設と

して交通広場等を整備する｡ 

(3)新アリーナの一部は新教育文化センターとし、体育施設と

共に誘致大学が共用で利用可能とする。 

(4)民間街区の現地権者は新アリーナ併設施設か､あるいは関

内駅南側の教育文化センター跡地(2､600 ㎡)､横浜市文化体

育館敷地(11,000 ㎡)､横浜総合高校跡地(8,300 ㎡)､のいずれ

かに従前資産評価額に相当する権利を代替取得する。 

 

2､ 関内･関外地区の連携強化 

･港町地区と大通り公園をＪＲ関内駅･首都高速･一般道路を

超えて結ぶ駅ビルやペデストリアンデッキ等を整備する｡ 

･これにより大通り公園は港町周辺地区と連結して､誘致大学

の学生､新アリーナの利用者等が野外スペースとして簡便に

利用できる｡ 

･将来的にはこの施設と横浜スタジアム､横浜公園へも一般道

路を横断せずに行き来できる設備を整備する 

 

Ⅲ､期待効果その他 

･世界各国から継続的して大規模に(５百人/年)留学生を受け

入れることで､横浜市の世界規模での認知度が飛躍的に向上

する 

･キャンパス隣地に大学と共用の新アリーナを整備すること

で、横浜市民が子育て世代～青年～社会人～熟年世代～高齢

者世代まで生涯学習、生涯スポーツ等を通して､異文化とふれ

合い､賑わいのある街づくりが可能となる 

以 上 

681  耐震工事費が無駄になる 

 2007年から 2009年まで 50億円をかけて行政棟の耐震工事

を行い、その結果は３年前の東日本大震災で有効性が実証さ

れた。この工事からわずか５年で取り壊す話が始まるのでは

計画性の欠如のそしりを免れない。 

 「新市庁舎を整備した場合としない場合の費用負担累計額

の比較」によれば、新庁舎整備の負担が現状負担と逆転する

のは開業 48 年後、その時になって「築 48 年以上の経過によ

る施設や設備の老朽化」による建て替えの話が出てきかねな

い。 

  

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

682 移転後、元庁舎跡地が地域活性化の起爆剤になる様な計画が

あれば賛成です。 

マンション業者等への売却のみだけなら反対です。 

 新市庁舎整備を関内駅周辺地区活性化の契機と捉え、横浜文化体育館の再整

備をはじめとするリーディングプロジェクトの実施や既存公共空間を活用した

まちづくりなどにおいて、民間資本や民間ノウハウを十分に取入れ、関内・関
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外地区の活性化につながるような まちづくりを進めていきます。 

683  街づくりに関する無責任 

 移転による空洞化が懸念される関内駅周辺地区の街づくり

について、現状で全く見通しが立っていない。移転ありきで

街づくりをそもそも軽視している。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

684  新市庁舎に対する勤務人数  

 将来、業務移管がされることがあったとしても  

 現市庁舎 1600 人 他含め６０００人  

 新市庁舎 6000 人を想定  

 であれば、上記の吹き抜け部分や図書室を無くして執務室

にすれば新市庁舎だけでも十分と考える。よって現市庁舎の

場所は売却して債権返却に使用すべきではないか。  

   

以上  

   

これまで税金が高くても横浜市に居住してきましたが、あま

りの計画性の無さに将来的には転居も視野にいれています。 

そんな悲しいこと（デトロイト市のようになったら浮かばれ

ません）  

にならないよう願っています。 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

685 私は本牧に住んでおり、毎日バスで関内、横浜駅方面に通勤

しています。 

いつも思うのは、本牧周辺から関内までは激混みなのに、関

内を過ぎるとバスがガラガラになるのに、バスは関内で引き

返さず、桜木町から横浜まで行きます。 

これは関内にバスターミナルがないからだと思います。 

関内から横浜駅までのバスルートはＪＲ線とほぼ平行して走

っており、料金もＪＲより高いので、バスの乗る人が減るの

だと思います。 

そこで、現在のくすのき広場と周辺のビルを取り壊し、関内

駅前にバスターミナルが出来ないでしょうか。 

山手、石川町関内周辺には横浜国大附属や横浜中華学院、山

手中華学校等学校もあり、朝、小学生がとてもつらそうに混

んでいるバスに乗っています。 

もし、関内で引き返すバスがあり、本牧方面のバス便が増え

るなら、その方が経済的だし、利用にも合っていると思いま

す。 

逆に、関内から桜木町や横浜方面へのバス便を減らしてもい

いと思います。（どうせ乗ってないのですし）特に１０５系

統はいつも混んでいます。 

横浜駅や桜木町行は、海岸沿いを走る２６系統や５８系統、

８系統で十分ではないでしょうか。 

現在の市庁舎は５０億円かけて免震工事をしたばかりでもあ

り、取り壊すのはもったいないので、バスターミナルの待合

所に使用できないでしょうか。 

現市庁舎上階には喫茶店や横浜グッズを売るお店をいれた

り、低料金の貸し会議室にすれば、新市庁舎の会議室も減る

と思います。また、緊急災害時の避難場所にもなると思いま

す。 

ぜひ交通局や道路局を巻き込んで、関内駅前にバスターミナ

ルのプランを考えてみてください。 

 いただいたご意見を参考にしつつ、市民の皆さまや地元協議会、まちづくり

の専門家、民間事業者などから様々なご意見・ご提案をいただきながら方向性

を検討してまいります。 

686 数年前に数十億円をかけて、現市庁舎を耐震化させました。

今後５０年は大丈夫とのことでした。現市庁舎をムダなく生

かすことこそ市は考えて下さい。 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

687 私が住んでいる近くだけで、富士見中学校跡地が平らになっ

ています。また、総合高校が移転し校舎が幽霊屋敷のように

なっていて、もったいないなと感じています。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 
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関内駅前の教文センターとやらも閉じられ、そのままになっ

ています。 

これらがどうなるのか分かりませんが、立て札もなく、もっ

たいないなの場所が３ヶ所！予定があるなら、市民にわかる

ように表示をすべきです。 

また、これらを市庁舎の分室として使うなら最適ではないか

と思いますが？ 

見落としているかもしれませんが、３ヶ所の予定を広報など

で知らせるべきと思います。まさか、マンション業者さんに

売るのは止めてください。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

688 現庁舎は戦後建築ながら文化的歴史的価値が高く評価されて

おり、またくすのき広場や周辺街区を含めて関内のまちづく

り、景観形成の中心となってきた建物です。その価値を踏ま

えて耐震、免震工事を行ったはずです。市会棟も含めて保存、

また生きた現役の施設として活用するべきです。海外の都市

では何百年も前の歴史的建造物を庁舎として大切に使用し、

街のアイデンティティーを維持しています。現庁舎の継続使

用を決めれば、近代建築保全で知られる横浜が戦後建築の保

全策でも先進自治体として注目されることとなります。 

 現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

689 現庁舎のある港町地区の活用に関する検討が全く見えませ

ん。教育施設の誘致が考えられているようですが具体性がな

く、まちづくりに寄与するような開かれた利用がどの程度行

われるのか疑問です。みなとみらいや北仲地区は民間ベース

で開発が進んでいますが、関内の南側の地区こそ行政が具体

的な活性化策をきちんと考え、実現する策を打つべきと思い

ます。 

 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、民間事業者などと

の対話と交流を行い、横浜文化体育館の再整備をはじめとするリーディングプ

ロジェクトや既存公共空間を活用した事業などの具体的な事業を進めながら方

向性を決めてまいります。 

690 現市庁舎は折角補強したので、大切に使うようにしてほしい。  現時点では、現市庁舎（行政棟･市会棟）の扱いについては決定していません。

 いただいたご意見も参考にしながら、今後、関内駅周辺地区の活性化に向け

たまちづくりの検討を進める中で、現在の建物の有効利用も含めて検討してま

いります。 

事業手法（14 件） 

691 ゼネコン奉仕の市政などやめて下さい。  新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 そのため、まず、設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、

複数の業種ごとの企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件と

した上で、その共同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市

内企業も参加可能となる発注条件を検討していきます。 

 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

692 大手建築業者に一任するとしても市内の中小建築業者にも出

来得る限り施工をお願いしていただきたく思います。 

 新市庁舎の整備にあたって、市内企業の参入機会に配慮するなど、地域経済

の活性化を図ることは重要な要素と考えています。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 そのため、まず、設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、

複数の業種ごとの企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件と

した上で、その共同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市

内企業も参加可能となる発注条件を検討していきます。 

 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

693 設計と施工は、別々に発注される事を希望致します。他の内  新市庁舎の整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、
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容についてはよろしいと思います。 高度な技術力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性

化、などの視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考

えました。 

694 市内企業が参入できるよう設計、施工一括発注方式ではなく、

分割発注して欲しい。 

 新市庁舎の整備にあたって、市内企業の参入機会に配慮するなど、地域経済

の活性化を図ることは重要な要素と考えています。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

 設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、複数の業種ごとの

企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件とした上で、その共

同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市内企業も参加可能

となる発注条件を検討していきます。 

 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

695 新市庁舎計画について 

一、横浜市民（在住）の方々の力を借りて、大手ゼネコンで

はなく、市民の力で建ちくしたい。 

一、横浜市にはマイスターという称号をもった人が多くいる、

その人達の力を借りて他にない建物を築してほしい。例、ス

テンドグラスや石工など来生に残る建物にしたい。 

一、極力、横浜市民の手で市庁舎を作ることを希望いたしま

す。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 そのため、まず、設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、

複数の業種ごとの企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件と

した上で、その共同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市

内企業も参加可能となる発注条件を検討していきます。 

 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

 新市庁舎整備を市民の手で行いたいというご意見を受け止め、引き続き検討

を進めます。 

696 寄付を募ったら。 

 

とても楽しみにしています。 

新しい市庁舎ができると皆が元気になります。 

横浜市民のみんなが誇れる市役所を作ってほしいと思いま

す。 

財政的には厳しい時代だと思いますので、寄付を募ったらい

いんじゃないでしょうか？ 

市内にはいろんな団体がありますので、そうした団体からい

ろんな寄付を受け付ければ、団体の名前も PR になりますし、

双方がウィンウィンの関係になるとおもいます。 

お金だけじゃなく美術品や調度品、畳、壁材、床材などの内

装材でもいいとおもいます。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただきます。

697 市庁舎建設という歴史的事業に地元建設企業が参画しにくい

ＤＢ方式という制度のようですが、横浜市型ＤＢ方式を考案

されて、１社でも多く地元企業が参加できる発注方式として

頂きたい。 

 新市庁舎の整備にあたって、市内企業の参入機会に配慮するなど、地域経済

の活性化を図ることは重要な要素と考えています。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

 設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、複数の業種ごとの

企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件とした上で、その共

同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市内企業も参加可能

となる発注条件を検討していきます。 
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 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

698 国際都市横浜にふさわしい新市庁舎計画、ぜひとも実現でき

る事を願っています。また、地元企業参入できる計画にして、

横浜市内業者が発展できる事を実現するようにして下さい。

 新市庁舎の整備にあたって、市内企業の参入機会に配慮するなど、地域経済

の活性化を図ることは重要な要素と考えています。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 そのため、まず、設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、

複数の業種ごとの企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件と

した上で、その共同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市

内企業も参加可能となる発注条件を検討していきます。 

 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

699 横浜市全域の地域活性、及び経済発展の為にも新庁舎整備に

取り組んでいただき、地元業社が多く計画に参入できる事を

希望致します。 

 新市庁舎の整備にあたって、市内企業の参入機会に配慮するなど、地域経済

の活性化を図ることは重要な要素と考えています。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 そのため、まず、設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、

複数の業種ごとの企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件と

した上で、その共同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市

内企業も参加可能となる発注条件を検討していきます。 

 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

700 横浜市の発展の為にも事業の実現に向けて努力して頂きたい

と思います。地元業者の参入を希望します。 

 新市庁舎の整備にあたって、市内企業の参入機会に配慮するなど、地域経済

の活性化を図ることは重要な要素と考えています。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 そのため、まず、設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、

複数の業種ごとの企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件と

した上で、その共同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市

内企業も参加可能となる発注条件を検討していきます。 

 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

701 横浜市全域の経済発展の為にも事業の実現に向けて取り組ん

でいただきたいと考えております。特に調書に記載されてい

ます「事業手法」の内容では横浜市本社所在である地元業社

の参入を強く希望致します。宜しく御願いします。 

 新市庁舎の整備にあたって、市内企業の参入機会に配慮するなど、地域経済

の活性化を図ることは重要な要素と考えています。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 そのため、まず、設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、

複数の業種ごとの企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件と

した上で、その共同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市

内企業も参加可能となる発注条件を検討していきます。 

 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

702 「新市庁舎の整備について」私の意見をお知らせします。 

 

 新市庁舎については、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催の

有無に関わらず、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超える賃借
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設計施工一括発注方式を採用する事に反対します。 

配布されている事前評価調書(案)の事業手法の項目でその方

式を採用した事の簡単な説明が有りますが、工事期間の短縮

と言う事以外、全く説得力が有りませんし、検討と議論が尽

くされていないと思います。 

横浜市の他の公共事業で設計施工一括発注方式を採用してい

ない事の意味を再度確認する必要が有ります。 

今後の発注に対しても悪い前例となります。 

新市庁舎がこれから長く使われる事を考え、2020 年の東京オ

リンピックまでと期間を区切る事無く、市民の意見を広く集

めながら、慎重に計画を進めるべきです。 

進め方としては、速さや安さよりも市庁舎としてのあり方や

質を重視し、設計を施工から分離した上で、設計競技(コンペ

ティション)または設計プロポーザルで案を決める事が良い

と考えます。 

 

以上です。 

宜しくお願いします。 

 

草々 

料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、早期に

整備する必要があると考えていました。 

 整備にあたっては、長周期地震動対策や先進的な環境性能など、高度な技術

力・ノウハウの採用、工期の短縮、コストの縮減、地域経済の活性化、などの

視点を総合的に考慮し、設計・施工一括発注方式がふさわしいと考えました。

703  事業手法・スケジュール 

 市内業者の参加について特段の配慮をするべき。 

 新市庁舎の整備にあたって、市内企業の参入機会に配慮するなど、地域経済

の活性化を図ることは重要な要素と考えています。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 そのため、まず、設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、

複数の業種ごとの企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件と

した上で、その共同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市

内企業も参加可能となる発注条件を検討していきます。 

 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

704 私は市内の建設事業所に勤務する者です。新市庁舎の整備に

ついては大いに期待しています。超高層建築物となるのでス

ーパーゼネコンの技術力が必要な工事となりますが、市庁舎

というシンボリックな建物の建設に市内企業が何らかの形で

関与することは大変名誉なことと考えます。是非様々な方法

で市内企業が参画できる方策を検討して欲しいと思います。

決して商売抜きとは言えませんが歴史的な機会に参加出来る

事を粋に感じる企業も沢山あるのではないでしょうか。そう

したパワーを結集できる工夫があると大変良いと思います。

整備担当者の知恵と林市長の英断に期待します。 

 新市庁舎の整備は、工事規模が大きいためＷＴＯ政府調達協定対象工事（調

達区分（特定役務のうち建設工事）の適用基準額：20 億 2,000 万円（平成 26

年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）：平成 26 年１月官報（総務省の告示

による））となりますので、設計・施工分離または設計・施工一括のいずれの

発注方式をとっても、市内企業に限定または優先した工事発注はできません。

 そのため、まず、設計・施工一括の受注事業者に対する発注条件としては、

複数の業種ごとの企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）であることを条件と

した上で、その共同企業体（ＪＶ）の構成員として、一定の技術力を有する市

内企業も参加可能となる発注条件を検討していきます。 

 さらに、発注手続きによって決定した受注事業者に対しては、専門工事業者

（下請企業）としての市内企業の参入について最大限配慮するよう、要請を行

います。 

 新市庁舎整備を市民の手で行いたいというご意見を受け止め、引き続き検討

を進めます。 

その他-【事業費・収支シミュレーション】（34 件） 

705 新市庁舎建設については、建設予定地として、北仲通南地区

を選定した理由として、以下の通り述べている。 

 

「平成 25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」では、

整備場所について、「新市庁舎に関する調査特別委員会」で

の議論等を踏まえ、「現庁舎の課題である市役所機能（執務

室）の分散化の解消、事業期間、収支シミュレーションの結

果などを、総合的に考慮すると、北仲通南地区での整備案が

最適な案と考えられますので、今後、北仲通南地区を整備予

定地と位置づけ、検討を進めます。」と結論づけました。」

 

この場合、最適な案とされた理由の最大のものは、建物上層

 平成 24 年度に取りまとめた基本構想では、整備場所と整備パターンを決める

ために、現市庁舎の課題の解消、事業期間、収支シミュレーションの結果など

の比較検討を行いました。 

 試算にあたっては、それぞれの候補地において、敷地条件から建設可能なほ

ぼ最大限の規模の建物を建設する計画とし、建物内に余剰床が発生する場合や、

新市庁舎の敷地以外に土地の余裕スペースが発生する場合は、当事業における

財政負担を軽減するために、オフィスや商業施設などの民間機能の導入を図る

計画としましたが、これは同じ条件で相対的な比較を行うためのシミュレーシ

ョンです。 

 基本構想では、「今後の進め方と検討にあたって考慮すべき事項」として、

・コストの縮減や地域経済の活性化につながる事業手法、来庁者の利便性や業

務の効率性に配慮したフロア計画などの検討を行うこと 
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部を民間に貸し出して不動産収入を得て、建設費用の返済に

充てるというものであった。 

しかしその後このことは計画に盛り込まれていない。即ち計

画それ自体の大幅な変更があったのであるから、改めて、建

設計画を見直すべきである。 

・事業費や事業期間の精査を行うこと 

・現市庁舎の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの

一環として検討していくこと 

・余剰床の規模については、将来の行政需要に対応した柔軟性や街の賑わいづ

くり、周辺の関係事業者への影響等を総合的に考慮しながら検討していくこと

などを掲げ、これらの検討を踏まえて基本計画を策定することとしておりまし

た。 

 また、余剰床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リスク」に

ついてのご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリングを行っ

た結果、東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規模の余剰

床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大き

いとのご意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にもつ

ながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 

706 住み良い街づくりのために尽力されていることに心より感謝

申し上げます。 

新市庁舎の計画について拝見させていただきましたが新市庁

舎を整備した場合としない場合の費用負担累計額の比較につ

いて、現状負担との逆転に 48 年かかる計画というのは人口減

少社会になりつつある今、計画過大と思われえますがいかが

でしょうか？市民負担が 3万円・年増加することについても、

低所得者層の負担増は免れないものと思います。 

もう少し負担軽減になるよう各区への権限委譲、民間への付

託なども併用し計画全体の縮小が望ましくないでしょうか？

 新市庁舎整備基本計画でお示ししている収支シミュレーションは、「新市庁

舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常

的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理

費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負

担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

707 採算面で色々資料をそろえていますが、これからの日本の経

済、横浜の経済は上向くとは思われません。高層階を民間に

提供するのも限界があるのではないでしょうか。 

 賃貸オフィス床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リスク」

についてのご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリングを行

った結果、東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規模の余

剰床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大

きいとのご意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にも

つながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 

708 建物内の売店、サービスや維持、管理等もできる限り民間業

者を活用し、固定的なコストを生まぬよう配慮して欲しい。

 「新市庁舎整備基本計画」では、新市庁舎完成後に毎年必要となる費用とし

て、維持管理費を約 6.83 億円／年見込んでいますが、これは民間事業者へのヒ

アリング調査結果を参考にしたものですので、今後、いただいたご意見の趣旨

を踏まえて効率的な維持管理ができるよう検討してまいります。 

709 費用について必要でしょうが、償還期限の延長を考へてみて

はいかがでしょうか。 

思いつきで申訳ありません。 

 新市庁舎整備基本計画でお示ししている収支シミュレーションは、「新市庁

舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常

的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理

費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負

担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的
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に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

 新市庁舎整備にかかる市債発行による実質公債費比率（財政健全化の指標で、

財政規模に対する１年間で支払った借入金返済額などの割合）への影響は、平

均で 0.3 ポイントとなります。（「地方公共団体の財政の健全化に関する法律

における実質公債費比率の早期健全化基準：25％、横浜市の 24 年度決算におけ

る実質公債費比率：15.4％） 

710 第２ステップ⇒新たな借金をしない新庁舎整備（平成５６年

以降） 

横浜市は知恵を出して下さい。 

新市庁舎整備費用は現在東京都豊島区が新庁舎整備のために

行っている「資金計画・区が所有する資産を活用し新たな借

金をしない計画」（豊島区新庁舎レポート Vol．２より抜粋）

に倣い資産活用で生み出して下さい。 

豊島区では新庁舎整備前に民間業者からの地代の一部を一括

で受け取って当該整備費用に充て、新たな借金をしない工夫

をしています。 

横浜市の様な新庁舎整備後に賃貸して費用回収する方式は知

恵がなく、従来通りの無責任借入金の繰り返しとなり、借入

金を増やすだけです。 

新庁舎整備時は豊島区方式により、全ての整備資金を事前調

達して下さい。それでも新庁舎整備資金が不足するのであれ

ば、市有資産を売却して充当し、新たな借金はしないで下さ

い。 

 「新市庁舎整備基本計画」でお示ししている収支シミュレーションは、「新

市庁舎整備基本構想」の考え方を踏襲しています。 

 横浜市では、現在、約 20 か所の民間ビルなどに執務室が分散し、年間 20 億

円を超える民間ビル賃借料の負担が長年の懸案となっています。これは、他都

市と大きく異なる事情です。 

 このため、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常的に支出し続けなければ

ならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理費等）を収入とみなして、

「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負担が増えるか」という観点

で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

711 今回の事業評価調書（案）の「事業費・収支シュミレーショ

ン」によると、４８年目で現状負担と逆転とある。つまり、

半世紀もかかる大プロジェクトである。平成２０年３月に北

仲通南地区の土地を横浜市が取得した時の考え方、特に新市

庁舎を前提としていたなら、事業費・収支シュミレーション

は何年であったかを、今回の事業評価調書で公開すべきだ。

 平成 19 年に「新市庁舎整備構想素案」を公表し、20 年３月に、構想素案の

考え方に基づき「北仲通南地区」を新市庁舎整備にかかわって様々に活用でき

る土地（種地）として取得しました。 

 この時点では、新市庁舎の整備予定地は、絞り込まれていませんでした。 

712 市民の老齢化が進み、税収が減少する。そして、日本の経済

が立ち直っていない。今後悪くなる可能性が高い。横浜の将

来を考えた場合、膨大な借金をしてまで孫の世代までリスク

を背負うことはできない。 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

713 予算案の変更（収入の減収・支出の増大）は再度大きく発表

する義務があります。 

 賃貸オフィス床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リスク」

についてのご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリングを行

った結果、東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規模の余

剰床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大

きいとのご意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にも

つながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを
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行いました。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

714 「人口減少」や「少子高齢化」などにより、さらに財政が厳

しくなっていくことが予想される中、無駄使いの箱物行政に

なっていないでしょうか？また人口減少などで家賃や地価が

下落する可能性もありますが、家賃収入や土地売却の試算が

都合良く甘い見通しになっていないか、よく検証していただ

きたいです。 

 新市庁舎整備基本計画でお示ししている収支シミュレーションは、「新市庁

舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常

的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理

費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負

担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

715 新市庁舎建設反対 

 

北仲通南地区の土地取得から基本構想、基本計画と進められ

てきた経緯は、新市庁舎建設を前提としたストーリーづくり

としか思えません。複数案を検討したことになっていますが、

結論ありきで資料づくりをし、そのために職員の人件費が使

われたことを腹立たしく思います。しかも基本構想ではテナ

ント料の収入を市債返済に充てることを売りにしていたの

に、基本計画ではテナント部分はほとんどなくなっています。

大きく計画が変更されたにも関わらず、建設の結論につなげ

るための計画案づくりがされているということです。 

 平成 24 年度に取りまとめた基本構想では、整備場所と整備パターンを決める

ために、現市庁舎の課題の解消、事業期間、収支シミュレーションの結果など

の比較検討を行いました。 

 試算にあたっては、それぞれの候補地において、敷地条件から建設可能なほ

ぼ最大限の規模の建物を建設する計画とし、建物内に余剰床が発生する場合や、

新市庁舎の敷地以外に土地の余裕スペースが発生する場合は、当事業における

財政負担を軽減するために、オフィスや商業施設などの民間機能の導入を図る

計画としましたが、これは同じ条件で相対的な比較を行うためのシミュレーシ

ョンです。 

 基本構想では、「今後の進め方と検討にあたって考慮すべき事項」として、

・コストの縮減や地域経済の活性化につながる事業手法、来庁者の利便性や業

務の効率性に配慮したフロア計画などの検討を行うこと 

・事業費や事業期間の精査を行うこと 

・現市庁舎の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの

一環として検討していくこと 

・余剰床の規模については、将来の行政需要に対応した柔軟性や街の賑わいづ

くり、周辺の関係事業者への影響等を総合的に考慮しながら検討していくこと

などを掲げ、これらの検討を踏まえて基本計画を策定することとしておりまし

た。 

 また、余剰床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リスク」に

ついてのご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリングを行っ

た結果、東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規模の余剰

床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大き

いとのご意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にもつ

ながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 

716  事業費・収支シュミレーション 

１)建設費が特段膨らむので現庁舎案にもどり再計画を示す

べきです。建設費はさらに膨らみ、それに伴い市債が多くな

り後年度負担が増えます、収支計画も大き狂ってきます。市

債１２９億円、市債４８７億円は金額も多く問題があります。

２）現在の賃貸料が今後約４５年間続く計画はあり得ないの

ではないか。 

 「新市庁舎整備基本計画」でお示ししている収支シミュレーションは、「新

市庁舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、

恒常的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持

管理費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだ

け負担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 
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 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

717 １ 意見の対象 

対象は、基本計画「７事業費・収支シュミレーション」の７

－２についてである。財源を市債４８７億円発行することに

しているが、以下に述べるように、この計画は現実性が無い。

そうすると、計画そのものの根底が崩れることになる。 

２ 計画に現実性がないことの理由 

（１）シュミレーションは利子率を「１．６５％」と想定し

ており、その根拠は「過去１０年間の１０年以上の長期債発

行額の平均利率」であるとしている。しかし、過去１０年間

は政策的な異常な低金利の時期のデータであり、世界中が金

利の正常化を目指す中で、今後３０年間同じことが続くとは

考えられない。そうなることの根拠を示すことが必要である。

（２）長期金利は、「物価上昇率＋実質金利」で決まるとい

うのが経済学の定説である。 

政府の政策目標は、物価上昇率を持続的に「２％」とするこ

とを提示している。そうすると、物価上昇率の目標が達成さ

れた時の長期金利は５％になるという試算もある。１月に内

閣府が発表した「経済財政の中長期試算」でも「２．８％」

である（日本経済新聞４月２日２７面「経済教室」記事）。

経済学の定説、政府の政策方針、政府の試算と整合しない計

画は、支出の過小見積もりというべきであり、この点で計画

は破綻している。「１．６５％」の正当性を論証すべきであ

る。 

（３）シュミレーションには、初回調達時及びその後の借り

換えなどに伴う調達の期間別内訳と予想金利が示されていな

い。３０年間の期間別金額と予想金利を全期間に亘り示すべ

きである。これを示すことができない計画は、計画とはいえ

ない。 

そもそも、３０年間を予想することは無理であるというので

あれば、正直にそういうべきである。もっとも、たかが建物

の建築で３０年という期間を設定することは、民間では考え

られないことであり、このような事業を計画すること自体が

荒唐無稽であるというべきであるかもしれない。 

企業経営の経験を持つ林市長が、この点について何の疑問も

呈しないとは、極めて不可解である。 

 「新市庁舎整備基本計画」でお示ししている収支シミュレーションは、「新

市庁舎整備基本構想」の考え方を踏襲しています。 

 横浜市では、現在、約 20 か所の民間ビルなどに執務室が分散し、年間 20 億

円を超える民間ビル賃借料の負担が長年の懸案となっています。これは、他都

市と大きく異なる事情です。 

 このため、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常的に支出し続けなければ

ならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理費等）を収入とみなして、

「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負担が増えるか」という観点

で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。  

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

718 新庁舎整備に大賛成です。 

総事業費は確かに大きな額ですが、民間ビルの賃貸料（年間

２０億円超）を払い続けるよりマシだと思います。家賃を払

い続けるより家を買ったほうが自分の資産になる、という感

覚です。 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

719 事業費に関しては、都庁（１９９０年新設、１５００億。２

０１３年～改修、７６０億円）の例からみると、５０年で１

９１億は全く甘い見積もりとしか思えない。 

 新市庁舎整備基本計画でお示ししている収支シミュレーションは、「新市庁

舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常

的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理

費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負

担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 計画修繕費を含むランニングコストについては、引き続き精査します。 

720 若い世代の人達に、国の莫大な借金も、市の借金までも負わ

せることになります。 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。
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721 現庁舎は築５０年以上で老朽化している、４８年後に現状負

担と逆転するとあるが、新庁舎が開業して４８年たつころに

は老朽化が進んでいて、建替計画を考える必要が出てくると

思います。どう考えていますか？ 

 新市庁舎整備基本計画でお示ししている収支シミュレーションは、「新市庁

舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常

的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理

費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負

担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

722 賃貸スペースを減らすという計画に変わったのら、白紙にし

て市民の声をきいてください。 

 平成 24 年度に取りまとめた基本構想では、整備場所と整備パターンを決める

ために、現市庁舎の課題の解消、事業期間、収支シミュレーションの結果など

の比較検討を行いました。 

 試算にあたっては、それぞれの候補地において、敷地条件から建設可能なほ

ぼ最大限の規模の建物を建設する計画とし、建物内に余剰床が発生する場合や、

新市庁舎の敷地以外に土地の余裕スペースが発生する場合は、当事業における

財政負担を軽減するために、オフィスや商業施設などの民間機能の導入を図る

計画としましたが、これは同じ条件で相対的な比較を行うためのシミュレーシ

ョンです。 

 基本構想では、「今後の進め方と検討にあたって考慮すべき事項」として、

・コストの縮減や地域経済の活性化につながる事業手法、来庁者の利便性や業

務の効率性に配慮したフロア計画などの検討を行うこと 

・事業費や事業期間の精査を行うこと 

・現市庁舎の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの

一環として検討していくこと 

・余剰床の規模については、将来の行政需要に対応した柔軟性や街の賑わいづ

くり、周辺の関係事業者への影響等を総合的に考慮しながら検討していくこと

などを掲げ、これらの検討を踏まえて基本計画を策定することとしておりまし

た。 

 また、余剰床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リスク」に

ついてのご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリングを行っ

た結果、東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規模の余剰

床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大き

いとのご意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にもつ

ながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 

723 事業目的、事業内容には概ね賛成します。 

しかし、事業費、収支シミュレーションで、４８年後にやっ

と負担が逆転するとあります。これでは、時間がかかりすぎ

るのではないでしょうか？ 

 新市庁舎整備基本計画でお示ししている収支シミュレーションは、「新市庁

舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常

的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理

費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負

担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改
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修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

724 年間 20 億円を超える賃借料負担が喫緊の課題として挙げら

れているが、賃貸には、財政状況をはじめとする状況の変化

に柔軟に対応し、拡大・縮小・移転が可能という利点がある。

事業費・収支シミュレーションでは 48 年後に現状負担と逆転

するとの試算がなされているが、48 年間の長期に渡り、状況

の変化が起こらないことを仮定するのには無理がある。財政

状況が悪化して維持管理費の負担が重荷になったり、生産性

の向上により、必要な床面積が減少したとしても、新市庁舎

整備後では対応が難しくなる。 

 新市庁舎整備基本計画でお示ししている収支シミュレーションは、「新市庁

舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常

的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理

費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負

担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 将来の変化への柔軟な対応については、建設費負担の観点から、建設予定地

の容積率を最大限に活用することではなく、執務スペースをフレキシブルなオ

ープンフロアとすることなどで対応していきます。 

725 費用負担累計額が現状負担と逆転するのは、４８年後となっ

ており、もうすこし考えたほうがよいのではと思います。 

 新市庁舎整備基本計画でお示ししている収支シミュレーションは、「新市庁

舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常

的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理

費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負

担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

726 財政難のおりに、莫大な建設費を使って市庁舎を建設するこ

とに反対です。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

727 財政 

600 億円強の大規模事業で、内 490 億円余りが公債による借

金です。 

少子化で今後税収が増える見込みの無い中、我々の後の世代

が負担することになります。彼らに託すのは合理的な税負担

でなければなりません。 

事業規模や、超高層建築が妥当なのか再度の検証を求めます。

 新市庁舎整備基本計画でお示ししている収支シミュレーションは、「新市庁

舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常

的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理

費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負

担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ
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ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

728  収支予測が外れた時の責任と対応 

 収支シミュレーションのように行かない場合は、誰が責任

をとり、どのような対応をするのですか。そのような場合で

も税金の実質的な値上げを行わないでください。横浜市は既

に「横浜みどり税」を延長して実質的な増税をしています。

このようなことが無いように対策をしてください。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

729 ４８年後には、つじつまが合うような計画になっているけど、

そんな半世紀も先のことなど、絵に描いたモチ。机上のプラ

ンである。半世紀先のことなど、だれも予測出来ない。ただ

確実なことは、人口減、低成長、税収減である。 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

730 過重な財政負担 

 ・基本構想で北仲案選定の理由とした収支シュミレーショ

ンは、民間へのオフィス貸し出し取りやめでより悪化した。

  （事業着手から 53 年間も現状より負担増。民間ビル賃料

支払いが負担大だとの理由は少なくとも結果的にウソであ

る） 

 ・空地化する関内駅前の再開発に更なる公共投資が必要と

みられるが、その説明は全くない。 

 平成 24 年度に取りまとめた基本構想では、整備場所と整備パターンを決める

ために、現市庁舎の課題の解消、事業期間、収支シミュレーションの結果など

の比較検討を行いました。 

 試算にあたっては、それぞれの候補地において、敷地条件から建設可能なほ

ぼ最大限の規模の建物を建設する計画とし、建物内に余剰床が発生する場合や、

新市庁舎の敷地以外に土地の余裕スペースが発生する場合は、当事業における

財政負担を軽減するために、オフィスや商業施設などの民間機能の導入を図る

計画としましたが、これは同じ条件で相対的な比較を行うためのシミュレーシ

ョンです。 

 基本構想では、「今後の進め方と検討にあたって考慮すべき事項」として、

・コストの縮減や地域経済の活性化につながる事業手法、来庁者の利便性や業

務の効率性に配慮したフロア計画などの検討を行うこと 

・事業費や事業期間の精査を行うこと 

・現市庁舎の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの

一環として検討していくこと 

・余剰床の規模については、将来の行政需要に対応した柔軟性や街の賑わいづ

くり、周辺の関係事業者への影響等を総合的に考慮しながら検討していくこと

などを掲げ、これらの検討を踏まえて基本計画を策定することとしておりまし

た。 

 また、余剰床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リスク」に

ついてのご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリングを行っ

た結果、東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規模の余剰

床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大き

いとのご意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にもつ

ながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 また、移転後の現市庁舎の活用については、新市庁舎整備基本構想（平成 25

年３月）では、現行政棟は改修して建物を賃貸、現市会棟については、解体・

撤去して土地を賃貸すると仮定して試算していましたが、新市庁舎整備基本計

画（平成 26 年３月）では、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの一環

として、今後、具体的に検討していくため、現時点で不確定である現市庁舎の

改修費や解体費などの支出、建物や土地の賃貸による収入を除外して試算しま

した。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 
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 関内駅周辺地区の将来像については、公民連携によりまちづくりを進めてい

くため、新市庁舎整備基本計画において、関内・関外地区の特徴や課題を踏ま

え、現段階で考えられる 4つのテーマと 3つのケースをお示ししました。 

 今後、市民の皆さまや地元協議会、まちづくりの専門家、事業者との対話と

交流を行い、リーディングプロジェクトなどの具体的な事業を進めながら方向

性を決めてまいります。 

731 シミュレーションで黒字に転じる約５０年後はまた建替えの

議論が出る頃であり、過大な計画と言わざるをえません。次

世代に巨額の負債を背負わせることになり反対です。 

 新市庁舎整備基本計画でお示ししている収支シミュレーションは、「新市庁

舎整備基本構想」の考え方を踏襲し、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常

的に支出し続けなければならない費用（民間ビル賃借料や現市庁舎の維持管理

費等）を収入とみなして、「新市庁舎を整備しない場合に比べて、どれだけ負

担が増えるか」という観点で試算を行っています。 

 シミュレーションでは、開業後 48 年度で新市庁舎を整備しない場合に恒常的

に支出しなければならない費用が、新市庁舎を整備した場合に必要となる費用

を上回ると見込んでいます。この試算では、新市庁舎については、５年ごとに

計画修繕を行うこととしており、その費用は、一般的な同規模のビルを参考と

して 50 年間で 190.8 億円と見込んでいます。 

 一方で、現市庁舎は、老朽化の進行により今後、空調などの大規模な設備改

修が必要になりますが、どれほどの規模の工事が必要となるか現段階では把握

できないため、その費用は見込んでおりません。民間ビル賃借料の変動、それ

ぞれの建物の資産価値なども見込んでいません。このようにできる限り厳しい

視点で試算を行っています。 

 なお、新市庁舎は少なくとも 50 年以上は使用する見込みであり、収支の逆転

に開業後 48 年かかったとしても、新市庁舎を整備した方が、横浜市の財政負担

は抑えられると考えています。 

732 過去に行った候補地３地区の比較では、賃貸床を設けて賃料

収入を得る採算シミュレーションでした。その後賃貸床を設

けない設定に変わりましたが、前提が変わった以上は整備予

定地の検討もやり直さないのはおかしいです。検討段階では

現庁舎は一応保存するとしながら後になって市長が建替えに

言及するなど、検討内容が公開される度にいつのまにか前提

がすり替わっていることが多くあります。 

 平成 24 年度に取りまとめた基本構想では、整備場所と整備パターンを決める

ために、現市庁舎の課題の解消、事業期間、収支シミュレーションの結果など

の比較検討を行いました。 

 試算にあたっては、それぞれの候補地において、敷地条件から建設可能なほ

ぼ最大限の規模の建物を建設する計画とし、建物内に余剰床が発生する場合や、

新市庁舎の敷地以外に土地の余裕スペースが発生する場合は、当事業における

財政負担を軽減するために、オフィスや商業施設などの民間機能の導入を図る

計画としましたが、これは同じ条件で相対的な比較を行うためのシミュレーシ

ョンです。 

 基本構想では、「今後の進め方と検討にあたって考慮すべき事項」として、

・コストの縮減や地域経済の活性化につながる事業手法、来庁者の利便性や業

務の効率性に配慮したフロア計画などの検討を行うこと 

・事業費や事業期間の精査を行うこと 

・現市庁舎の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの

一環として検討していくこと 

・余剰床の規模については、将来の行政需要に対応した柔軟性や街の賑わいづ

くり、周辺の関係事業者への影響等を総合的に考慮しながら検討していくこと

などを掲げ、これらの検討を踏まえて基本計画を策定することとしておりまし

た。 

 また、賃貸オフィス床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リ

スク」についてのご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリン

グを行った結果、東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規

模の余剰床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリス

クが大きいとのご意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧

迫にもつながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 

733 現在の市庁舎の計画には概ね賛成です。しかし、現在の庁舎

が竣工から 50 年が経過し老朽化で建て替えの必要が生じて

いるという前提を考えますと、新しい庁舎が現在の庁舎の経

費を逆転するのが約５０年後というのは少し遅すぎるのでは

ないか、というのが正直な感想です。 

 新市庁舎の建設費（約 616 億円）については、平成 24 年度に新市庁舎整備基

本構想を策定した際に、新市庁舎と同規模の一般的な超高層ビルを建設した場

合の費用を民間事業者へのヒアリングから算定した上で、25 年度に基本計画を

策定する際に、市況の変動状況と 2015 年の消費税率の引き上げ（10%）を見越

して算定し直したものです。 
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新庁舎が竣工してから５０年経てば今と同じように経年劣化

が生じ、再び建て替えのことを考えなければならなくなる可

能性もあります。そうなると新市庁舎を建て替えるコスト面

でのメリットは薄れてしまいます。基本コンセプトはそのま

まに、コストを大幅に削減出来る方法をもう一度模索して頂

きたいです。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

734 新市庁舎整備についてご意見を申し上げます。 

５０億円をかけて現庁舎を耐震工事をしたのに何故新市庁舎

を作るのか。民間ビルの賃借料を２０億円出していると云っ

ても、新庁舎計画の中には賃貸収入は収支計画から外されて

いると云うのでは話しにならない。 

市民のことを考えるのであれば、現在の場所でよいのではな

いか。市民本意の市政を行って下さい。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 なお、現市庁舎は、昭和 56 年の建築基準法改正（新耐震）を受け、昭和 59

年に行った耐震診断で、すでに補強が必要との診断を受けていました。平成７

年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて、本市が平成 11 年度に策定した「公

共建築物耐震対策事業計画」において、あらためて平成 22 年度までに耐震補強

を実施することとされたことから、市会棟から順次補強を行ったものです。 

 平成 23 年の東日本大震災発生時において、現市庁舎は大きな被害がなく職員

も業務を継続することができましたが、関内に勤務している職員約 6,000 人の

うち約 4,400 人が勤務する周辺の民間ビルの一部では、書棚などの転倒によっ

て業務の継続に大きな支障が生じました。また、これらのビルには非常用電源

設備が備えられていないため、あらためて、災害時における応急復旧活動や避

難活動の拠点となる災害に強い市庁舎の早期整備の必要性を認識しました。 

 賃貸オフィス床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リスク」

についてのご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリングを行

った結果、東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規模の余

剰床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大

きいとのご意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にも

つながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 

 新市庁舎の整備予定地については、平成 7 年に「横浜市市庁舎整備審議会」

から、新市庁舎整備にふさわしい場所を「港町地区」、「北仲通地区」、「み

なとみらい 21 高島地区」の３か所とする答申を受けました。その後、19 年に

公表した「新市庁舎整備構想素案」の考え方に基づき、20 年に議会の議決を経

て北仲通南地区の土地を取得しました。 

 平成 24 年度には、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置

され、北仲通南地区での整備案、港町地区での整備案、北仲通南地区と港町地

区での分庁整備案について比較・検討が開始されました。庁舎分散化の解消や

事業期間、収支シミュレーションの結果などを総合的に検討していただいた結

果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整備基本構想」において、北仲

通南地区を整備予定地と位置づけました。 

735 新市庁舎は、計画時と比べて、予算の大幅な増大、収入の減

少など、あまりに変化が大きく、もう一度市民への明確な情

報の開示そして問いかけが必要です。 

もちろん、収支がまるで違っているので、再審議が必要です。

 平成 24 年度、議会において「新市庁舎に関する調査特別委員会」が設置され、

港町地区での整備案と北仲通南地区での整備案について比較・検討が開始され

ました。庁舎分散化の解消や事業期間、収支シミュレーションの結果などを総

合的に検討していただいた結果を踏まえて、25 年３月に策定した「新市庁舎整

備基本構想」において、北仲通南地区を整備予定地と位置づけました。 

 「新市庁舎整備基本構想」で検討した賃貸オフィス床については、議会や市

民の皆さまなどから、「空室リスク」についてのご意見をいただいておりまし

たので、民間事業者へヒアリングを行った結果、東京などから本社機能等の誘

致を目的として、まとまった規模の余剰床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区

との競争力などから考えてリスクが大きいとのご意見を多くいただきました。

さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にもつながる」とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 
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 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 

736 財政について 

市債の発行をできるだけ抑える方向に。市民は、国の債務、

県の債務、市の債務を負っております。少子高齢化が進む中

で、返せる見通しの範囲で、市債を発行していく。 

 新市庁舎整備にかかる市債発行による実質公債費比率（財政健全化の指標で、

財政規模に対する１年間で支払った借入金返済額などの割合）への影響は、平

均で 0.3 ポイントとなります。（「地方公共団体の財政の健全化に関する法律

における実質公債費比率の早期健全化基準：25％、横浜市の 24 年度決算におけ

る実質公債費比率：15.4％） 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

737 市債発行してまで超高層建物は必要ないと思います。  新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 新市庁舎整備にかかる市債発行による実質公債費比率（財政健全化の指標で、

財政規模に対する１年間で支払った借入金返済額などの割合）への影響は、平

均で 0.3 ポイントとなります。（「地方公共団体の財政の健全化に関する法律

における実質公債費比率の早期健全化基準：25％、横浜市の 24 年度決算におけ

る実質公債費比率：15.4％） 

 収支のシミュレーションを行った結果、現市庁舎を使用し続けるよりも新市

庁舎を整備した方が、将来的な横浜市の財政負担を抑えられると考えています。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

738 緑区市民ですが反対です。税金の無駄づかいで、賃料収入試

算など見込みが甘すぎます。 

将来に負債を残す背伸びはいりません。東京都を見ないで市

民を見て仕事をしてもらいたい。 

 余剰床については、議会や市民の皆さまなどから、「空室リスク」について

のご意見をいただいておりましたので、民間事業者へヒアリングを行った結果、

東京などから本社機能等の誘致を目的として、まとまった規模の余剰床を賃貸

する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大きいとのご

意見を多くいただきました。さらに「市内の民間賃貸業の圧迫にもつながる」

とのご意見もありました。 

 一方で、賃貸の余剰床を設けなくても都市計画に適合した建物計画となるこ

とが確認できましたので、収益を目的とした賃貸床は原則整備しないこととい

たしました。 

 したがって、25 年度は、基本構想で、整備予定地と位置付けた北仲通南地区

において、具体的な整備方針の検討を行うとともに、より現実的な条件で新市

庁舎の規模の精査と事業費の試算を行い、あらためて収支シミュレーションを

行いました。 

 新市庁舎は、計画から、設計、建設、維持管理、修繕、解体するまでのライ

フサイクルコストを踏まえた建物及び設備とし、経済性・効率性を高めるとと

もに、可能な限り長期間にわたって使用できる市庁舎を目指します。具体的に

は、標準品、汎用品、規格品、省力化の図れる工場製品等の積極的採用による

建設コストの削減、メンテナンスのしやすい材料の採用による維持管理費の削

減、環境負荷低減設備の採用のよる光熱水費などの運用コスト削減を図ります。

 事業費については、今後、具体的に設計の要件等を整理していく中で、建物

機能や仕様等を細かく検討し、更に精査します。その上で、事業費を見直す必

要がある場合には、その理由を明らかにして対応を決めていきます。 

その他（117 件） 

739 緑区役所は耐震補強済みなのか？本庁舎からではなく、耐震

強度に問題のある庁舎から建替えていくべきである。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 なお、緑区役所は、横浜市耐震改修促進計画に基づき、現在、耐震補強工事

を進めているところです。 

740 １、市庁舎は、市民の生活との関連で考えるべきです。ハロ

ーワークに行く、確定申告に行く、免許の書き換えに行く、

法律の相談に行くなど市政とかかわらなくとも、行政のサー

ビスを市民が受ける機会が多くあります。それらは縦割りで

市民が「あっちこっち」対応しなければならない。老齢化社

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた
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会を迎えるに、区役所がそれらのコンシェルジュ機能を持っ

たものにしなければいけない。ちなみに確定申告のためには

桜木町へ、ハローワークは戸塚です。 

２、日本一大きい都市横浜の市庁舎は区民にとっては遠い存

在、機能をＨＱにしぼり、区役所の機能をもっと強化すべき

です。 

３、それらが解決しないのなら６１６億円はムダ使いです。

いっそ、各区を市に昇格させる行革を断行すべきと考えます。

だきます。 

741 横浜市口を開けば金がないと言いながら、市民サービスを拒

否したり、減らして来たのに、市民の税金を使って、市庁舎

を建てることなど絶対に認めるわけにはいきません。子供を

大事にするための税金の使い方、中学校給食を至急やること、

国保料や介護保険料を引き下げること、住みやすい横浜にす

ること、子供を生み育てる応援を。市役所の建設に使うのを

やめ、市民のために使うこと。その立場で、市政を運営する

こと。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

742 新市庁舎建築は反対です。横浜市はきびしい財政事情と言っ

ているのに、どうして６００億円以上もかかる建築をするの

か。市民生活にもっと使ってください。強く要望します。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

743 新庁舎建設よりも、市民にとっての身近かな各区役所の役割

と機能向上にこそ力を注ぎこむべきと考えます。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

744 現市庁舎は耐震強化工業もされ、まだまだ耐用年数があるの

で、それよりも市民生活に直接係わる保育所や特養ホーム等

の設置を急いで欲しい。保育所は劣悪な条件を認可するなど

で、数だけは待機児童０にしたけれど、そんな方法でなく、

子どもたちが健やかに育つ環境の保育所にしてほしい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

745 市長は自分が市長時代に何か形あるものを残したがる。その

失政が中田前市長だった。同じ事が繰り返されないことを望

む。街角のあちこちに、市民の暮らしがよくなった、目立た

ないが市民が喜ぶ、市民のための市政であって欲しい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

746 防災、古くなった道路の補修などに当てて下さい。  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

747  子ども健やかな発達こそ１００年の大計です。学校給食の

完全実施、小児医療の無償化など、使うべき項目が山ほどあ

ります。家庭への総体的な支援にも予算を使ってほしい。少

子高齢化に対する対策のために予算をまわしてほしい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

748  新庁舎を始め"箱物"行政を止め、"コンクリートから人へ"

の精神を発揮して下さい。 

 新庁舎建設、絶対反対。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

749 ６３３億円も市政を新たに投入する以前に、保育園に入れな

い待機児童対策とか、公的な特別養護老人ホームをつくって

下さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考
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えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

750 新市庁舎建設が市の財政を圧迫することにより、住民サービ

スの低下を拡大させるという理由で反対します。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

751  今市民がこまっていること、子育て支援。ビルの一角、ガ

ードの下などの保育所でなく、その建設費をまわしたらどれ

だけたてられるのか。又、特養老人ホーム、働きざかりの方

が介護のため仕事を失う。老人ホームだったらどれだけ建設

されるのか試算をしてほしいと思います。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

752  今、保育園がたりなくて困っている母親が沢山いる。横浜

市は待機児童０と云っているが、運動する広場もない保育園

なども含めて０といっているが、子供をすこやかに育たるた

めには自由に遊べる広場も必要だし、又養護老人ホームも待

機者が何百人もいる現在、高層ビルを建てるよりもっと市民

の為に予算を使って欲しい。是非、新市庁舎整備事業（仮称）

を見なおして下さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

753 少子・高令化対策の強化 

多都市より遅れている小児医りょう費などの拡大を 

高い市民税の恩恵を感じないが 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

754 保育所不足、特養ホーム不足など、深刻です。なぜ新市庁舎

整備、建設にそんなにお金をかけ、急ぐのですか。横浜市の

予算の使い方は誤っていると思います。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

755 次の理由から新市庁舎建設は中止すべき！ 

市財政状況から及び今第一に必要なことは、消費税増設をは

じめ国の政治悪化で国民生活が苦しくなっている時、それを

助ける対策をすべき。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

756 横浜に生まれ今年８０歳になりました。ミナトミライなど大

型開発に財政が投じられきましたが、市民の生活に密着した

施設や福祉がおくれ、住みにくい街だと思います。託児所、

学童保育や中学校給食など育児、子育てについて不充分です。

高齢者になって感じるのは特別養護老人ホームの待機者が五

千人とも三千人ともいわれ改善の方向すらみられません。高

齢者は大きな不安を抱いています。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

757 中学校給食をすぐに実施しなさい。大都市横浜に中学校給食

がないなんて本当に恥ずかしいです！!障害者の福祉パスも

無料に戻しなさい。税金は、子どもやお年寄り、障害者、困

っている人たちにまず使うべきです。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

758 長年にわたり市民が求めている中学校での給食の実施など市

民の福祉に予算を使うべきです。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

759 費用を是非福祉等に向けていただきたいと思います。  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために
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は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

760 市民サービスを云々するのなら、区ごとの施設・機能を充実

することを最優先すべき。最低限、現市庁舎敷地での改増築

の予定費用を見積もり、これと比較して新市庁舎整備計画案

が費用のうえで妥当であることを示してほしい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

761 市は、負債は残っている、今後の財政も見通は暗い、ムダは

良しましょう。そんなムダに使うなら、特養老人ホーム、公

営保育所を沢山作る方が市民の共感を呼ぶこと受け合いで

す。市長になられたのは、土建屋にもうけさせるためが目的

ではなかったでしょう。 

もっと、市民のことを考えて市政を進めて下さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

762 ６３０億円の建設費用を市民が安心して生活できるように子

どもの医療費を小学校６年まで無料にする、図書館の整備、

学校の校舎の修理、介護施設の充実等に使ってほしいと考え

ます。新市庁舎整備事業（仮称）に反対です。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

763 子ども医療費を小学生・中学生まで無料にするとか、中学校

生徒の完全給食を早急に実施するとか、喫緊の課題に使って

こそ、６３０億円の血税は真に活かされるのではないでしょ

うか。不要、不急なものに湯水のごとく血税を使うような政

治は悪政の謗りを免かれないということを肝に銘じて欲しい

です。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

764 私の思い 

 

新市長舎整備の予算 630 億円、市の一番大切な仕事は市民の

健康と福祉にあると思います。高過ぎ 

る医療保険料や介護保険料、必要になったら入れる特養老人

ホーム、市営住宅も圧倒的に少なすぎ 

る。予算はそんな風に使って下さい。まだ新市庁舎建設は、

しなくても良いと考えます。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

765 横浜市は他に比べ、市県民税が高いのに、この事業は必要と

は思えない。これ以上、負担が増えると生活が苦しくなるの

がめに見えている。それより、政令指定都市として、中学校

給食の充実、実現や保育所、学童保育等の整備を先に決定し

てほしい。その為になら協力できる。この事業には納得いか

ない。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

766 新庁舎を６３０億円とは、市民感覚で納得できません。税金

は、市民のためを第一にして使って下さい。学校給食で、中

学校は実施していません。横浜市は、様々な理屈で実施せず

栄養や安全面で心配な自販機のパンやカレーなどおかしいで

す。 

白紙に戻し、再検討をして下さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

767 住民サービスの充実、社会福祉の向上、高令化対策等々、他

にやるべきことは沢山ある筈だ。市民目線にたった行政の在

り方に根本的に改革すべきだ。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

768  一般市民が市役所を訪問することは滅多になく、むしろ身

近な区役所の利便性を高めて頂いた方が正直なところありが

たいです。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

769 市民のために、他に優先すべき事項がないのかどうか、今後  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市
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の高齢化やインフラの老旧化、若者の就労と女性の社会進出

などなど、もっと検討すべき事項があるのではと思います。

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

770 事業費６３０億円を、福祉や市民サービスのために使って欲

しい。特に、介護保険料は高すぎる。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

771 市の職員の方々が英知を集めて「横浜市」を考えた時、市民

の事（高令者、乳幼児、社会的弱者ｅｔｃ．）だけで山積の

はず。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

772 私たちは、市役所にはほとんど用がありません。必要なこと

は区役所で間に合います。ですから区役所が災害の時の拠点

になってくれればよいと思っています。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

773 予算が、じゅんたくにある時ならともかく、お金は遅れてい

る福祉にまわしてほしいと思います。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

774 保育園、老人ホームなどの私達の生活に直結した施設に市税

を使うべきである。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

775 市民が楽しみしている文化芸術関係や施設利用料等の補助の

カット、引きあげをしてきました。こうした市民関係予算を

切り下げている中で、高さ約１５０ｍもの市庁舎をつくらな

ければならないのですか。 

ブラジルでは、「ワールドカップ反対」のデモが相いつぎま

した。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

776 保育所不足解消、市民生活安定を優先に市政をすすめて下さ

い。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

777 市庁舎新しく建てるのは反対です。今までの市庁舎でいいで

す。 

かかる費用を医療、福祉の予算に回して下さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

778 先にやることはいっぱいあります。全国的には、あたりまえ

になっている中学校給食。横浜市の未来を担う中学生、人生

最大の成長期に必要な栄養量は弁当では補えません。一日も

早く中学校給食を！ 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

779 災害対策の面から新建設敷地は問題あり、莫大な建設費用を

他の財政にまわしてほしい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために
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は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

780 お金を福祉、教育を充実させるために有効に使って下さい。  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

781 財政の厳しい今、そのお金を市民のために使うことを希望し

ます。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

782 市民に近い区役所の充実や市民バスへの補助を増やして、今

減便が行われている市民バスの運行に援助して下さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

783 ６３０億円の税金他にまわして下さい。  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

784 ６１６億円を福祉に使ってもらいたいです。  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

785 新市庁舎整備計画の凍結を求めます。古くは、みなとみらい

開発に伴う多額の財政支出と想定以下の収入に留まること等

から、横浜市は全国の自治体の中でも極めて厳しい財政状況

であり、市民は重い税負担を強いられています。市としても

市民同様、現庁舎でがまんをすべきです。 

横浜市は、その他にも、実態上待機児童が解消されていない

事、中学校給食が実現していないことなど、解決すべき問題

があり、予算は市民の為に使われるべきです。 

以上、計画の凍結及び現庁舎の継続使用の再考を求めます。

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

786 新市庁舎はすぐにすすめなくて良い！計画の再検討を求めま

す。こんな事業に税金を使わないで、中学校給食を実施して

ください！小児医療費を拡充してください。林市長は、子育

て支援に力を入れるべきです。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

787 市長に物、申す 

チャラチャラしたミーハー好みに駄落者ほど高い所に登りた

がる。桜木町駅前も様変り、高さを競い景観も激変してしま

った。造船所わづかにドック跡（強者どもが夢の跡） 

そこえ市庁舎まで参入！！バク大な血税を使ってのツマ先立

っての、背のびは止めた方が、賢明だ。（防災上も）そんな

に見栄をはりたかったらまず、「特養」「保育児」（本当の

意味）の待機者をなくし、市民が安心して暮らせるように税

金を使うのが、王道だ。みどりを守り、風情のある景観の港

町を守れ！！くやしかったら「世界遺産」に挑戦してみろ！

群馬富岡製糸所に見ならえ 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

788 横浜市も今は財政、資金難で住民に多大な負担をかけている  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市
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時、贅沢は止め、その分福祉に力を入れ、住み良い横浜を築

いて下さい。 

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

789 建設費は出来るだけおさえて、中学の給食、特別養護老人ホ

ームの建設などにまわすこと。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

790 新庁舎建設に反対 

 

庶民の暮らしが大変なときに急いでやることはないのではな

いのでしょうか。国民健康保険料や介 

護保険料等が大きく引上げられる今日、箱物を作るより市民

に身近な面で資源を活用すべきと思います。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

791 市民のためにもっとやるべき事があるのではないでしょう

か？市民がずっと要望してきた中学校に給食を！横浜以外は

ほとんど実施されています。働く女性が多くなり一日も早く

実施して下さい。福祉の面でも、他より住み易しくないと他

県に移っていきますよ。せめて小学校６年まで医療費かから

ないようにするとか。中学校、高校まで無料にするところも

でてきています。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

792 私達が収めた市民税は社会保障に使うべき。  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

793 横浜市は中学校給食も実施していませんし、公立保育園も民

営化をすすめたり会社設立の保育園を増やすなど保育情況も

好ましいものではありません。より社会保障に財源をまわす

ことが、住み良い横浜をつくることであり、高層新市庁舎建

設ではそれは実現できないことだと思います。ぜひとも再考

を願います。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

794 市庁舎建替えに反対。市民の暮らしは消費税増税、年金引下

げ、国保・介護保険料の大幅引き上げなどなどで極めて厳し

いものがあります。巨大な庁舎建設よりも、今は市民の身近

な生業に寄与することを考えるべきと思います。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

795 もっと、他に子育て（林市長は待機児童０なんて、正しくな

い大宣伝をしていて、あのベビーシッター事件!恥ずかしいで

す。）でも、老人福祉でもするべきことが山のようにありま

すよ。そのために市政を行っているのではないのですか？ 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

796 中学校給食などに予算を使うべきです。  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

797 もしお金があるのなら、まずは優先順位として中学校給食を

実現してほしいです。一方的に反対しているのではなく血税

を使う以上、本当に必要なのか、無駄はないか、優先順位も

含め、よくよく検討していただきたいです。  

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

798 子育て支援や高齢者福祉、障害児者支援、保育や介護に携わ  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市
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る人の待遇改善など、課題は満載です。 政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

799 市民から強い要望である、中学校給食実施や小児医療費無料

化年齢の引き上げ、３０人学級の実施、就学援助制度の充実、

「待機児童対策」などや特別養護老人ホーム建設などに予算

を使うのではなく新市庁舎建設に莫大な予算を使うことに反

対です。評価書の各項目に意見をつけました。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

800 今のままで良いのでは。税金の利用をもっと考えてほしいで

す。 

お金があればいくらでも良いものを造れば良いでしょう。常

に予算がないと云っているではないか。ビルを借りていても

良いのではないですか。市民にとって「良い市政」とはを考

えて下さい。 

横浜市の税金は高いと思います。市民への還元はほとんどな

いですよね。健康、教育、老人福祉等他に税金を使ってほし

いです。 

庁舎なども古いままで良いのです。市の行政は中身が大切と

思います。横浜市に住んで良かったと市民に思われるような

市にしてほしいと思います。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

801 血税は市民生活向上のためにこそ使ってもらいたいもの。市

民感覚とあまりに乖離した市政であり、他の世界の出来事な

のではないかと思ってしまいます。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

802 利用することのない新市庁舎よりは、生活に密着して利用す

ることの多い区役所や出張所の充実を望みます。 

 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

803 私は横浜市鶴見区に在住し３９年になります。一勤労者とし

て住民税は給料天引きなので、ずっと支払い続けています。

私の支払っている大事な税金の使い方で疑問に思う点、３点

あげます。 

横浜みどり税・・・全然知らされていません。知らない間に

引き落とされています。３０年度まで続くそうですが、税金

の使い方を見直せば不必要だと思います。 

中学校給食が、国際都市横浜と言いながら全国の市で、堺、

川崎、横浜だけ未実施と聞いてます。Ｔ・Ｖで子供の貧困の

事がたまにとりあげられますが、義務教育は無償とする憲法

上でもおかしいと思います。愛情弁当作るにはお金と工夫と

時間が必要です。横浜の貧困の子供達を救って下さい。また

教育的視点でも大切です。 

新市庁舎に莫大な税金を使わず、耐震補強工事済みの現建物

等使って下さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

804 新市庁舎の整備に反対し、再検討を求めます。 

「事業の必要性」は一応「もっとも」と言えますが、絶対で

はありません。他の事業とのかね合い、優先順位など考える

べきです。市民のねがいは、子育て教育福祉（医療介護）な

どに強いものがあります。そちらにこそ予算を回すべきです。

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

805 医りょう、介護など社会保障を切りすて、緑税までとってお

きながら、横浜市民の住環きょうは全くおざなり。 

米軍深谷基地が６０数年ぶりに返還と決ったが、公園にして

ほしいという市民の要求は強いが、国から土地を買う資金が

問題だなどと云っている。住民本位に市民税を使ってほしい。

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた
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だきます。 

806 今の市やるべきは市経済の盛況と市内中小企業々者への消費

税増税対策としての支援などが求められているのではないで

しょうか。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

807 私たちは、市役所は何年も行ったことありません。豪華なも

のはいりません。税金は福祉にまわして！！ 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

808 生活道路の補修など、市民の身近な所に予算を使って欲しい。  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

809 この不景気の中、そんな所に税金を使わないでほしい。  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

810 地域の予算がないからと云う理由で、生活道路が仲々進んで

いないのに、新庁舎建設はやめるべきだと思う。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

811 財政をもっと必要な所に有効に使って下さい。  新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

812 瀬谷区は都心からはなれている。都心は発展している。もっ

と周辺の区にお金をまわす事を求めます。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

813 中学校給食の実現や、中小零災業者の景気対策などを行って

下さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

814 立派な箱物を作るより、１０年、２０年先を見てもっと人を

育てる事に税金を使うべきだと考えます。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

815 私たちが必要とする、保育園、少人数学級、学校給食、老人

施設などなどには、お金がないと拒否されます。市民にとっ

て市庁舎は、立派なものでなくてもなんら不便なことはあり

ません。一度も市庁舎にいったこともありません。莫大な市

庁舎建設にかかる費用は、市民の生活に費用なことに使って

ほしい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 
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税金は市民のものであり、林市長のものではありません！ 

816 税金のむだづかいである。その分を生活保護者の水道料金の

減免に使ってほしいです。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

817 そんなにお金があるなら、子育てや高齢者対策に使ってくだ

さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

818  区ごとの差 

 現在横浜市の区別の市税収入は、非常に片寄っており、神

奈川、中、西が多く、次が鶴見かと思います。（違っていた

らすいません）。今の流れからすると、ＭＭの開発、そして

新市庁舎を桜木町にとなると、市税の収入が、ますます片寄

っていくのではないでしょうか？栄区瀬谷区など市税収入が

少ないのに、市の恩恵が多い（地区センター、図書館、ケア

プラザは市でほぼ横並び）ととなると、いろいろと反発も予

想されます。 

 新市庁舎を桜木町に建設するのであれば、栄や瀬谷等の区

の市税収入の活性化を考えたいところです。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

819 横浜市は厳しい財政状況を理由に、後掲をはじめとする種々

の福祉政策を低水準にとどめたり引き下げたりしています。

市庁舎移転に多額の費用をかけるよりも、福祉レベルを全国

水準に引き上げることのほうが優先課題でしょう。 

(1)中学校給食 

 横浜市では中学校給食がありませんが、全国的には８割以

上で実施されていますし、川崎市も平成２８年度の実施に向

けて動き始めています。全国の政令指定都市で、実施の検討

さえしていないのは、横浜市と堺市だけです。 

 中学校給食の実施に必要な予算は、施設整備費、運営費を

含めても５０．９億円程度と試算されており、新市庁舎移転

の費用の６３０億円のわずか８％に過ぎません。" 

(2)３５人学級 

 横浜市では３５人学級の導入も最低限にとどまっていま

す。教育の充実の観点から、少人数学級を小学校中高学年・

中学校にも導入するところが増えているなか、名古屋以東の

政令指定都市で、国基準レベルの導入にとどまっているのは、

横浜市と川崎市だけです。 

 小学校３年生までの３５人学級の実施にかかる予算は、約

９．６億円と試算されており、新市庁舎移転の費用の６３０

億円のわずか１．５％に過ぎません。" 

(3)就学援助制度 

 経済的にたいへんな家庭に子どもの学用品費や給食費など

を援助する就学援助制度。横浜市では、生活保護の基準改定

を理由に、これまでの認定基準なら援助が受けられたはずの

約４００世帯を対象から除外しました。これは、文部科学省

の方針にも反しています。 

 これまでどおりの認定基準で就学援助を継続するための予

算は約２０００万円です。これは、新市庁舎移転の費用の６

３０億円のわずか０．０３％に過ぎません。" 

(4)小児医療費助成制度 

 安心して子育てできる社会をつくらなければ少子化に歯止

めをかけられません。小児医療費無料化年齢の引き上げは必

要不可欠な助成です。現在、県内１９市中、小学校１年生ま

でしか医療費無料を保障していないのは、横浜市と川崎市だ

けです。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 
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 小学校２年生までの児童について医療費無償を実現するの

に必要な予算は９億円程度と試算されています。新市庁舎移

転の費用の６３０億円のわずか１．４％に過ぎません。" 

(5)待機児童ゼロ施策 

 横浜市は２０１３年５月、「待機児童ゼロ」達成を高らか

に宣言しました。しかし、 

２０１４年４月、まだまだ保育園に入れたくても入れられな

い状態が生じています。 

 待機児童対策を重点施策に位置づける横浜市に期待して、

市外から転入してきた子育て世帯も増えたといわれています

が、残念ながらその期待に応える結果にはなっていませ。２

０１４年４月開所の保育園整備費用は、前年の３分の１（２

４億円）に縮小されてしまっていました。新市庁舎移転費用

の６３０億円のわずか３．８％です。" 

(6)特別養護老人ホームの補助金 

 横浜市では特別養護老人ホームの待機者が約５０００人お

られます。建設戸数を増やさなければなりません。 

 １００人定員の特別養護老人ホームの建設には、約３．７

億円程度かかると試算されています。新市庁舎移転費用の６

３０億円があれば、定員１００人規模の特別養護老人ホーム

が１７０戸も建てられます。" 

(7)寝たきり高齢者等のための寝具丸洗い援助   

 寝たきりの高齢者や重度の身体障害者が衛生的な生活を送

れるよう、横浜市はこれまで、寝具丸洗い乾燥費用の助成を

していました。ところが、平成２５年度でこの制度を廃止し

てしまいました。利用者の意向調査もありませんでした。 

(8)市営交通機関の老人パス廃止   

 横浜市は、敬老特別乗車証（敬老パス）を発行し、障害者

や生活保護受給者には無料でこれを交付してきました。とこ

ろが、財源不足を理由に、平成２３年１０月から生活保護を

受給する高齢者にも、負担金を求めるようになりました。横

浜市はこれにより平成２９年度までの予算増を約１８億円抑

えられるとしていますが、新市庁舎移転費用の６３０億円と

比較すれば、わずか２％の予算削減にすぎません。 

820 新庁舎に６３０億円かけるより、もっと他にやる事がありま

す。例えば、中学校給食、認可保育所の増設と質の向上、老

人ホームの増設と職員の待遇改善等いくらでもあります。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

821 みなとみらいに税金を使わず鶴見にも力を入れて頂きたいで

す。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

822 まだまだ市民のためにする事が沢山ある。 

市庁舎建設は後廻しに！！ 

鶴見区は市内でも緑比率は下から１、２番目である。 

又、ゼン息児童数も非常に多い。 

建設費を花月園跡地をマンション等を建てず、全面的に森林

公園にするなど他区を含めて市民の役に立つことをしてもら

いたい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

823 反対 

今は市民のために使うべきで、時期尚早である。 

保育園の待機児童０などというが、保育園が遠いためあきら

めている親もいる。又、日もあまり当たらず運動場もせまい

劣悪な保育園も多く見かける。 

学校の耐震工事等市民のためにすることがまだまだあるはず

である。通学路にガードレールを付けてもらいたい。「反対」

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 
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824 反対！ 

そんな金があるのなら、増える一方の高齢者の為に、安く入

れる老人ホームを大量に作りなさい！その方がよほど、票が

かせげる。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

825 新庁舎を建てる理由がはっきりしません。これにより誰がも

うかるのでしょうか。ハコもの作りで市長がもうけるつもり

でしょう。税金の使い方を住民本位に切りかえて下さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

826 事業目的、事業内容とりっぱに色々方針を書かれて居ります

が、この事が今必要な事なのでしょうか？良くお考え下さり、

身近な市民の為に税金を使っていただきたいと思って居りま

す。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

827 現在の市庁舎でどこが問題あるのですか？新市庁舎に反対で

す。 

旭区は狭い道、危険な道が多く、そんな金があるなら生活道

路を良くして下さい。 

 新市庁舎については、現市庁舎の抱える執務室の分散化や年間 20 億円を超え

る賃借料負担の解消、危機管理機能の強化などの喫緊の課題を解決するため、

早期に整備する必要があると考えています。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

828  横浜市の現在の福祉水準は、そう誇れるものではないと思

います。中学の給食制度はなく、ごみの収集回数も減りまし

た。待機児童ゼロも、潜在希望者や保育施設内容から更に力

を注ぐ必要があると思います。私の居住地域では高齢者が多

く、私自身(義父）も含め特養など介護対策が切実です。コミ

ニュティーバス運行の要望も強いです。 

 ６００億円あれば、相当のものが解決されるのではないで

しょうか。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

829 新市庁舎整備そのものに反対します。 

昭和４０年頃に建てられた、エレベーターの無い公的住宅（団

地）。毎日階段で昇り降りしている市民がいます。赤ちゃん

を左手で抱っこして、ベビーカーを右手に持って 4 階まで階

段を上がる姿を想像してください。昇り降りが辛いから外に

出ず、一日中誰とも話さないお年寄りのことを考えてみてく

ださい。団地の再生の方が先でしょう？議員さんひとりひと

りに聴いてみてください。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

830  区役所など市民に身近な機能の充実を優先すべき 

 横浜市の主役は市民です。その市民が生活するうえでは、

市役所よりも区役所の充実を優先すべきと考えます。市の回

答では、「市庁舎では、市民への情報提供・相談機能を拡充

する」とありますが、それらの機能を拡充するのは市庁舎よ

りも区役所ではないでしょうか。区役所が充分に機能してい

るというのなら別ですが、区役所の建物も古くて手狭な箇所

が多いと思います。 

 地方分権ということから考えても、優先すべきは市民の身

近にある施設の充実だと思います。なぜ、新市庁舎を優先す

るのですか。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

831 日本全体の問題であるが、横浜市にとっても同じ、これから

は人口減、低成長税収も増えず、むしろ減って行く。こんな

将来予測の中にあっては、ハコものに巨額の金を投じるより

も、将来を活性化させてくれるように、次世代の若い層のた

めになる政策に、お金を集中し振り向けるべき、と考える。

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた
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横浜市単独でも、若者の住みやすい環境作り、若者が増える

ような政策、若者がどんどん結婚して、その次は子育てに頑

張ろう、と思うような後押しが出来る市を目指すべきではな

いか。 

だきます。 

832  やはり税金の無駄遣いだと思います。横浜市は待機児童解

消・高齢化対策など課題が山積しています。まずはこれらの

問題を解決することが大優先です。庁舎を整備することは急

ぐ事案でしょうか？様々な課題を解消したのち、事業を検討

することはできないのでしょうか？            

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

833 ■悪い点■  

 多様化ニーズへの対応  

※すべてに対応する必要無し、今後人口減少等により税収は

減となる。  

 行政ではなく、地域のコミュニケーションを up させる事に

よりお金をかけずに対処すべき。その支援を市は行う。  

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

834 市庁舎に権限を集中させる現機構を見直し、身近な各区に予

算と決定権を移行し、分権化を進めてください。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

835 新市庁舎移転費用６３０億円で市民のためにできることを優

先すべきである。（中学校給食、待機児童ゼロ、３５人学級、

高齢者対策等）横浜市の福祉レベルは全国水準より低い。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

836 そういうお金があれば、特養ホームや就学援助の維持などに

優先してあてるべき。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

837 豪華な市庁舎を作るより、夜間中学を減らしたり、病院を統

合したりせず、中学校の給食の実施や介護、保育、医療の充

実など、全国でも最低に近い市民生活を充実させることに税

金を使ってください。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

838 工事費の６３０億円を福祉にまわして下さい。子どもやお年

寄りの他市より劣っている福祉施策を一気に挽回して下さ

い。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

839 就学児の医療費無償をぜひ６年生まで延ばしてほしいです。

３５人学級、中学校給食の実施なども永年の市民の要求です。

私たち高令者に対してもぜひあたたかい施策を実施し「横浜

に住んでよかった！」言えるようにして下さい！ 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

840 税金の使い道はいろいろあります。私は、第一に中学校給食

の一刻も早い実施、小・中学校、高等学校教職員の大幅増に

よる小人数学級等ゆとりある教育の実現に市税を使うことを

期待します。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

841 市民の税金は、市民のくらしや福祉施策の充実に使っていく

べき。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考
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えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

842 ６００億円もの巨額な投資でどれだけ市民サービスが向上す

ると言えるのか。各区役所機能を充実させていくべきで、後

年度負担になる大型投資は反対。中学校給食や、耐震工事を

シックスクール事件など起こさないよう安全対策万全で進め

ていくことに投資するべき。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

843 新市庁舎整備基本計画に反対です。 

何故、今の時期に６３０億円もかける事業が必要ですか？も

っと、違う使い方、市民生活、福祉に回して下さい。 

 新市庁舎の整備は、高齢者・子育て支援やまちづくり、防災などと同様、市

政運営上の重要な課題の一つであり、これらの施策を継続的に推進するために

は、社会情勢の変化や財政のバランスを見極めながら進めていくべきものと考

えています。 

 いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部署とも情報共有させていた

だきます。 

844  

別件ですが、カジノなんてとんでもない！ 

 公共事業事前評価調書（案）の内容に対するご意見として本市の見解をお示

しすることはできませんが、いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部

署とも情報共有させていただきます。 

845 「カジノ誘致」の予定といい、市長はどこを向いて市政をし

ているのでしょうか。もっと、市民全体の幸福度の上がる、

まともな市政を切に望みます。 

 公共事業事前評価調書（案）の内容に対するご意見として本市の見解をお示

しすることはできませんが、いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部

署とも情報共有させていただきます。 

846 聞くところによると、カジノの誘致も考えているとか？そん

なものは絶対にいらない！ 

 公共事業事前評価調書（案）の内容に対するご意見として本市の見解をお示

しすることはできませんが、いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部

署とも情報共有させていただきます。 

847 「カジノ誘致」に反対！ 

住みたい街、子育てしたい街"横浜"にカジノは邪魔者です。

治安も悪化し、安心してすごせない街にはしたくありません。

 公共事業事前評価調書（案）の内容に対するご意見として本市の見解をお示

しすることはできませんが、いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部

署とも情報共有させていただきます。 

848 本題から多少外れるかも知れませんが、都市部近辺の最近の

農家の方々にあまり農作物を作らず、土地の値上がりを待っ

ているような農家を見受けます。私達はマッチ箱のような小

さい土地、家にも高い土地家屋税を払っている者には税の不

平等を感じます。このような農地には最っと高い課税でも良

いのではないですか？ 

 公共事業事前評価調書（案）の内容に対するご意見として本市の見解をお示

しすることはできませんが、いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部

署とも情報共有させていただきます。 

849 カジノなども横浜にはいりません。  公共事業事前評価調書（案）の内容に対するご意見として本市の見解をお示

しすることはできませんが、いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部

署とも情報共有させていただきます。 

850 来年の地方選挙は白紙撤回を公約した人に投票する。  公共事業事前評価調書（案）の内容に対するご意見として本市の見解をお示

しすることはできません。 

851 横浜市民になってこれまで水道の史蹟やいくつもの博物館、

市立大の木原生物学研究所等々を訪ね、馬車道やフランス山

を散策し、歴史ある横浜のよさを実感しています。この４月

には、日本丸の総帆展帆も見ました。港北ニュータウンに住

んで、市営地下鉄のおかげで（敬老特別乗車証ありがたいで

す）、横浜ならではの財産といえる旧いものに出会え、また、

新しい施設での展覧会やコンサートも楽しめます。 

とはいえ、「カジノ誘致検討」（１月１０日付朝日）には驚

きました。「予算不足の中で経済効果を」という市長の見解

が示されていましたが、市民、住民がそれを歓迎するとでも

思われるのでしょうか。一市民として、経済成長よりも、落

ちついた生活とこれまでなじんできたものを育て発展させ、

安全で佇いの美しい街づくりを望みます。 

"予算不足の中"かどうかにかかわらず、カジノは望ましい横

浜近未来とは全く反対のものと思います。新市庁舎整備事業

に関連して、今後の横浜の健全なあり方を構想してくださる

よう、お願い致します。 

 いただいたご意見の趣旨は、公共事業事前評価調書（案）に対するものでは

ございませんが、新市庁舎の整備は、市政運営上の重要な課題の一つであり、

社会情勢の変化や財政のバランスを見極めつつ、着実に進めていくべきものと

考えています。 

852 要望：以下は「新市庁舎整備に向けた市会棟のあり方につい

て（答申）」を読んでの要望です。 

１ 基本的な考え方 

（２）市民からわかりやすい市会棟の配置とする。また、市

民利用部分について効率的な動線を確保する。 → わかり

やすい市会棟の配置のために、ぜひ市民の意見を聞く機会を

 いただいたご意見の趣旨は、公共事業事前評価調書（案）に対するものでは

ございませんが、新市庁舎整備に関する計画検討の参考とさせていただきます。
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設けてください。 

 

（６）障害者に対して十分配慮した施設とする。 → 障害

者の意見を聞く機会を設けてください。 

 

（８）ＩＣＴ環境の整った施設とする。 → 具体的にどの

ような環境か明示してください。議員個人の賛否がわかるシ

ステムや質問時間の掲示などは必須です。 

 

３ 諸室の考え方 

 

（１）本会議場：傍聴席は、一般傍聴席と賓客用の特別傍聴

席を設けるとともに、記者席には一般記者席のほかにカメラ

席を設ける。 → 賓客用の特別傍聴席はいりません。傍聴

席にまで格差を設ける必要はありません。また本会議をわか

りやすくするためにも、プレゼンテーション対応、また、議

員個人の賛否がわかるシステムは必須です。 

 

（２）委員会室：運営理事会室を除く各室には、記者席・一

般傍聴席を設置し、セキュリティ確保の観点から議員、当局

職員、報道関係者、傍聴者の動線をできる限り分離する。傍

聴席の設置に当たっては、傍聴のしやすさ、安全性を考慮の

上、設置方法等を多岐にわたって検討する。 → 運営理事

会室にも傍聴席を用意してください。また、「傍聴のしやす

さ」を市民から聞く機会を設けてください。 

 

（７）図書室：十分な蔵書スペース、配架スペースを備える

とともに、閲覧スペース、政務調査用スペースを備えた図書

室とし、市民開放を行う。また、議会局事務室との配置に配

慮し、レファレンスサービスが可能な施設とする。 → こ

れは大いに期待します。 

 

（８）請願・陳情・情報公開等の市民対応スペースを確保す

る。 → これも大いに期待しますが、行政棟内の市民情報

センターとは別に設けるということでしょうか？ 現在は議

会と市民情報センターが離れているため、不便です。市会棟

内にも市民情報センターに似た機能を備えてもらえると助か

ります。 

853 横浜市は、カジノ誘致を目指すとして調査研究をはじめまし

た。カジノ誘致により税収増が期待できるとしています。 

 しかし、カジノを誘致した韓国の都市の事例として、カジ

ノ客のホームレス化、ギャンブル依存、カジノ内での自殺や、

「子育て中の若い世代が町を出てしまい、人口減少に歯止め

がかからない・・・『カジノができて町は質屋と飲み屋が増

え、性的なマッサージ店もできた。この環境で子どもを育て

たいと思う人はいないでしょ。』」が新聞で紹介されていま

す（２０１４年３月１４日付け朝日新聞）。 

 新市庁舎建設のために４８７億円の市債発行をする計画で

すが、種々の危険性をかかえるカジノ誘致をしてまで、カジ

ノによる税収増をあてにしてまで、多額の費用をかける庁舎

建設を行うべきではないと考えます。 

 いただいたご意見の趣旨は、公共事業事前評価調書（案）に対するものでは

ございませんが、新市庁舎の整備は、市政運営上の重要な課題の一つであり、

社会情勢の変化や財政のバランスを見極めつつ、着実に進めていくべきものと

考えています。 

854 税金の無駄遣いで、消費税まで増税８％を無くして貰いたい。

我々が住んで暮らしていく生活が苦しくなって来て、高齢化

社会がすすんでいく中、私達も高齢になったら年金が支払え

るか不安になっている。障害のある人は特に心配も不安もあ

るし、安心して偏見差別のない世の中にして欲しい。 

 公共事業事前評価調書（案）の内容に対するご意見として本市の見解をお示

しすることはできませんが、いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部

署とも情報共有させていただきます。 

855  数多く残る跡地は、自由に遊べる公園、スポーツ施設を第

一に考え、高層の商業施設、団地などにはなるべくしない事。

人口の過密化による弊害を避ける。 

 最近特に３項で書いた横浜市北部、中心部への人口流入が

激しい。保育所、病院、学校、自然を感じる遊び場が整って

 公共事業事前評価調書（案）の内容に対するご意見として本市の見解をお示

しすることはできませんが、いただいたご意見の趣旨につきましては、関係部

署とも情報共有させていただきます。 
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ないままでの団地、マンション建設は禁止する方策を考える

時期に来ていると思う。先住地域住民のエゴではなく、将来

を考えての意見である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


